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令和５年９月２９日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

令和２年(ワ)第１８４２１号 特許権侵害差止等請求事件 

令和２年(ワ)第２３２３１号 特許権侵害差止等請求事件 

口頭弁論終結日 令和５年６月１３日 

判     決 5 

 

 

 原 告 スリーエム イノベイティブ プロパティズ 

    カンパニー 

  10 

 

 原 告 承 継 参 加 人 スリーエムジャパン株式会社 

   （以下「参加人」という。） 

  

 上 記 ２ 名 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 根 本  浩 15 

   中 野 亮 介 

 同訴訟代理人弁理士 稲 葉 良 幸 

 同 補 佐 人 弁 理 士 阿 部 豊 隆 

   伊 東 有 道 

 20 

 脱 退 原 告 スリーエムジャパンイノベーション株式会社 

   

 

 被 告 日本カーバイド工業株式会社 

    25 

 同訴訟代理人弁護士 黒 田 健 二 
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  吉 村  誠 

 同訴訟代理人弁理士 松 本  孝 

主     文 

１ 原告及び参加人の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告及び参加人の負担とする。 5 

３ 原告のために、この判決に対する控訴のための付加期間を３０日と定める。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 被告は、別紙被告製品目録記載の製品を製造し、譲渡し、輸出し、輸入し、

又は譲渡の申出（譲渡のための展示を含む。）をしてはならない。 10 

２ 被告は、別紙被告製品目録記載の製品を廃棄せよ。 

３ 被告は、原告に対し、９８００万円及びこれに対する令和２年９月１７日か

ら支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

４ 被告は、参加人に対し、２００万円及びこれに対する令和２年９月１７日か

ら支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え。 15 

第２ 事案の概要 

１ 事案の要旨 

本件は、発明の名称を「キューブコーナー素子を有する層状体および再帰反

射シート」とする特許第５３０２２８２号の特許（以下「本件特許」という。）

に係る特許権（以下「本件特許権」という。）を有する原告が、被告による別紙20 

被告製品目録記載の製品（以下「被告製品」という。）は、本件特許の特許請求

の範囲の請求項１及び４に係る発明（以下、請求項の番号に従って「本件発明

１」及び「本件発明４」といい、これらを総称して「本件各発明」という。）の

技術的範囲に属し、被告による被告製品の製造販売等は、本件特許権を侵害す

ると主張して、被告に対し、特許法１００条１項及び２項に基づき、被告製品25 

の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、特許権侵害の不法行為に基
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づき、損害金２億６４００万円のうち９８００万円及びこれに対する令和２年

９月１７日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法（平成２９年法律第

４４号による改正前のもの）所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求め、

原告から本件特許権について独占的通常実施権の許諾を受けた参加人（以下、

原告と併せて「原告ら」ということがある。）が、被告に対し、当該独占的通常5 

実施権侵害の不法行為に基づき、損害金６６０万円のうち２００万円及びこれ

に対する令和２年９月１７日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所

定年３パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

当初は、脱退原告が、被告に対し、請求の趣旨第４項に係る請求をしていた

ところ、参加人が、会社分割による脱退原告からの承継を原因として、令和２10 

年９月１４日、承継参加の申出をし、被告が、脱退原告の脱退を承諾したこと

から、脱退原告は、本件訴訟から脱退した。 

２ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠（特記しない限り枝

番を含む。）及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実） 

(1) 当事者 15 

ア 原告は、アメリカ合衆国デラウェア州法に基づいて設立された法人であ

り（弁論の全趣旨）、本件特許権を保有する者である。 

参加人は、令和２年６月２４日、脱退原告との間で、脱退原告を吸収分

割会社、参加人を吸収分割承継会社、効力発生日を同年８月１日として、

本件特許権の独占的通常実施権に関連する事業を脱退原告から参加人に承20 

継させることを含む吸収分割契約を締結し、当該効力発生日をもって、同

事業に関する権利義務を承継した（丙１ないし３）。 

イ 被告は、再帰反射シートを含む合成樹脂製品等の製造、販売を主な事業

内容とする会社である。 

(2) 本件特許 25 

ア 原告は、平成１６年２月２６日を出願日（優先日（最先。以下「本件優
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先日」という。）は平成１５年３月６日、優先権主張国は米国）とする特許

出願（特願２００６－５０８８３４）の一部を分割して、平成２２年９月

２２日に本件特許に係る特許出願（特願２０１０－２１１８３７号。以下

「本件出願」という。）をし、平成２５年６月２８日、本件特許権の設定登

録（請求項の数４）を受けた（甲３、４。以下、本件出願の願書に添付し5 

た明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。また、明細書の発明の

詳細な説明中の段落番号を【０００１】などと、図を【図１】などと、そ

れぞれ記載する。）。 

イ 脱退原告は、令和２年７月１日、原告から、本件特許権について独占的

通常実施権の許諾を受けた（甲１）。 10 

前記(1)アのとおり、参加人は、令和２年８月１日、脱退原告から、本件

特許権の独占的通常実施権に関連する事業についての権利義務を承継した。 

(3) 本件各発明に係る特許請求の範囲 

本件特許の特許請求の範囲の請求項１（本件発明１）及び請求項４（本件

発明４）の記載は、それぞれ以下のとおりである。 15 

ア 本件発明１ 

キューブコーナー素子を有する物品であって、少なくともいくつかの該

キューブコーナー素子が、基準平面に対して非平行でありかつ隣接してい

るキューブコーナー素子の隣接している非二面縁に実質的に平行である、

少なくとも１つの非二面縁を有しており、ここで、基準平面とはキューブ20 

コーナー素子が配設されている平面を意味し、少なくとも１つのキューブ

が１－２二面角誤差および１－３二面角誤差を有し、ここで、二面角誤差

とはキューブコーナー素子の二面角の９０度から偏差として定義され；か

つ該二面角誤差が大きさ及び／又は符号において変化しており、該二面角

誤差の大きさが１分～６０分である、物品。 25 

イ 本件発明４ 
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キューブコーナー素子を有する物品であって、少なくともいくつかの該

キューブコーナー素子が、基準平面に対して非平行でありかつ隣接してい

るキューブコーナー素子の隣接している非二面縁に実質的に平行である、

少なくとも１つの非二面縁を有しており、ここで、基準平面とはキューブ

コーナー素子が配設されている平面を意味し、少なくとも１つのキューブ5 

コーナー素子が１分～６０分の範囲の３つの二面角誤差を有し、ここで、

二面角誤差とはキューブコーナー素子の二面角の９０度から偏差として定

義され、該二面角誤差が互いに異なっている、物品。 

(4) 本件各発明の構成要件の分説 

本件各発明は、以下の構成要件に分説することができる（以下、各構成要10 

件につき、頭書の記号に従って「構成要件１－Ａ」などという。）。 

ア 本件発明１ 

 １－Ａ  キューブコーナー素子を有する物品であって、 

１－Ｂ  少なくともいくつかの該キューブコーナー素子が、 

１－Ｂ１ 基準平面に対して非平行でありかつ 15 

１－Ｂ２ 隣接しているキューブコーナー素子の隣接している非二面縁

に実質的に平行である、少なくとも１つの非二面縁を有してお

り、 

１－Ｂ３ ここで、基準平面とはキューブコーナー素子が配設されてい

る平面を意味し、 20 

１－Ｃ  少なくとも１つのキューブが 

１－Ｃ１ １－２二面角誤差および１－３二面角誤差を有し、 

１－Ｃ２ ここで、二面角誤差とはキューブコーナー素子の二面角の９

０度から偏差として定義され； 

１－Ｃ３ かつ該二面角誤差が大きさ及び／又は符号において変化して25 

おり、 
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１－Ｃ４ 該二面角誤差の大きさが１分～６０分である、  

１－Ｄ  物品。 

イ 本件発明４ 

４－Ａ  キューブコーナー素子を有する物品であって、 

４－Ｂ  少なくともいくつかの該キューブコーナー素子が、 5 

４－Ｂ１ 基準平面に対して非平行でありかつ 

４－Ｂ２ 隣接しているキューブコーナー素子の隣接している非二面縁

に実質的に平行である、少なくとも１つの非二面縁を有してお

り、 

４－Ｂ３ ここで、基準平面とはキューブコーナー素子が配設されてい10 

る平面を意味し、 

４－Ｃ  少なくとも１つのキューブコーナー素子が 

４－Ｃ１ １分～６０分の範囲の３つの二面角誤差を有し、 

４－Ｃ２ ここで、二面角誤差とはキューブコーナー素子の二面角の９

０度から偏差として定義され、 15 

４－Ｃ３ 該二面角誤差が互いに異なっている、 

４－Ｄ  物品。 

(5) 被告による被告製品の製造販売等 

被告は、遅くとも本件特許権が登録された平成２５年６月２８日から、現

在に至るまで、被告製品を、日本国内において業として製造及び輸入した上20 

で、日本国内において販売又は販売の申し出を行っている。 

(6) 被告製品の構成の概要 

ア 被告製品は、反射面側から見て、順に、トップフィルム層、プリズム層、

空気層、合成樹脂層、接着剤及び剥離フィルムから構成されており、プリ

ズム層と合成樹脂層との間には、支柱部が設けられている（別紙被告製品25 

図面目録記載１の図面参照。甲８）。 
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上記トップフィルム層にはアクリル樹脂が、上記プリズム層にはポリカ

ーボネート樹脂がそれぞれ用いられている（乙１１７）。 

上記プリズム層には、六角形型の完全キューブコーナーの形状（キュー

ブコーナー素子の三つの反射面がいずれもおおむね正方形のもの）をした

プリズム素子（以下「被告プリズム」ということがある。）のほかに、非六5 

角形型のプリズム素子が形成されている（甲１５）。 

イ 被告プリズムの構造（電子顕微鏡で撮影したもの）は、別紙被告製品図

面目録記載２のとおりである（乙８）。被告プリズムの１辺の長さは約０．

１ｍｍ（１００μｍ）である。 

●（省略）● 10 

(8) 被告製品の構成要件充足性 

被告製品は、構成要件１－Ｂ、１－Ｃ、４－Ｂ及び４－Ｃをいずれも充足

する。 

３ 争点 

(1) 被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか（争点１） 15 

ア 構成要件１－Ａの充足性（争点１－１） 

イ 構成要件１－Ｂ１の充足性（争点１－２） 

ウ 構成要件１－Ｂ２の充足性（争点１－３） 

エ 構成要件１－Ｂ３の充足性（争点１－４） 

オ 構成要件１－Ｃ１の充足性（争点１－５） 20 

カ 構成要件１－Ｃ２の充足性（争点１－６） 

キ 構成要件１－Ｃ３の充足性（争点１－７） 

ク 構成要件１－Ｃ４の充足性（争点１－８） 

ケ 構成要件１－Ｄの充足性（争点１－９） 

コ 構成要件４－Ａの充足性（争点１－１０） 25 

サ 構成要件４－Ｂ１の充足性（争点１－１１） 
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シ 構成要件４－Ｂ２の充足性（争点１－１２） 

ス 構成要件４－Ｂ３の充足性（争点１－１３） 

セ 構成要件４－Ｃ１の充足性（争点１－１４） 

ソ 構成要件４－Ｃ２の充足性（争点１－１５） 

タ 構成要件４－Ｃ３の充足性（争点１－１６） 5 

チ 構成要件４－Ｄの充足性（争点１－１７） 

(2) 無効の抗弁の成否（争点２） 

ア 明確性要件違反（争点２－１） 

イ サポート要件違反（争点２－２） 

ウ 実施可能要件違反（争点２－３） 10 

エ 吹野正外「反射器のプリズムについての検討」（照明学会雑誌５３巻６号

（１９６９））（以下「乙３４文献」という。）を主引用例とする新規性及び

進歩性欠如（争点２－４） 

オ 特開昭４９－１０６８３９号公報（以下「乙３９文献」という。）を主引

用例とする新規性及び進歩性欠如（争点２－５） 15 

カ 米国特許第３８３３２８５号明細書（以下「乙４０文献」という。）を主

引用例とする新規性及び進歩性欠如（争点２－６） 

キ 特表２００２－５４１５０４号公報（以下「乙１２文献」という。）を主

引用例とする新規性及び進歩性欠如（争点２－７） 

(3) 原告らの損害（争点３） 20 

ア 原告に生じた損害の有無及びその額（争点３－１） 

イ 参加人に生じた損害の有無及びその額（争点３－２） 

第３ 争点に関する当事者の主張 

１ 争点１－１（構成要件１－Ａの充足性）について 

（原告らの主張） 25 

(1) 構成要件１－Ａの「物品」の意義 
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    本件発明１の請求項では、単に「物品」と規定されているにすぎず、何ら

の限定もない。 

(2) 被告製品の構成 

被告製品のカタログには、「フルキューブ六角錐型プリズムを採用した広角

プリズム型超高輝度再帰反射シートです。」と、被告製品のプリズムの形状に5 

ついて「六角錐型」と記載されている。しかし、同カタログに図示されてい

る形状からすると「六角錐型」ではなく、「六角形型」であることから、同カ

タログの「六角錐型」との記載は「六角形型」の誤記と考えられる。また、

実際に原告が入手した被告製品を顕微鏡で観察したところ、被告製品は、六

角形型のフルキューブコーナーの形状をしたプリズムが多数配列された製品10 

であることが確認された。 

したがって、被告製品は、以下の構成を有する。 

１－ａ 六角形型のフルキューブコーナーの形状をしたプリズムを有する

再帰反射シート 

(3) あてはめ 15 

被告製品の構成１－ａのうち、「六角形型のフルキューブコーナーの形状を

したプリズム」及び「再帰反射シート」は、それぞれ構成要件１－Ａの「キ

ューブコーナー素子」及び「物品」に相当する。 

したがって、被告製品は、構成要件１－Ａを充足する。 

(4) 被告の主張に対する反論 20 

被告が指摘する本件明細書の記載は、本件各発明の実施例の説明としての

記載であって、本件各発明の構成が本件明細書に記載された製造方法でのみ

製造されることを示しているものではない。 

したがって、被告プリズムが請求項１に記載された構成要件を備えてさえ

いれば、その製造方法がどのようなものであっても、本件発明１の技術的範25 

囲に含まれる。 
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（被告の主張） 

(1) 構成要件１－Ａの「物品」の意義 

本件発明１の「物品」は、本件明細書の【０００１】、【００２９】及び

【００３０】に明記されているとおり、「キューブコーナー素子を有する層状

体、層状体のアセンブリーを有するツール、およびその複製物（とくに再帰5 

反射シート）」の物品に限定される。 

(2) 被告製品の構成 

構成要件１－Ａの「物品」の意義を踏まえ、これと対比することを前提と

すると、被告製品の構成１－ａは、「六角形型のフルキューブコーナーの形状

をしたプリズムを有する、平面状基材の母型の複製物である再帰反射シート」10 

とすべきである。 

(3) あてはめ 

被告製品は、層状体やその複製物ではなく、平面状基材の母型の複製物で

あるから、構成要件１－Ａの「物品」（「層状体やその複製物である物品」）に

当たらない。 15 

したがって、被告製品は、構成要件１－Ａを充足しない。 

２  争点１－２（構成要件１－Ｂ１の充足性）について 

（原告らの主張） 

(1) 「基準平面」の意義 

本件明細書の【００３１】の記載によれば、「『基準平面』とは、一群の隣20 

接しているキューブコーナー素子または他の幾何学的構造体の近傍の平面

（この平面に沿ってキューブコーナー素子または幾何学的構造体が配設され

る）を近似した平面または他の表面を意味する」と理解できる。 

(2) 被告製品の構成 

被告製品のカタログの記載からすれば、被告製品を構成する被告プリズム25 

の外縁は、プリズム層の下層に位置する合成樹脂層と平行な面に対して非平



 

11 

 

行の関係にある。また、原告らにおいて、被告製品を構成する被告プリズム

の外縁の高さ（被告製品を設置した平面上でのＺ軸上の位置）を測定したと

ころ、被告プリズムの外縁は、被告製品の底面（プリズム層の下層に位置す

る合成樹脂層の面）に対して非平行の状態であることが確認された。 

したがって、被告製品は、以下の構成を有する。 5 

１－ｂ１ そのプリズム層の下層に位置する合成樹脂層の面に対して非平

行な関係にある外縁を有し、かつ 

(3) あてはめ 

被告製品の構成１－ｂ１のうち、「合成樹脂層の面」は、構成要件１－Ｂ１

の「基準平面」に相当する。 10 

したがって、被告製品は、構成要件１－Ｂ１を充足する。 

(4) 被告の主張に対する反論 

原告らは、構成１－ｂ１として、合成樹脂層が「プリズム層の下層に位置

する」という構成を備えることを主張しているところ、プリズム層が合成樹

脂層の上部に位置されていることは争いがないのであるから、被告製品がか15 

かる構成を備えていることに議論の余地はない。また、被告製品において、

プリズム層と合成樹脂層とは平行であり、被告プリズムの外縁は合成樹脂層

に対して非平行であることから、被告プリズムが基準平面に対して非平行な

非二面縁を有していることは明らかである。 

被告が指摘する本件明細書の【００５５】に記載された基準平面２４は、20 

本件発明１の「基準平面」ではない。また、被告製品はシートロールの形状

で梱包、送付され、使用時にロール状からシート状にすることは、被告製品

のカタログの記載から明らかである。 

（被告の主張） 

(1) 「基準平面」の意義 25 

本件発明１の「基準平面」は、本件明細書の【００３１】及び【００３６】
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の記載のみからは不明確であるが、本件明細書の【００５５】の「同一の列

内のキューブはすべて同一であり、列は基準平面２４に平行である。」という

記載からすれば、主面１２と１４との間の中央に配置される第１の基準平面

２４（【００３６】）を意味すると理解できる。 

(2) 被告製品の構成 5 

被告製品の構成１－ｂ１は、「そのプリズム層の下層に位置する支柱部の面

に対して平行な関係にある外縁を有し」とすべきである。 

原告らは、被告プリズムの外縁が合成樹脂層の面に対して非平行であると

主張するが、被告は、被告製品を製品ロール状のもので出荷しているため、

被告製品は製品ロール芯に巻き取られて湾曲し曲面になっており、合成樹脂10 

層は「曲面」であって「平面」ではない。また、原告らは、被告製品につい

て、使用時にロール状からシート状にされると主張するが、被告が被告製品

を製品ロール状からシート状にして使用することについて、具体的な主張も

立証もされていない。 

(3) あてはめ 15 

プリズム層が配設されている支柱部の面は、被告プリズムの外縁と「平行」

である以上、被告製品は、構成要件１－Ｂ１を充足しない。 

仮に、原告らの主張する被告製品の構成を前提としても、被告製品の構成

１－ｂ１の「そのプリズム層の下層に位置する合成樹脂層の面」は、第１の

基準平面２４に該当しないから、被告製品は、構成要件１－Ｂ１を充足しな20 

い。 

３  争点１－３（構成要件１－Ｂ２の充足性）について 

（原告らの主張） 

(1) 「非二面縁」の意義 

「二面縁」とは、文字どおり、一つのキューブコーナー素子の三つの反射25 

面のうちの二つの面が交差する部分に対応する縁のことであり、「非二面縁」
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とは「二面縁」でない縁のことである。 

(2) 「実質的に平行」の意義 

「実質的に平行」がいわゆる平行を含む概念であることは、文言上明らか

である。 

(3) 被告製品の構成 5 

被告製品のカタログの記載からすれば、被告製品の隣接する被告プリズム

同士は、隣接部分の外縁を共有しており、当該共有部分において隣接する被

告プリズムの外縁同士は、互いに平行な関係にある。また、被告製品を光学

顕微鏡で観察したところ、被告製品においては、隣接する被告プリズム間で

外縁が共有されていることが確認された。 10 

したがって、被告製品は、以下の構成を有する。 

１－ｂ２ 隣接している被告プリズムと外縁を共有しており、当該共有部

分においてその外縁は隣接する被告プリズムの外縁と互いに平行

な関係にある 

(4) あてはめ 15 

被告製品の構成１－ｂ２のうち、「外縁」は、構成要件１－Ｂ２の「非二面

縁」に相当する。また、構成１－ｂ２の「被告プリズム」は、構成要件１－

Ｂ２の「キューブコーナー素子」に相当する。 

したがって、被告製品は、構成要件１－Ｂ２を充足する。 

(5) 被告の主張に対する反論 20 

隣接する被告プリズムの外縁が同一線で形成されているとしても、二つの

外縁が一致することで同一線を成しているのであるから、それらの被告プリ

ズムの外縁同士が「共有」されていること及び「互いに平行な関係」にある

ことと何ら矛盾するものではない。また、一つの線に共有されている二つの

縁は、どこまで延長しても交わらないから、「互いに平行な関係」にあること25 

は明らかである。なお、本件明細書の実施例の記載において「素子の非二面
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縁を互いに接触させるように…集成した…」（【０１３３】）とあるように、互

いに接触して共有関係にある非二面縁は平行関係にあることを前提とした説

明がなされていることからも、少なくとも本件発明１の構成において、共有

関係にある非二面縁については平行関係にあるといえる。 

（被告の主張） 5 

(1) 「非二面縁」の意義 

本件各発明の「非二面縁」は、特許請求の範囲の記載からは不明であるし、

本件明細書の具体的記載からも不明である。 

(2) 「実質的に平行」の意義 

一般的に「平行」とは、「一平面上の二直線、または直線と平面、あるいは10 

平面と平面とが、どこまで延長しても交わらないこと。」であるから、一般的

な字義からしても、構成要件１－Ｂ２の「実質的に平行」につき、隣接して

いる部材が一つの線（縁）を共有していることを「平行」と解釈する余地は

ない。 

(3) 被告製品の構成 15 

被告製品の構成１－ｂ２は、「被告プリズムの外縁は、隣接している被告プ

リズムの外縁と同一線で形成されている」である。 

(4) あてはめ 

被告製品において、「被告プリズムの外縁は、隣接している被告プリズムの

外縁と同一線で形成されている」だけであり、平面上の二直線は存在しない20 

から、当該同一直線は「平行」なものに該当しない。 

 したがって、被告製品は、構成要件１－Ｂ２を充足しない。 

４  争点１－４（構成要件１－Ｂ３の充足性）について 

（原告らの主張） 

(1) 「基準平面」の意義 25 

前記２（原告らの主張）(1)における主張と同様である。 
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(2) 被告製品の構成 

被告製品のカタログの記載及び被告製品の顕微鏡での観察によれば、被告

製品にはプリズム層の下層に合成樹脂層が存在し、支柱部を介してプリズム

層が合成樹脂層の上部に配設されている。 

したがって、被告製品は、以下の構成を有する。 5 

１－ｂ３ ここで、合成樹脂層の面とは、被告プリズム層が配設されてい

る平面を意味する 

(3) あてはめ 

被告製品の構成１－ｂ３のうち、「合成樹脂層の面」及び「被告プリズム層」

は、それぞれ構成要件１－Ｂ３の「基準平面」及び「キューブコーナー素子」10 

に相当する。 

したがって、被告製品は、構成要件１－Ｂ３を充足する。 

(4) 被告の主張に対する反論 

被告製品はシートロールの形状で梱包、送付されているが、使用時には、

ロール状からシート状にして使用されることは明らかである。また、被告製15 

品のカタログの記載の構成図において「プリズム層」と記載されているよう

に、被告プリズムは平面状に広がる層をなし、支柱部を介して合成樹脂層の

上部に、合成樹脂層と平行な面を成すように配設されていることも明らかで

ある。 

さらに、本件明細書の【００５５】の基準平面２４は、本件各発明の「基20 

準平面」ではない。 

（被告の主張） 

(1) 「基準平面」の意義 

    前記２（被告の主張）(1)における主張と同様である。 

(2) 被告製品の構成 25 

    前記２（被告の主張）(2)における主張と同様である。 
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(3) あてはめ 

    構成要件１－Ｂ３は、「キューブコーナー素子が配設されている平面」であ

るところ、キューブコーナー素子が何かを「介して」配設されることは、特

許請求の範囲にも本件明細書にも記載されていない。したがって、特許請求

の範囲の文言に従い、キューブコーナー素子が配設されている面を基準平面5 

というべきであるから、「支柱部」の面が基準平面に相当する構成であり、合

成樹脂層は特許請求の範囲と対比する上で無関係の構成となる。 

    その余の点については、前記２（被告の主張）(3) における主張と同様で

ある。 

５  争点１－５（構成要件１－Ｃ１の充足性）について 10 

（原告らの主張） 

(1) 「１－２二面角誤差」及び「１－３二面角誤差」の意義 

本件明細書の記載から、キューブコーナー素子を形成する三つの二面角は、

それぞれ二面角１－２、二面角１－３及び二面角２－３のように、二つの面

が成す角度として命名することが可能であり、また、各面は主要溝面（【００15 

４４】）と主要溝面以外の溝表面とで構成され得る。 

(2) 被告製品の構成 

ア 原告らが、被告製品を構成する被告プリズム内に形成される二面角につ

いて、９０度からの偏差を測定したところ、測定した複数の被告プリズム

において、三つの二面角が９０度からの偏差を有していることが認められ20 

た。三つの二面角がいずれも１分から１７．６分の範囲において９０度か

らの偏差を有している被告プリズムは複数存在し、そのような被告プリズ

ムにおいては、三つの二面角の９０度からの偏差の値は、絶対値及び／又

は符号において、互いに異なっていることが認められた。 

イ また、本件明細書の【図２２】の記載と原告従業員作成の令和２（２０25 

２０）年７月２１日付け分析報告書（以下「本件分析報告書」という。甲



 

17 

 

１５）の図１０（ｉ）に基づく各二面角の特定を対応させると、被告プリ

ズム内の三つの二面角については、米国の測定機器メーカーであるＺｙｇ

ｏ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（以下「ＺＹＧＯ社」という。）製の「ＧＰＩ 

ＸＰ／ＨＲ干渉計」（以下「本件干渉計」という。）に付属するソフトウェ

ア（Ｍｅｔｒｏ Ｐｒｏ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ。以下「本件ソフトウ5 

ェア」という。）によって示された「２－３／５－６二面角」（面ａと面ｃ

で形成する二面角）、「１－２／４－５二面角」（面ａと面ｂで形成する二面

角）及び「３－４／６－１二面角」（面ｂと面ｃで形成する二面角）が、本

件明細書記載の「１－２二面角」、「１－３二面角」及び「２－３二面角」

にそれぞれ対応することになる。 10 

ウ したがって、被告製品は、以下の構成を有する。 

１－ｃ１ １－２二面角及び１－３二面角において、９０度からの偏差

が存在し、 

(3) あてはめ 

被告製品の構成１－ｃ１のうち、「１－２二面角及び１－３二面角」におけ15 

る「９０度からの偏差」は、構成要件１－Ｃ１の「１－２二面角誤差および

１－３二面角誤差」に相当する。 

したがって、被告製品は、構成要件１－Ｃ１を充足する。 

(4) 被告の主張に対する反論 

ア 被告製品の特定について 20 

本件分析報告書には被告製品のグレードや製品番号が明記されており、

被告製品の特定としては問題がない。 

イ 被告製品の経時変化の懸念について 

被告は、屋外での使用に対してすら耐久性を有することを被告製品の特

長として強調して説明しており、かかる説明に基づけば、使用前の製品に25 

ついて変形の懸念はない。また、被告製品は、販売時のシートロールの状
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態で保管することが予定・推奨されているものであるから、被告製品が湾

曲し変形していたことによる経時変化の懸念もない。 

ウ 被告製品の構成について 

被告製品には「１－２二面角」及び「１－３二面角」が存在する。 

また、被告は、被告プリズムが「スキュー角」又は「インクリネーショ5 

ン角」を有しないと主張するが、本件明細書の【００１９】、【００７３】

等の記載からしても、本件明細書に記載された「スキュー角および／また

はインクリネーション角」を有する構成は、本件各発明の実施形態を示す

一例にすぎない。 

エ 本件分析報告書の測定方法及び使用した本件干渉計の測定精度について 10 

(ｱ) 本件分析報告書で使用された本件干渉計を用いた二面角誤差の測定方

法は、甲第２８号証の論文に記載された基本的な原理を基礎としつつ、

これをさらに発展させて位相シフト法を用いることにより、反射光の波

面の傾きから、キューブコーナー素子を構成する各面における二面角誤

差を求めるというものである。この測定方法は、理論的にも実際上も、15 

キューブコーナー素子の光学特性に基づく適切な方法であって、適切な

測定条件の下で測定した場合には、被告プリズムの二面角誤差を測定す

ることが可能である。 

本件干渉計においては、参照平面を取り付けた対物レンズ全体を移動

させることで位相シフトを実現している。位相シフトを可能にする部材20 

であるＰＭＲ（“Ｐｈａｓｅ Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ Ｒｅｃｅｐｔａｃｌ

ｅ”又は“Ｐｈａｓｅ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ Ｒｅｃｅｐｔａｃｌｅ”

の略称）は、筐体の内部（対物レンズの基部）に配置されている。また、

測定時には、被告製品を、原告が独自に開発・製造した高精度の試料マ

ウント装置に取り付けた。 25 

(ｲ) 原告らが提出したＡＡら作成の各陳述書（以下、これらを併せて「Ａ
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Ａ陳述書等」ということがあり、そのうちのＡＡ作成の陳述書を「ＡＡ

陳述書」という。甲２０ないし甲２３）の記載内容は、いずれも本件優

先日当時の技術常識を示しており、本件分析報告書で使用した株式会社

ミツトヨ（以下「ミツトヨ社」という。）製２０倍対物レンズ（製品名 

Ｇ Ｐｌａｎ Ａｐｏ ２０Ｘ。以下「本件対物レンズ」という。）を装5 

着した本件干渉計を用いた二面角誤差の測定方法は、本件優先日当時に

おいて何ら特殊な方法ではなかった。このことは、現在においても同様

である。 

また、本件干渉計は、原告らが特別に製造した装置ではなく、ＺＹＧ

Ｏ社製のものを購入して使用しているものであり、測定データの解析に10 

使用した本件ソフトウェアも、本件干渉計に付属しているＺＹＧＯ社製

のデータ解析用ソフトウェアである。本件干渉計に装着されている本件

対物レンズについても同様であり、ＺＹＧＯ社が本件干渉計と共に使え

るものとして原告らに販売したものである。なお、本件対物レンズを干

渉計に装着して使用することは、ミツトヨ社のウェブサイト上において15 

も紹介されているように、何ら特別なことではない。そもそも、このよ

うに十分な倍率を得るために対物レンズと干渉計を組み合わせて用いる

ことも、そのような干渉計で被告プリズムのような微細なキューブコー

ナー素子の二面角を測定することも、従前から広く受け入れられている

一般的な方法にすぎず、本件分析報告書の基となった測定は、そのよう20 

な市販されていた測定機器による一般的な測定の結果にすぎない。 

(ｳ) 本件干渉計について想定される測定精度（分解能）は０．０５分程度

とされており、本件分析報告書で使用されている測定方法は、被告プリ

ズムにおける二面角誤差を正確に測定するために十分な信頼性を有する。 

加えて、第三者機関によって表面の高度の平面性が確認されている参25 

照平面試料を本件干渉計で測定することにより、本件干渉計の測定精度



 

20 

 

の確認を行ったところ、参照平面試料の測定に係る分析報告書（以下

「本件参照平面試料分析報告書」という。甲２５）のとおり、本件分析

報告書で使用されている測定方法における二面角誤差の測定誤差が全て

本件干渉計の精度に由来しているとしても、その測定誤差は最大０．１

分であることが判明している。このように、本件干渉計は、本件分析報5 

告書における測定のために十分な精度を有していることが確認されてい

る。 

オ 本件分析報告書の測定結果について 

本件分析報告書のとおり、本件干渉計を用いて測定した被告製品の被告

プリズムにおける二面角誤差の数値の分散の程度を考慮すれば、被告製品10 

においては明らかに二面角誤差が意図的に形成されており、いわゆる形成

誤差で説明できるものではない。 

また、被告製品のトップフィルムの形状が平坦でないとの被告の主張は、

５００分の１程度の極僅かな高低差しかないことを示しているのであり、

このような極微小な事象を、本件分析報告書に示された測定結果への具体15 

的な影響の程度とは無関係に、あえて抽象的に述べているものにすぎない。 

さらに、被告製品において観測されている多数の粒状の斑点については、

その大きさがμｍスケールのものであり、かつ、ランダム（無秩序）に発

生しているものと認められるところ、そのような凹凸は測定面全体におい

て平準化されるため、本件干渉計による二面角誤差の測定結果には実質的20 

に影響しない。 

カ 本件分析報告書の測定結果の統計学的な分析結果について 

統計の専門家に依頼し、本件分析報告書の被告プリズムの二面角誤差の

測定データ（ＢＢ作成の令和３（２０２１）年９月２９日付け鑑定意見書

（以下「本件鑑定意見書」という。甲２６）の添付２に記載のものをいい、25 

以下「本件データ」ということがある。）について、統計学的な分析を行っ
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たところ、被告製品の被告プリズムの二面角誤差について、三つの二面角

誤差がゼロであるとはいえないこと、三つとも同じ値であるとはいえない

こと、そして、製造の過程でランダムに生ずるような性質のものではない

ことが判明した。このことから、被告プリズムの二面角誤差はいずれもゼ

ロであること、被告プリズムの二面角誤差は三つとも同じであること、及5 

び、仮に二面角誤差がゼロでないとしても製造誤差であることといった被

告の主張がいずれも実質的な根拠を欠くものであることが明らかとなった。 

また、本件鑑定意見書及びＢＢ作成の令和４（２０２２）年３月４日付

け鑑定意見書２（以下「本件鑑定意見書２」という。甲３０）に示された

分析結果から、本件データの二面角誤差の測定値が全て－１０～２０分の10 

数値範囲に存在していること、三つの二面角誤差の絶対値が有意水準１パ

ーセント（９９パーセントの信頼性）で１分以上であるといえる被告プリ

ズムが多数（３１．２パーセント）存在しており、被告プリズムについて

は、その過半数（６４．３パーセント）において、有意水準１パーセント

（９９パーセントの信頼性）で三つの二面角誤差が互いに異なっているこ15 

とが認められた。したがって、本件データに対する統計学的な分析結果か

らも、被告製品について、本件各発明の構成要件１－Ｃ、１－Ｃ１ないし

１－Ｃ４、４－Ｃ、４－Ｃ１ないし４－Ｃ３を充足していることが裏付け

られている。 

なお、ｔ検定を含む統計的仮説検定は、測定誤差のような不確定要素が20 

ある中でデータから論理的に正しい判断を導き出すために生み出されたも

のであり、誤差があることを前提として処理を行うものであるから、被告

が指摘するように本件データに測定誤差等の誤差が存在していても、統計

学的な分析結果の信頼性に問題は生じない。また、本件鑑定意見書で行っ

ているｔ検定による仮説検定の方法は、様々な分野において本件優先日の25 

遥か以前から知られており、統計学の教科書にも記載されているような、
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ごく一般的な方法であり、本件各発明の技術分野の当業者にとって周知の

内容である。  

以上のとおり、被告製品については、本件各発明の構成要件１－Ｃ、１

－Ｃ１ないし１－Ｃ４、４－Ｃ、４－Ｃ１ないし４－Ｃ３を充足している

ことが、本件分析報告書、本件鑑定意見書及び本件鑑定意見書２に基づき5 

具体的に立証されている。 

キ 被告製品の性質について 

●（省略）● 

被告製品は、その販売用資料において、「夜間にも『広角度に高い視認性を

実現』できます。」と記載され、また、様々な観測角（ヘッドライトと運転10 

者の視線が標示面で作る角度）と入射角（標示面の法線とヘッドライトの

作る角度）において、一定の視認性（輝度）が確保されていることがＪＩ

Ｓ規格に基づいて確認されていることが示されており、再帰反射した光を

適切に拡散させることによって、広い角度での視認性が確保されている製

品として販売されている。したがって、被告製品において、●（省略）●、15 

上記のように定められた角度での一定の再帰反射特性を達成するには、被

告プリズムの各二面角の「９０度からの偏差」を被告がコントロールする

ことが必要である。 

したがって、被告は、所望する再帰反射性能を設定し、それが得られる

ような被告プリズムを作製できるように、想定される製造誤差等も考慮し20 

た上で、その製造工程や製造条件を管理、把握し、最適化しているはずで

あるから、その結果として製造される被告プリズムの各二面角を含む構成

は、被告の意図によるものに他ならない。仮に被告が主張するような各製

造誤差が介在したとしても、本件発明１の技術的範囲の属否に影響を及ぼ

すものではない。 25 

（被告の主張） 
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(1) 「１－２二面角誤差」及び「１－３二面角誤差」の意義 

本件明細書の【００７４】及び【０１２４】の記載によれば、本件発明１

の「１－２二面角」は、「溝表面８４と主要溝面５０との交差により形成され」

るものであり、本件発明１の「１－３二面角」は、「溝表面８２と主要溝面５

０との交差により形成され」るものである。 5 

また、本件発明１の「二面角誤差」は、本件明細書の【００７３】、【００

７４】、【００７７】、【００８１】ないし【００９９】の記載及び本件特許の

出願経過並びに対応する外国出願経過に照らせば、「スキュー角又はインクリ

ネーション角に起因する二面角誤差」に限定される。 

(2) 被告製品の構成 10 

ア 被告製品の特定について 

     甲第１４号証記載の送付日と甲第１５号証記載の受領日に矛盾があるこ

とや甲第１９号証の記載からすると、本件分析報告書で分析された試料が

被告製品であると断ずることはできない。 

イ 被告製品の経時変化の懸念について 15 

     本件分析報告書において測定対象とされた被告製品は、推奨された方法

で輸送及び保管がされたものではないため、被告プリズムが湾曲していた

ことや熱による変形が生じている可能性がある。 

ウ 「１－２二面角」及び「１－３二面角」並びに「二面角誤差」の不存在 

被告製品においては、「主要溝面」又は「作用表面」が存在しないから、20 

本件発明１でいう「１－２二面角」及び「１－３二面角」は存在しない。

本件分析報告書においても、「反射面ａが本特許の図２２に示される構成に

おける主要溝面５０であると想定した場合」（日本語訳１１頁）と記載され

ているとおり、主要溝面を特定することができないまま、反射面ａを主要

溝面と想定したにすぎず、そのように想定できる合理的根拠も示されてい25 

ない。 
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被告製品においては、●（省略）●被告プリズムは「スキュー角又はイ

ンクリネーション角」を有しないし、●（省略）● 

エ 本件分析報告書の測定方法及び測定機器の適否について 

(ｱ) 本件明細書には、「適切な測定条件」が一切記載されていない。 

(ｲ) 本件各発明の技術分野において、干渉計にサードパーティ製の対物レ5 

ンズを装着して使用することは、本件優先日当時の技術常識ではなかっ

た。ＡＡ陳述書等は、いずれも本件優先日前に作成されたものではなく、

作成者も本件各発明の当業者ではないから、本件各発明の技術分野にお

ける技術常識を立証するものとはいえない。したがって、本件分析報告

書で用いられた本件干渉計を用いて被告プリズムの二面角誤差を測定す10 

ることはできない。 

(ｳ) 甲第２８号証の論文は、２秒角以内の精度の二面角誤差についての論

文であり、分単位の二面角誤差の測定について適用できるものではない

し、当該論文で用いられたキューブコーナー素子の一辺の大きさは、約

１８ｍｍであるから、０．１ｍｍ程度のマイクロキューブコーナー素子15 

の測定について適用できるものでもない。 

したがって、被告プリズムにおける二面角の９０度からの偏差を測定

することはできないから、被告プリズムの二面角において、「９０度から

の偏差」が存在するかは不明である。 

(ｴ) 本件分析報告書の測定で用いられた光学系に関し、球面波が測定物に20 

当たっているという被告の指摘に対して、原告らは、平面波が当たって

いると回答するのみで、本件干渉計には出射される光束を集束光とする

対物レンズが装着されているにもかかわらず、対物レンズからの出射光

を具体的にどのように平行光束としたのかについては明らかにしていな

い。また、ミツトヨ社のウェブサイト上の記載は、本件特許の原出願日25 

後に公開されたものである上、当該記載から本件対物レンズが二面角誤
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差の測定に使用できるといえるのかも不明である。さらに、本件干渉計

については、ＰＭＲを筐体の内部に配置するという改造や、４インチの

口径の干渉計に２４ｍｍの径の対物レンズを装着するという改造を行っ

ているが、このような改造により本件干渉計の精度が維持される根拠は

ない上、当該改造については、本件明細書に記載されていない。しかも、5 

原告らは、被告製品を測定するに当たり、原告らが独自に開発・製造し

た高精度の試料マウント装置に取り付けたと主張するが、当該試料マウ

ント装置が「高精度」であることについて全く立証がされておらず、「高

精度」であることを担保することの説明も一切ないことからすれば、そ

の信用性はないといえ、また、本件明細書に当該試料マウント装置につ10 

いて一切記載されていない以上、当業者は、被告製品のような微細なキ

ューブコーナー素子の測定をすることができない。 

オ 本件分析報告書の測定方法及び測定機器の測定精度について 

(ｱ) 本件データは、一つの素子の一つの二面角の偏差の測定においてでさ

え、最大８．６６分も異なっている上、符号も異なっているなど、大き15 

な数値の差異のみならず、符号（＋と－）の差異があるものが多数含ま

れているのであるから、本件データ自体からも、本件分析報告書の測定

精度に問題があることは明らかである。 

(ｲ) 本件参照平面試料分析報告書が示す「測定精度」は、本件干渉計によ

る測定対象の表面の粗さを測定する際の精度にすぎないから、そのよう20 

な測定における測定精度を求めたところで、二面角誤差の測定において

も同程度の測定精度があることには全くならない。 

(ｳ) ①有効な校正が実施されていることが示されていないこと、②サード

パーティ製対物レンズを取り付けた状態での測定結果の信頼性は、本件

干渉計単体を用いた測定結果の信頼性と同等であるとはいえないこと、25 

③二面間角度測定に必要な縦横方向（水平方向）の長さ校正が実施され
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ていないことから、本件分析報告書における測定の信頼性が確保されて

いるとは到底いえない。 

(ｴ) 本件分析報告書の測定結果について、次の具体的な問題点を指摘する

ことができる。 

まず、「キューブコーナー素子の取り付け平面の精度による誤差」につ5 

いて、被告製品のサンプルが、例えば湾曲して取り付けられるなどすれ

ば、正確な測定ができない。 

「ＣＣＤの画素の大きさによる誤差」について、画素の大きさ（幅）

が不明であることから、具体的にどの程度の誤差が生じるかが全く不明

であり、干渉縞の周波数が正しく測定できないこととなる。これは、本10 

件干渉計による測定に大きな誤差があることを示す。 

「レーザー光のビーム径や照射位置の誤差」について、「レーザービー

ム光の中央部分に測定対象のキューブコーナー素子が位置するようにそ

の位置が調整される」ためには、本件干渉計に元々備え付けられていな

い特殊なマウント装置が必要となる。どのようなマウント装置であれば、15 

正確に測定され得るのかについて、本件明細書に記載はないし、マウン

ト装置についての技術常識も存在しない。また、レーザービーム光の径

が具体的にどの程度の大きさなのか不明である上、レーザービーム光の

照射位置による測定誤差への影響はないと結論づける根拠も存在しない。 

「対物レンズを使用したことによる誤差」について、本件参照平面試20 

料分析報告書において検討されている精度は、平面度の精度であって、

角度についての精度ではないし、また、対物レンズを使用したことによ

る誤差は、対物レンズを使用しない場合と対物レンズを使用した場合を

比較して具体的に算出されるものであるが、原告らは、具体的な誤差を

一切主張していない。 25 

「参照平面の移動量の誤差」について、本件参照平面試料分析報告書



 

27 

 

において検討されている精度は、平面度の精度であって、角度について

の精度ではない。 

「位相計算時の丸め誤差」について、原告らの主張する丸め誤差は、

何ら具体的根拠に基づかないものである。また、原告らは、各種の要因

による誤差は、本件参照平面試料分析報告書で評価された本件干渉計の5 

測定系自体に由来する誤差に内包されると主張するが、全く根拠のない

主張である。さらに、原告らは、各種の要因による誤差は、累積しても

せいぜい２０パーセント程度と考えられると主張するが、やはり根拠が

全く不明である。 

(ｵ) 原告らは、キューブコーナー素子の二面角誤差について、設計値と測10 

定値の偏差について調べたことはないと主張するが、測定結果が正確で

あることは、設計値と測定値が同一であることや偏差がほぼないという

ことなどから判明することであるから、同主張によると、本件干渉計に

より微小のキューブコーナー素子の二面角誤差を「正確に」測定するこ

とができるというＡＡ陳述書の根拠が存在しないこととなる。 15 

カ 測定対象の性状の影響について 

(ｱ) 被告製品においては、トップフィルム層に窪みがある上、トップフィ

ルム層の断面の厚さが横方向約５０μｍに対して最大約２μｍ異なって

おり、トップフィルム層の表面（以下「トップフィルム表面」という。）

と、トップフィルム層とポリカーボネート層の界面（以下「トップフィ20 

ルム界面」という。）とが平行ではない。しかも、被告製品のトップフィ

ルム層には、透明の微粒子が多数存在する（乙８０）。そのため、本件干

渉計で被告製品の二面角誤差を測定するに当たり、トップフィルム側か

ら測定すると、トップフィルム層の表面の窪みや粒状の斑点、さらには、

被告製品のトップフィルム層とポリカーボネート層の積層界面が平行で25 

はないことの影響等により、二面角誤差を精度良く測定できないばかり
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か、トップフィルム表面とトップフィルム界面とが平行でないことに起

因して二面角誤差があるかのように測定されてしまう。 

(ｲ) トップフィルム層のトップフィルム表面とトップフィルム界面の平行

からのずれが二面角誤差に与える影響について、原告らは、トップフィ

ルム層の厚みの変動の周期が数μｍ～数十μｍのものを検討していない。5 

また、原告らは、トップフィルム層の厚みの変動の周期が１μｍ程度の

場合について、１箇所の影響のみを検討しているが、被告製品において

は、複数の窪みが検出されている以上、これらが総合的にどのように影

響するのか検討しなければ意味はない。 

(ｳ) 再帰反射光の広がりは、二面角誤差（非直交性）以外にも、回折、偏10 

光などにも起因する。したがって、被告製品において、再帰反射光が広

がりを持ち、観測角特性を有するとしても、二面角誤差以外の理由によ

り再帰反射光が広がっているともいえる。また、被告は、被告製品の特

性をＪＩＳ規格に沿って測定しているにすぎないのであって、被告製品

の販売用資料において「ＪＩＳ規格に基づき一定の性能を保証している」15 

などということはない。 

●（省略）● 

ク 鑑定意見書について 

鑑定意見書記載の分析結果は、誤差が正規分布することを前提とするも

のである。しかし、再帰反射シートの二面角誤差は正規分布に従うもので20 

はない上、当該分析においては、加工及び測定結果の偏差を考慮していな

いこと、測定サンプル数（測定の母数）が１であったと考えられ、分散を

評価するには適当なサンプル数とは到底いい難いこと、母型や金型の作製

過程、再帰反射シートの製造工程でやむを得ず発生する要因によって引き

起こされる誤差を考慮していないことなどからすると、誤差が正規分布す25 

るという前提自体に問題がある。 
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(3) あてはめ 

被告製品は、「１－２二面角」及び「１－３二面角」を有しないから、被告

製品の被告プリズムの「二面角」は、「１－２二面角誤差」の「１－２二面角」

及び「１－３二面角誤差」の「１－３二面角」に当たらない。また、被告製

品においては、●（省略）●、構成要件１－Ｃ１の「二面角誤差」を有しな5 

い。 

仮に、●（省略）●「スキュー角又はインクリネーション角」に起因する

二面角誤差は存在しないから、構成要件１－Ｃ１の「二面角誤差」に当たら

ない。 

しかも、原告らは、被告製品の被告プリズムの二面角に、「９０度からの偏10 

差」があることを立証できていない。 

 したがって、被告製品は、構成要件１－Ｃ１を充足しない。 

６  争点１－６（構成要件１－Ｃ２の充足性）について 

（原告らの主張） 

(1) 「二面角誤差」の意義 15 

「二面角誤差」は、本件特許の特許請求の範囲の請求項１において、「キュ

ーブコーナー素子の二面角の９０度からの偏差」であると明確に定義されて

いる。 

(2) 被告製品の構成 

前記５（原告らの主張）(2)における主張と同様である。 20 

したがって、被告製品は、以下の構成を有する。 

１－ｃ２ この「９０度からの偏差」とは、被告プリズム内の二面角にお

ける９０度からの偏差を意味する値であり、 

(3) あてはめ 

被告製品の構成１－ｃ２のうち、「９０度からの偏差」は、構成要件１－Ｃ25 

２の「二面角誤差」に相当する。また、構成１－ｃ２の「被告プリズム」は、
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構成要件１－Ｃ２の「キューブコーナー素子」に相当する。 

したがって、被告製品は、構成要件１－Ｃ２を充足する。 

(4) 被告の主張に対する反論 

前記５（原告らの主張）(4) における主張と同様である。 

（被告の主張） 5 

(1) 「二面角誤差」の意義 

前記５（被告の主張）(1) における主張と同様である。 

(2) 被告製品の構成 

前記５（被告の主張）(2) における主張と同様である。 

(3) あてはめ 10 

    前記５（被告の主張）(3) における主張と同様である。 

７  争点１－７（構成要件１－Ｃ３の充足性）について 

（原告らの主張） 

(1) 「二面角誤差が大きさ及び／又は符号において変化しており」の意義 

本件明細書の【００９０】及び【００７７】によれば、構成要件１－Ｃ３15 

の「二面角誤差が大きさ及び／又は符号において変化しており」とは、二つ

の二面角の有する二面角誤差が大きさ（絶対値）及び／又は符号において異

なっていることを意味する。 

(2) 被告製品の構成 

    前記５（原告らの主張）(2)アにおける主張と同様である。 20 

したがって、被告製品は、以下の構成を有する。 

１－ｃ３ ２つの二面角のそれぞれの９０度からの偏差の値は、相互に絶

対値及び／又は符号において異なっており、 

(3) あてはめ 

被告製品の構成１－ｃ３のうち、「９０度からの偏差」は、構成要件１－Ｃ25 

３の「二面角誤差」に相当する。 
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したがって、被告製品は、構成要件１－Ｃ３を充足する。 

(4) 被告の主張に対する反論 

本件分析報告書の測定結果から明らかなとおり、●（省略）● 

また、乙第１０号証及び乙第１１号証に記載の、被告が作製したとする六

角形型完全キューブコーナー素子の加工方法に関しては、具体的な製法の開5 

示がない以上、結局最終的な●（省略）●であるとの被告の主張については

到底信用することができない。 

このほか、前記５（原告らの主張）(4)における主張と同様である。 

（被告の主張） 

(1) 「二面角誤差が大きさ及び／又は符号において変化しており」の意義 10 

構成要件１－Ｃ３の「二面角誤差が大きさ及び／又は符号において変化し

ており」は、本件明細書の【００７７】の記載及び本件特許の出願経過に照

らせば、「二面角誤差が大きさ及び／又は符号において『意図的に』変化して

おり」と限定して解すべきである。 

(2) 被告製品の構成 15 

被告製品は、「主要溝面」又は「作用表面」が存在しないから、「１－２二

面角」及び「１－３二面角」を有しない。 

また、被告製品については、●（省略）● 

(3) あてはめ 

被告製品は、「１－２二面角」及び「１－３二面角」を有しないから、被告20 

製品の被告プリズムの「二面角」は、「１－２二面角誤差」の「１－２二面角」

及び「１－３二面角誤差」の「１－３二面角」を有しない。また、被告製品

の●（省略）●構成要件１－Ｃ３の「該二面角誤差」には該当しない。 

また、仮に、●（省略）●から、構成要件１－Ｃ３「二面角誤差が大きさ

及び／又は符号において変化しており」には該当しない。 25 

さらに、万が一、●（省略）●、当該偏差は、●（省略）●か、測定誤差
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であって、「意図的」なものではないから、被告製品は、構成要件１－Ｃ３の

「二面角誤差が大きさ及び／又は符号において『意図的に』変化しており」

には該当しない。 

以上のとおり、被告製品は、本件発明１の構成要件１－Ｃ３を充足しない。 

８ 争点１－８（構成要件１－Ｃ４の充足性）について 5 

（原告らの主張） 

(1) 「二面角誤差」の意義 

前記６（原告らの主張）(1)における主張と同様である。 

(2) 被告製品の構成 

前記５（原告らの主張）(2)アにおける主張と同様である。 10 

したがって、被告製品は、以下の構成を有する。 

１－ｃ４ その９０度からの偏差の値の絶対値は１分～６０分の範囲であ

る、 

(3) あてはめ 

被告製品の構成１－ｃ４のうち、「９０度からの偏差」は、構成要件１－Ｃ15 

４の「二面角誤差」に相当する。 

したがって、被告製品は、構成要件１－Ｃ４を充足する。 

（被告の主張） 

(1) 「二面角誤差」の意義 

    前記５（被告の主張）(1) における主張と同様である。 20 

(2) 被告製品の構成 

    前記５（被告の主張）(2) における主張と同様である。 

(3) あてはめ 

    前記５（被告の主張）(3) における主張と同様である。 

９  争点１－９（構成要件１－Ｄの充足性）について 25 

（原告らの主張） 
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(1) 「物品」の意義 

本件発明１の請求項では単に「物品」と規定されているにすぎず、何らの

限定はない。 

(2) 被告製品の構成 

被告製品のカタログには、「広角プリズム型超高輝度再帰反射シートです。」5 

と記載されている。 

したがって、被告製品は、以下の構成を有する。 

１－d 再帰反射シート製品 

(3) あてはめ 

被告製品の構成１－ｄの「再帰反射シート製品」は、構成要件１－Ｄの10 

「物品」に相当する。 

したがって、被告製品は、構成要件１－Ｄを充足する。 

(4) 被告の主張に対する反論 

本件明細書の記載は、本件各発明の実施例の説明としての記載であって、

本件発明１の構成が本件明細書に記載された製造方法でのみ製造されること15 

を示しているものではない。 

したがって、被告プリズムが請求項１に記載された構成要件を備えてさえ

いれば、その製造方法がどのようなものであっても、本件発明１の技術的範

囲に含まれる。 

（被告の主張） 20 

(1)「物品」の意義 

前記１（被告の主張）(1) における主張と同様である。 

(2) 被告製品の構成 

    前記１（被告の主張）(2) における主張と同様である。 

(3) あてはめ 25 

    前記１（被告の主張）(3) における主張と同様である。 
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１０  争点１－１０（構成要件４－Ａの充足性）について 

（原告らの主張） 

    前記１（原告らの主張）における主張と同様である。 

（被告の主張） 

    前記１（被告の主張） における主張と同様である。 5 

１１  争点１－１１（構成要件４－Ｂ１の充足性）について 

（原告らの主張） 

    前記２（原告らの主張）における主張と同様である。 

（被告の主張） 

    前記２（被告の主張） における主張と同様である。 10 

１２  争点１－１２（構成要件４－Ｂ２の充足性）について 

（原告らの主張） 

    前記３（原告らの主張）における主張と同様である。 

（被告の主張） 

    前記３（被告の主張） における主張と同様である。 15 

１３  争点１－１３（構成要件４－Ｂ３の充足性）について 

（原告らの主張） 

    前記４（原告らの主張）における主張と同様である。 

（被告の主張） 

前記２（被告の主張） における主張と同様である。 20 

１４  争点１－１４（構成要件４－Ｃ１の充足性）について 

（原告らの主張） 

(1) 「二面角誤差」の意義 

「二面角誤差」は、本件特許の特許請求の範囲の請求項４において、「キュ

ーブコーナー素子の二面角の９０度からの偏差」（構成要件４－Ｃ２）である25 

と明確に定義されている。 
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(2) 被告製品の構成 

ア 被告製品を構成する被告プリズムについては、複数の被告プリズム内の

三つの二面角について９０度からの偏差が存在しており、その絶対値の範

囲は１分ないし６０分である。また、三つの二面角につき、いずれも１分

ないし１７．６分の範囲において９０度からの偏差を有している被告プリ5 

ズムが複数存在し、そのような被告プリズムにおいて、三つの二面角の９

０度からの偏差の値は、絶対値及び／又は符号において、互いに異なって

いる。 

イ したがって、被告製品は、以下の構成を有する。 

４－ｃ１ 三つの二面角には９０度からの偏差が存在し、その絶対値の10 

範囲は１分～６０分である 

(3) あてはめ 

被告製品の構成４－ｃ１のうち、「９０度からの偏差」は、構成要件４－Ｃ

１の「二面角誤差」に相当する。 

したがって、被告製品は、構成要件４－Ｃ１を充足する。 15 

（被告の主張） 

(1) 「二面角誤差」の意義 

本件各発明の「二面角誤差」は、本件明細書の【００７３】、【００７４】、

【００７７】、【００８１】ないし【００９９】の記載及び本件特許の出願経

過並びに対応する外国出願経過に照らし、「スキュー角又はインクリネーショ20 

ン角に起因する二面角誤差」に限定される。 

(2) 被告製品の構成 

被告製品は、●（省略）●、被告プリズムは「スキュー角又はインクリネ

ーション角」を有しないし、●（省略）● 

そもそも、被告プリズムにおける二面角の９０度からの偏差を測定するこ25 

とはできないから、被告プリズムの二面角において、「９０度からの偏差」が
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存在するかは不明である。また、本件分析報告書の基となった測定は杜撰で

あり、被告プリズムにおける二面角において「９０度からの偏差」が存在す

ることは立証できていない。 

(3) あてはめ 

●（省略）●、構成要件４－Ｃ１の「二面角誤差」を有しない。仮に、●5 

（省略）●「スキュー角又はインクリネーション角」に起因する二面角誤差

は存在しないから、構成要件４－Ｃ１の「二面角誤差」に当たらない。 

    したがって、被告製品は、構成要件４－Ｃ１を充足しない。 

１５ 争点１－１５（構成要件４－Ｃ２の充足性）について 

（原告らの主張） 10 

    前記６（原告らの主張）における主張と同様である。 

（被告の主張） 

    前記１４（被告の主張） における主張と同様である。 

１６ 争点１－１６（構成要件４－Ｃ３の充足性）について 

（原告らの主張） 15 

(1) 被告製品の構成 

前記１４（原告らの主張）(2)アにおける主張と同様である。 

したがって、被告製品は、以下の構成を有する。 

４－ｃ３ ３つの二面角のそれぞれの９０度からの偏差の値は、相互に絶

対値及び／又は符号において異なっている 20 

(2) あてはめ 

被告製品の構成４－ｃ３のうち、「９０度からの偏差」は、構成要件４－Ｃ

３の「二面角誤差」に相当する。 

したがって、被告製品は、構成要件４－Ｃ３を充足する。 

（被告の主張） 25 

(1) 「該二面角誤差が互いに異なっている」の意義 
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構成要件４－Ｃ３の「該二面角誤差が互いに異なっている」は、本件明細

書の【００７７】の記載及び本件特許の出願経過に照らせば、「該二面角誤差

が『意図的に』互いに異なっている」と限定して解すべきである。 

(2) 被告製品の構成 

仮に、●（省略）● 5 

  また、万が一、●（省略）●か、測定誤差であって、「意図的に」互いに異

なっているものではない。 

１７  争点１－１７（構成要件４－Ｄの充足性）について 

（原告らの主張） 

前記９（原告らの主張）における主張と同様である。 10 

（被告の主張） 

前記１（被告の主張） における主張と同様である。 

１８  争点２－１（明確性要件違反）について 

（被告の主張） 

(1) 「二面角誤差」及び「二面角誤差の大きさが１分～６０分」の測定方法及15 

び測定条件等が不明であること 

ア 本件各発明に含まれる微細構造（素子の一辺が約０．１ｍｍないし約０．

２ｍｍ程度のもの）のキューブコーナー素子の二面角誤差の測定方法につ

いては、標準的な規格で定められた測定方法は存在せず、また、本件明細

書においては、再帰反射シートのキューブコーナー素子の二面角誤差の測20 

定方法が記載されていないこと 

本件各発明に含まれる微細構造（素子の一辺が約０．１ｍｍないし約０．

２ｍｍ程度のもの）のキューブコーナー素子の二面角誤差の測定方法につ

いては、標準的な規格で定められた測定方法は存在しない。 

また、本件明細書には、再帰反射シートのキューブコーナー素子の二面25 

角誤差の測定方法が記載されていない。すなわち、本件明細書の【００４
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３】には、「複製される集成マスター中の個別素子」について、干渉計で

「側方溝」の「二面角」を測定することが抽象的に記載されているのみで

あり、「再帰反射シート」の「キューブコーナー素子」の「二面角誤差」を

測定できることは記載されていない。「集成マスター」は金属であるが、

「再帰反射シート」は透明な樹脂であるため、「集成マスター中の個別素子」5 

について測定が可能であるからといって、当然に、「再帰反射シート」の

「キューブコーナー素子」の測定が可能とはならないし、「側方溝」の「二

面角」が測定可能であるからといって、当然に、「キューブコーナー素子」

の「二面角誤差」が測定可能ということにもならない。本件明細書の【０

１０４】には、ダイヤモンドツール機械の位置決めデバイスとして、「ザイ10 

ゴ・コーポレーション（Ｚｙｇｏ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）」の顕微干渉

計があることが開示されているのみである。そして、本件明細書の【０１

１６】には、「キューブコーナー素子」の「二面角誤差」を測定することは

もちろん、その具体的な測定方法や測定機器については一切記載されてい

ない。現に、被告が、日本国内の多数の分析機関に、被告プリズムの二面15 

角誤差を測定可能かを問い合わせたところ、測定可能な分析機関は存在し

なかった。 

さらに、本件明細書の記載を基に、再帰反射シートのキューブコーナー

素子の二面角誤差の測定方法を検討したとしても、本件明細書においては、

顕微干渉計のメーカーのみが特定されているだけで、顕微干渉計の製品名20 

は特定されていない。この点、干渉計と顕微干渉計は別物であり、顕微干

渉計では、当業者が適切に二面角誤差を測定できないから、当業者は、本

件明細書を見ても、二面角誤差を適切に測定できない。また、本件明細書

の【００４３】及び【０１１６】には「干渉計」という記載があるものの、

再帰反射シートのキューブコーナー素子の二面角誤差を測定できることは25 

記載されていない。しかも、仮に、当該「干渉計」という記載をもとに、
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再帰反射シートのキューブコーナー素子の二面角誤差を測定しようとして

も、メーカーも品番も全く特定されておらず、具体的な測定方法も記載さ

れていないので、どのメーカーのどの製品を用い、どのように測定するの

か不明である。 

加えて、本件分析報告書に係る測定に用いられた本件干渉計は、本件明5 

細書の「顕微干渉計」（【０１０３】及び【０１０４】参照）ではなく干渉

計であること、干渉計については本件明細書においてメーカーすら特定さ

れていないことから、本件明細書の記載から本件干渉計を選択することは

できない。しかも、本件分析報告書に係る測定では、本件干渉計に「２０

倍対物レンズ」を装着しているが、本件干渉計に装着可能な対物レンズは、10 

本件優先日当時、一般的に発売されていない。したがって、原告らの測定

において、本件干渉計に対物レンズを用いているということ自体、特殊な

測定方法であることが明らかである。 

その一方で、本件干渉計に装着可能な倍率を調整するための部品として

は、アパーチャーコンバータが存在するものの、本件干渉計で用いられる15 

アパーチャーコンバータの最大倍率は４倍である。しかし、最大倍率４倍

のアパーチャーコンバータを装着した本件干渉計を用いて、キューブコー

ナー素子の二面角誤差を測定しようとしても、キューブコーナー素子が小

さすぎるため、二面角誤差を測定できない。したがって、当業者は、本件

干渉計を用いて、本件明細書の「微細構造化」（０．１ｍｍないし０．２ｍ20 

ｍ角。【００４６】等参照）されたキューブコーナー素子の二面角誤差を測

定できない。 

以上のように、仮に原告らの主張を前提としても、微細構造のキューブ

コーナー素子は、特殊な対物レンズを用いないと測定できない。そのため、

本件明細書に本件各発明の二面角誤差の測定方法が開示されているといえ25 

ず、本件各発明の特許請求の範囲の記載は不明確である。 
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イ 仮に、本件干渉計により微細構造化されたキューブコーナー素子の二面

角誤差の測定が可能であったとしても、大きな測定誤差が生じる可能性が

高いこと 

仮に、本件干渉計を用いて、微細構造化されたキューブコーナー素子の

二面角誤差について、何らかの方法で一定程度測定できたとしても、大き5 

な測定誤差が生じる可能性が高い。すなわち、被告は、長野県工業技術総

合センターに対し、令和３（２０２１）年２月、本件干渉計に３倍のアパ

ーチャーコンバータを装着した上で、キャットアイ社製ホイールリフレク

ター（品番：ＲＲ−３１６）という、キューブコーナー素子の大きさが約２

ｍｍ角のキューブコーナーの反射体の二面角の誤差を測定することを依頼10 

したが、試験成績書（乙７）に記載されているとおり、そもそも、６個の

キューブコーナー素子のうち、５個のキューブコーナー素子において、２

ｍｍ角のキューブコーナー素子の二面角誤差の測定ができなかった上、測

定できたキューブコーナー素子１個について、当該キューブコーナー素子

の二面角誤差を３回測定したものの、その結果は、各回の測定結果の誤差15 

が大きく、到底許容できる測定誤差の範囲内ではなかった。２ｍｍ角のキ

ューブコーナー素子ですら、このような大きな測定誤差が生じたのである

から、約０．１ｍｍ角である被告プリズムにおける二面角の９０度からの

偏差の測定においては、二面角誤差を測定することは不可能であり、万が

一測定できたとしても、測定誤差がさらに大きくなる可能性が極めて高い。20 

そうすると、客観的には、三つの二面角誤差が同一であったとしても、測

定誤差により、三つの二面角誤差について、「二面角誤差が互いに異なって

いる」測定結果となる可能性が極めて高くなってしまう。 

ウ 小括 

以上のとおり、本件明細書の記載及び本件出願時の技術常識を考慮して25 

も、特許請求の範囲に記載された特性等の意味内容（測定方法）を当業者



 

41 

 

が理解できない結果、発明が不明確である。 

したがって、本件各発明においていかなる測定方法をもって二面角誤差

の数値を特定するかが不明であるから、明確性要件を満たしていない。 

(2) 「二面角誤差」と製造上生じる可能性のある形成誤差等との区別がつかな

いこと 5 

本件発明１における「二面角誤差が大きさ及び／又は符号において変化し

ており」及び本件発明４における「二面角誤差が互いに異なっている」とい

う発明特定事項について、原告らが、「意図的」に変化又は異ならせる場合に

限定されないという立場をとるのであれば、キューブコーナー素子の製造上

生じる可能性のある形成誤差や測定誤差との区別がつかないこととなってし10 

まう。すなわち、キューブコーナー素子の製造過程においては形成誤差が生

じ、また、二面角誤差の測定に当たり測定誤差が生じるのが一般的であるが、

かかる形成誤差や測定誤差と、本件各発明の上記の発明特定事項との違いが

不明であり、結果、本件各発明の外縁が不明確となる。 

したがって、本件各発明における二面角誤差と、製造上生じた形成誤差等15 

とをどのように区別するのかが不明であるから、明確性要件を満たしていな

い。 

(3) 「実質的に平行」が不明確であること 

本件明細書において、「実質的に平行」の意義が明らかになっていないため、

本件明細書の記載から「実質的に」に関する技術的な意義を確定することは20 

できない。したがって、当業者が「実質的に平行」との記載について理解す

ることができないというべきであるから、「実質的に平行」の意義が不明であ

り、明確性要件を満たしていない。 

    原告らは、本件各発明の「実質的に平行」の意義に関し、「隣接するキュー

ブコーナー素子間では、隣接する非二面縁が共有されており、当該共有部分25 

において、隣接するキューブコーナー素子の非二面縁同士は互いに平行な関
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係にある」と主張する。しかし、隣接するキューブコーナー素子間で隣接す

る非二面縁が共有されていることをもって、「平行」と解釈できる具体的根拠

は、本件明細書に一切記載されていない。また、一般的に「平行」とは、「一

平面上の二直線、または直線と平面、あるいは平面と平面とが、どこまで延

長しても交わらないこと。」であるから、一般的な字義からしても、隣接して5 

いる部材が共有している一つの線（縁）を「平行」と解釈する余地はない。

そうすると、「実質的に平行」の意義について原告らの主張する解釈を前提と

するのであれば、「実質的に平行」の意義が不明確であることは明らかである。 

(4) 「非二面縁」の意義が不明確であること 

ア 「二面縁」の意義が不明確であること 10 

原告らは、「二面縁」とは、一つのキューブコーナー素子の三つの反射面

のうちの二つの面が交差する部分に対応する縁であると主張する。 

しかし、「二面縁」という用語は、一般的な用語ではなく、極めて特殊な

用語であるから、直ちに原告らの主張する定義のとおりであると理解する

ことはできない。むしろ、「面」の「縁」という場合には、面の周囲の縁を15 

指すことは明らかであるから、「二面」の「縁」の場合、二面の「交線」で

はなく、二面の周囲の縁であると理解する可能性も十分にある。 

本件明細書の【００２４】、【００５２】及び【０１１８】において、「二

面縁」の用語が用いられているが、【００２４】及び【０１１８】の記載か

らは「二面縁」が何を意味するのか理解することができない。さらに、【０20 

０５２】及び【図１０ａ】ないし【図１０ｃ】を参照しても、「１１」（二

面縁１１）として指示されているのはキューブにおいて１箇所のみである

こと、「平面図中のキューブの面にほぼ直角」であるのは「１１」と指示さ

れている箇所のみであることからすると、【００５２】及び【図１０ｃ】で

「二面縁１１」と定義されているのは、【図１０ｃ】で指示されている箇所25 

のみであるといえ、その他の原告らが「二面縁」と特定する線が「二面縁」
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であるとするべき根拠は、本件明細書に存在しない。 

また、「たとえば、二面角２－３」の記載は、文字どおり「角」の説明を

しているのであり、「縁」の説明をしているものではないから、「二面縁」

の例示であることの根拠とはならない。むしろ、本件明細書の【００７４】

には、「キューブコーナーは、一般に、３つのキューブ面の交線に帰属され5 

る３つの二面角を有する。」と記載されているところ、わざわざ、「二面縁」

ではなく「交線」と記載していることからすると、「３つのキューブ面の交

線」の全てが「二面縁」であるとは認識していないことに他ならない。 

以上のとおり、「二面縁」の意義については、不明確であるし、仮に、本

件明細書の記載から理解できるとしても、せいぜい【図１０ｃ】の符号１10 

１の線のみを指すと理解するほかない。 

イ 本件明細書の記載からは「非二面縁」の意義も明らかではないこと 

本件明細書の【００３１】の記載は、構成要件１－Ｂ１及び１－Ｂ２と

同一であって、「非二面縁」の意義は明らかにされていない。また、【００

２８】、【００７４】及び【図２２】には、「非二面縁」についての記載が全15 

くないため、【図２２】を根拠として、「非二面縁」を説明することはでき

ない。その他に、本件明細書において、「非二面縁」の意義を明らかにする

記載は存在しない。 

字義的にみても、「非二面縁」とは、「非」「二面縁」なのか「非二面」の

「縁」なのかも不明である。 20 

さらに、「非二面縁」という用語は極めて特殊な用語であるから、当業者

は、「非二面縁」の意義を理解することができない。 

ウ 他の文献との整合性もないこと 

原告らは、「二面縁」と「非二面縁」の意義に関する原告らによる解釈は、

本件明細書において引用されている米国特許第６０１５２１４号明細書25 

（以下「甲１６文献」という。）及び国際公開第００／６０３８５号（以下



 

44 

 

「甲１７文献」という。）の記載とも整合すると主張するが、甲１７文献の

対応日本特許出願（乙１２）においては、「二面縁」及び「非二面縁」とい

う用語は用いられておらず、それぞれ「二面角縁部」及び「非二面角縁部」

と記載されており、本件各発明の用語とは異なる用語となっている。した

がって、甲１７文献の用語の定義が本件各発明の「二面縁」及び「非二面5 

縁」と同一の意義であるとは理解できない。 

     また、甲１６文献については、原告らの主張によれば、本件各発明の

「二面縁」が甲１６文献の「Dihedral face-edge」であり、本件各発明の

「非二面縁」が甲１６文献の「Non-dihedral face-edge」であるというこ

とであるが、本件特許の原出願（特願２００６－５０８８３４）の基礎と10 

なった国際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２００４／００５６７２に係る国際公開

公報ＷＯ２００４／０８１６１９（乙３３）１１頁で用いられている用語

と、甲１６文献の用語は異なっている。 

     したがって、甲１６文献及び甲１７文献を根拠として、本件各発明の

「二面縁」及び「非二面縁」の意義を理解できるという原告らの主張は成15 

り立ち得ない。 

エ 原告らの「非二面縁」に係る主張からも、「非二面縁」の意義が不明確で

あることが明らかであること 

原告らが別紙被告主張図面目録１及び２記載の各図面（以下、番号に従

って「本件被告主張図面１」などという。）を用いて「非二面縁」と図示す20 

る赤線部分には、主要溝面５０であって、隣接するキューブコーナー素子

と一体となっている一連の平面を含んでいるため、そもそも「縁」が存在

しない箇所（本件被告主張図面１及び２の緑丸部分）を含んでいる。 

すなわち、本件被告主張図面１及び２の緑丸部分は、主要溝面５０であ

って、隣接するキューブコーナー素子と一体となっている一連の平面であ25 

る。このことは、本件被告主張図面３及び４において、主要溝面５０（緑
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色面）が一連の平面となった上で、キューブコーナー素子を形成している

ことからも明らかである。 

このように、一連の平面である主要溝面５０が存在するため、「縁」との

概念に合致するものは存在しない。原告らが、「縁」の存在しない主要溝面

５０の箇所も「非二面縁」と主張していること自体、「非二面縁」が不明確5 

であることの証左である。 

また、原告らが「非二面縁」と特定する箇所は、上部の素子の面と下部

の素子の面の２面が交わっている線であり、「二面縁」ともいい得る。した

がって、原告らが「非二面縁」と特定する箇所が、本件各発明の「非二面

縁」であると主張する根拠はない。 10 

オ 小括 

以上のように、当業者は本件各発明の「非二面縁」の意味を理解できず、

明確性要件に違反することは明らかである。 

(5) 「基準平面」が理解不能であり不明確であること 

ア  特許請求の範囲の記載 15 

特許請求の範囲には、本件各発明の「基準平面」の意義について、「基準

平面とはキューブコーナー素子が配設されている平面」と記載されている

が、「キューブコーナー素子が配設されている平面」が具体的にどこを指す

のかは明らかでない。 

イ 本件明細書の記載 20 

本件明細書の【００３１】及び【００３６】には、「基準平面」について

の記載がある。しかし、【００３１】の記載から意味が理解できないことは

明らかであるし、【００３６】の記載からは、第１の基準平面、第２の基準

平面及び第３の基準平面の三つがあることが理解できるものの、特許請求

の範囲の記載の基準平面が、第１の基準平面を指しているのか、第２の基25 

準平面を指しているのか、第３の基準平面を指しているのかは明らかでな
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い。したがって、本件明細書の記載から、本件各発明の「基準平面」の意

味を理解することはできない。 

  さらに、本件明細書の記載に加え、原告らは、本件特許に係る特許無効

審判請求手続において、基準平面には仮想的な平面を含むと説明している

ことからすると、基準平面がどこを指すのかがより不明確となる。 5 

ウ 小括 

以上のとおり、特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載からは、本

件各発明の「基準平面」がどの基準平面を指すのかが全く理解できない。

したがって、当業者は本件各発明の「基準平面」の意味について理解でき

ないから、明確性要件に違反する。 10 

(6) 「１－２二面角」及び「１－３二面角」の意味が不明確であること 

本件明細書の【００７４】において、「二面角１－３は、溝表面８２と主要

溝面５０との交差により形成され」ると定義され、「二面角１－２は、溝表面

８４と主要溝面５０との交差により形成され」ると定義されている。また、

本件明細書の【００４４】において、主要溝面は、「実質的に層状体の全長に15 

延在する主要溝面」と定義されている。しかし、完全キューブコーナー素子

が層状体に形成されていない場合には、「主要溝面」を定義できない。その結

果、当業者は、層状体以外の構成において、「１－２二面角」、「１－３二面角」

及び「２－３二面角」を特定できない。 

さらに、本件明細書の記載から、キューブコーナー素子の三つある二面角20 

について、任意の二つの二面角を「１－２二面角」及び「１－３二面角」と

特定することはできない。すなわち、本件明細書の【００８７】の【表４】

には、「２－３二面角」の二面角誤差は、「１－２二面角」又は「１－３二面

角」の二面角誤差と、その値が大きさ及び／又は符号において変化していて

も、反射光について、不均一なスポット図になってしまうことが記載されて25 

いる。そのため、キューブコーナー素子において三つある二面角のうち、任
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意の二つの二面角の二面角誤差が、その値が大きさ及び／又は符号において

変化していれば良いということはなく、具体的に、「１－２二面角」及び「１

－３二面角」の二面角誤差が大きさ及び／又は符号において変化しているこ

とが必要となる。そうすると、層状体ではない場合には、「主要溝面」が定義

できず、当業者は、どこが「１－２二面角」、「１－３二面角」及び「２－３5 

二面角」であると特定できるのかを理解できないから、明確性要件に違反す

ることは明らかである。 

(7) 「隣接しているキューブコーナー素子の非二面縁」がどこを指しているの

か不明確であること 

本件各発明の「隣接しているキューブコーナー素子の非二面縁」がどこを10 

指しているのか全く不明である。そもそも「非二面縁」の意味が不明である

以上、「隣接しているキューブコーナー素子の非二面縁」も不明である。 

原告らは、「隣接するキューブコーナー素子間では、隣接する非二面縁が共

有されており、当該共有部分において、隣接するキューブコーナー素子の非

二面縁同士は互いに平行な関係にある」と主張するが、隣接しているキュー15 

ブコーナー素子間で、共有されている縁のことを「隣接しているキューブコ

ーナー素子の非二面縁」と解する根拠は本件明細書に存在しない。 

したがって、「隣接しているキューブコーナー素子の非二面縁」がどこを指

すのか不明であって、明確性要件に違反する。 

（原告らの主張） 20 

(1) 本件明細書の記載及び出願時の技術常識に基づけば二面角誤差を測定する

方法は当業者にとって十分理解可能であること 

前記５（原告らの主張）(4)エにおいて主張したように、本件明細書の記載

及び本件優先日当時の技術常識を踏まえれば、二面角誤差の測定方法の具体

的内容は明らかであり、本件各発明は明確性要件を充足している。 25 

(2) 「二面角誤差」と形成誤差等とは区別がつくこと 
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本件特許の出願経過において提出された意見書（乙１７）において出願人

が説明しているように、形成誤差では、本件各発明で特定している二面角誤

差は生じないから、本件各発明における二面角誤差と製造上生じる形成誤差

とは、既に区別されている。 

また、前記５（原告らの主張）(4)エにおいて主張したように、本件分析報5 

告書で使用されている測定方法は、被告プリズムにおける二面角誤差を正確

に測定するために十分な信頼性を有する。 

さらに、本件分析報告書で測定した被告製品の被告プリズムにおける二面

角誤差の数値の分散の程度を考慮すれば、被告製品においては、明らかに二

面角誤差が意図的に形成されており、いわゆる形成誤差で説明できるもので10 

はない。 

このように、本件各発明の二面角誤差は、製造過程において生ずるランダ

ムなばらつきである形成誤差等とは明確に区別されるものである。 

(3) 「実質的に平行」の意義は明確であること 

「実質的に平行」が、いわゆる平行を含む概念であることは文言上明らか15 

である。また、一つの線に共有されている二つの縁は、どこまで延長しても

交わらないから、当然に平行である。 

(4) 「非二面縁」の意義は明確であること 

被告製品において、一つのキューブコーナー素子が有する二つの面の交差

する部分に対応する縁が「二面縁」に該当し、それ以外の縁が「非二面縁」20 

に該当することは明らかである。 

(5) 「基準平面」の意義は明確であること 

本件明細書の【００３１】には「『基準平面』とは、一群の隣接しているキ

ューブコーナー素子または他の幾何学的構造体の近傍の平面（この平面に沿

ってキューブコーナー素子または幾何学的構造体が配設される）を近似した25 

平面または他の表面を意味する。」と明記されており、当該記載によれば、
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「基準平面」の具体的な内容は明確である。 

(6) 「１－２二面角」及び「１－３二面角」の意義は明確であること 

本件明細書の記載から、キューブコーナー素子を形成する三つの二面角は、

それぞれ二面角１－２、二面角１－３及び二面角２－３のように、二つの面

が成す角度として命名することが可能である。また、各面は主要溝面（【００5 

４４】）と主要溝面以外の溝表面とで構成され得るものである。 

(7) 「隣接しているキューブコーナー素子の非二面縁」の意義は明確であるこ

と 

「隣接するキューブコーナー素子の非二面縁」がどこを指しているかにつ

いては、本件明細書の【図２１】等で示されるようキューブコーナー素子が10 

並んでいる図から明らかである。 

１９  争点２－２（サポート要件違反）について 

（被告の主張） 

(1) 「少なくとも１つのキューブ」という発明特定事項について 

本件各発明の「少なくとも１つのキューブ」という発明特定事項は、当業15 

者が、本件各発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えているもので

あるから、サポート要件に違反する。 

すなわち、本件各発明の課題は、本件明細書の【００７２】及び【００７

３】に記載されている、「光源（典型的には乗物のヘッドライト）に対する再

帰反射光の広がりを改善すること」、「スキュー角および／またはインクリネ20 

ーション角は、さまざまな制御された二面角誤差または複数の非直交性（Ｍ

ＮＯ）を有するキューブを提供するので、完成品の発散プロファイルを改善

する」こと、並びに【００８８】の「反射スポットの比較的均一な広がりが

再帰反射シートにきわめて望ましいことは明らかである。反対に変化してい

る二面角１－２および二面角１－３を含めて広範囲の二面角誤差を容易に導25 

入できる柔軟性のおかげで、スキュー角および／またはインクリネーション
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角を利用して比較的均一なスポット反射図を提供することが可能である」と

いうことにある。しかし、本件明細書の【０００８】及び【０１３３】によ

れば、再帰反射シートには、キューブコーナー素子が約８万３２００個ない

し２０万８０００個存在することになるところ、本件各発明において、約８

万個ないし約２０万個あるキューブコーナー素子のうち、わずか１個のキュ5 

ーブコーナー素子のみが、上記の発明特定事項を備えていた場合に、完成品

の発散プロファイルを改善し、反射スポットが均一に広がるという課題を解

決することは、本件明細書に記載も示唆もされていない。 

同様に、本件発明４の構成要件４－Ｃ「少なくとも１つのキューブコーナ

ー素子が」についても、わずか１個のキューブコーナー素子のみが、上記の10 

発明特定事項を備えていた場合に、完成品の発散プロファイルを改善し、反

射スポットが均一に広がるという課題を解決することは、本件明細書に記載

も示唆もされていない。 

以上によれば、本件各発明は、発明の詳細な説明に記載された発明で、発

明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識で15 

きる範囲のものであるとはいえないから、サポート要件に違反することは明

白である。 

(2) 「二面角誤差の大きさが１分～６０分である」という発明特定事項につい

て 

本件各発明は、「二面角誤差の大きさが１分～６０分」又は「１分～６０分20 

の範囲の…二面角誤差を有し」という発明特定事項を備えるものである。 

しかし、本件明細書の実施例においては、二面角誤差の最大値は「－１９．

８」分であるため（【０１４４】の表１２）、二面角誤差が「－１９．８」分

を超えた場合にも、「完成品の発散プロファイルを改善」し、反射スポットが

均一に広がるという課題を解決できるということは、本件明細書に記載も示25 

唆もされていない。しかも、反射光が広がった場合に、当然に「均一なスポ
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ット反射図」となるものではないから、反射光が広がるとしても、「均一なス

ポット反射図」という課題とは必ずしも関係しない。 

そうすると、二面角誤差が「－１９．８」分を超えた場合にも、「完成品の

発散プロファイルを改善」し、反射スポットが均一に広がるという課題を解

決できるということが、本件明細書に記載も示唆もされていない以上、本件5 

各発明は、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載

により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えている。 

したがって、本件各発明は、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明

の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識でき

る範囲のものであるとはいえないから、サポート要件に違反することは明白10 

である。 

(3) 「二面角誤差」という発明特定事項について 

本件各発明の「二面角誤差」という発明特定事項については、文言上、二

面角誤差がスキュー角やインクリネーション角に起因していない場合も含ま

れている。しかし、本件明細書においては、「二面角誤差」についてスキュー15 

角及び／又はインクリネーション角がない場合においても、本件各発明の課

題が解決できることは、一切開示されていない。すなわち、本件明細書の

【００７３】、【００７４】、【００７７】、【００８１】ないし【００９９】の

記載からすれば、本件各発明について、改善された特性を有する再帰反射シ

ートを製造するため、スキュー角及び／又はインクリネーション角を導入す20 

ることにより、所与の層状体上のキューブコーナー素子の二面角誤差を変化

させる上で有意な柔軟性が提供され、さまざまな制御された二面角誤差又は

複数の非直交性（ＭＮＯ）を有するキューブを提供されるので、完成品の発

散プロファイルを改善することが可能となったことが開示されていると理解

できる。他方で、本件明細書においては、スキュー角及びインクリネーショ25 

ン角がゼロの場合（すなわち、形式上は本件明細書の範囲に含まれるが、本
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件各発明の課題が解決できない場合）、二面角１－２及び二面角１－３を反対

に変化させていないので、反射スポット図は局所化されて不均一であること

が開示されている。そのため、本件各発明の特許請求の範囲の記載上は、ス

キュー角とインクリネーション角がない場合に発生した「二面角における９

０度からの偏差」がある場合も含まれているが、本件明細書には、「二面角誤5 

差」について、スキュー角及び／又はインクリネーション角がない場合にお

いても本件各発明の課題が解決できることは、記載も示唆もされていない。 

また、製造過程の溝の形成誤差により発明特定事項所定の「二面角誤差」

が形成された場合においても本件明細書に記載の課題が解決できることは、

本件明細書に記載も示唆もされていない。 10 

したがって、本件各発明は、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明

の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識でき

る範囲のものであるとはいえないから、サポート要件に違反することは明白

である。 

(4) 「物品」という発明特定事項について 15 

本件明細書の【０００１】、【０００５】ないし【０００９】、【００１６】

ないし【００２３】、【００２９】、【００３０】、【００３５】、【００４４】、

【００７２】ないし【００７４】及び【００７７】の記載からすると、キュ

ーブコーナー型再帰反射シートのマスター成形型の作製方法としては、ピン

バンドリング法、直接機械加工法及び層状体を利用する方法がある。しかし、20 

ピンバンドリング法で作製するのは非現実的である。また、直接機械加工法

で作製すると、キューブコーナー素子の形状に係る設計柔軟性が低くなり、

結果として全光反射が影響を受けるとともに、ＰＧキューブコーナー素子及

びその構成に設計上の制約が顕在化してしまう可能性がある。これに対し、

層状体を利用する方法では、二面角誤差を変化させる上で有意な柔軟性が提25 

供されるという本件各発明の課題が解決される。 
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ところが、本件各発明では、層状体以外の「物品」も含まれることとなっ

ているにもかかわらず、層状体以外の物品で、本件明細書に記載されている

課題が解決可能であることは、本件明細書に記載も示唆もされていない。 

したがって、本件各発明は、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明

の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識でき5 

る範囲のものであるとはいえないから、サポート要件に違反することは明白

である。 

(5) 「キューブコーナー素子」という発明特定事項について 

本件各発明の「キューブコーナー素子」には、六角形型完全キューブコー

ナー素子も含まれるが、本件明細書においては、四角形の完全キューブコー10 

ナー素子しか開示されておらず、六角形型完全キューブコーナー素子が開示

されていない。そのため、当業者は、六角形型完全キューブコーナー素子の

場合であっても、本件各発明の課題を解決できるのか理解できないから、サ

ポート要件に違反する。 

（原告らの主張） 15 

(1)「少なくとも１つのキューブ」という発明特定事項について 

再帰反射シートを構成するキューブコーナー素子の個数は、本件各発明の

課題を解決するために、当業者が再帰反射シートの用途に応じて、少なくと

も１個以上の範囲で適宜設定し得るものである。少なくとも１個以上の範囲

で適宜設定した数のキューブコーナー素子が一定の特性を有していれば、そ20 

れに応じた反射特性が得られることを当業者であれば理解する。 

(2) 「二面角誤差の大きさが１分～６０分である」という発明特定事項につい

て 

本件各発明の対象となる再帰反射シートの再帰反射特性について、本件明

細書の実施例の結果を踏まえれば、１分ないし６０分の二面角誤差を導入す25 

れば、所望の反射特性が得られることを当業者は認識可能である。「１分～６
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０分」の間で二面角誤差の値を具体的にいくらに設定するかは、所望の反射

特性に合わせて当業者が適宜に設定し得る。 

(3) 「二面角誤差」という発明特定事項について 

ア 本件明細書に記載された「スキュー角又はインクリネーション角」を有

する構成は、本件各発明の実施形態を示す一例として位置づけられている。5 

また、「スキュー角又はインクリネーション角」がどのように制御、調整さ

れているかはさておき、二面角誤差を導入することにより、本件各発明の

課題が解決できることは、当業者は当然に認識できる。 

イ 本件明細書には、製造過程にかかわらず、発明特定事項所定の「二面角

誤差」が形成された場合について、本件各発明の課題が解決できることが10 

開示されている。 

ウ 主要溝面に対応する形状は、キューブコーナー素子の配置との関係で説

明することができる。具体的には、キューブコーナー素子の並ぶ方向との

関係で主要溝面とそれ以外の溝表面に対応する形状を区別することが可能

である。そのような形状の特定を踏まえれば「１－２二面角」及び「１－15 

３二面角」に対応する二面角を定めることは可能である。 

エ 六角形型完全キューブコーナーの具体例は、本件明細書が引用する欧州

特許出願公開第０８４４０５６Ａ１号公報に示されており、また、「スキュ

ー角又はインクリネーション角」がどのように制御、調整されているかは

さておき、二面角誤差を導入することにより生じる光学特性に変わりはな20 

いと当業者は理解可能である。 

(4) 「物品」という発明特定事項について 

本件明細書中の記載は本件各発明の実施例の説明としての記載であり、本

件各発明の構成が、本件明細書中に記載された製造方法でのみ製造されるこ

とを示しているものではない。したがって、層状体を用いて二面角誤差を導25 

入することは製造方法例の一つにすぎず、他の方法で本件各発明で特定され
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た二面角誤差を導入しても、本件各発明の課題を解決できると当業者は認識

可能である。 

(5) 「キューブコーナー素子」という発明特定事項について 

キューブコーナー素子における再帰反射は光の反射の原理に基づくもので

あることから、再帰反射シートの再帰反射特性について、本件明細書の実施5 

例における四角形の完全キューブコーナー素子による結果から、六角形型完

全キューブコーナー素子の場合についても、実施例の結果と同様な反射特性

が得られることについて、当業者は当然に認識することが可能である。 

２０  争点２－３（実施可能要件違反）について 

（被告の主張） 10 

(1) 「少なくとも１つのキューブ」という発明特定事項について 

本件各発明は、完成品の発散プロファイルを改善し、反射スポットが均一

に広がるという課題の解決手段や発明の技術上の意義を理解するために必要

な事項を開示していないため、実施可能要件に違反している。 

(2) 「二面角誤差の大きさが１分～６０分である」という発明特定事項につい15 

て 

実施可能要件において、物の発明について実施することができるといえる

ためには、その物を作ることができ、かつ、その物を使用できることが必要

である。 

この点、本件各発明は、発明特定事項を「二面角誤差の大きさが１分～６20 

０分である」又は「１分～６０分の範囲の…二面角誤差を有し」とするもの

であるから、キューブコーナー素子の二面角誤差が６０分に近いものも含ま

れる。 

この場合、自動車から３０ｍ離れた距離にある標識等にヘッドライトの光

を入射すると、全ての入射光が約３度広がって出射するため、反射光は光源25 

の約１．５ｍ上に戻ってくることとなる。このような再帰反射シートは、も
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はや「再帰反射」とすらいえないものであり、当業者は、当該再帰反射シー

トを、再帰反射するものとして実際に使用することはできない。しかも、こ

のように二面角誤差が大きいキューブコーナー素子については、反射光が反

射面の法線から大きくずれるため、干渉計を用いても反射光を観測できず、

二面角誤差を測定できないことになる。そのため、当業者は、二面角誤差が5 

測定できないことから、当該キューブコーナー素子の二面角誤差を確認でき

ない。仮に、当該キューブコーナー素子の二面角誤差を測定できたとしても、

二面角誤差が大きいことに起因して、測定値の誤差も大きくなるため、正確

な二面角誤差を把握できない。 

以上によれば、本件明細書の発明の詳細な説明には、特許請求の範囲に記10 

載された数値範囲全体についての実施例の開示がなく、かつ、実施例のない

部分について実施可能であることが理解できる程度の技術的な説明もないか

ら、実施可能要件に違反することは明らかである。 

(3) 「二面角誤差」という発明特定事項について 

本件各発明の「二面角誤差」という発明特定事項については、文言上、①15 

主要溝面を有しない素子や、②二面角誤差がスキュー角やインクリネーショ

ン角に起因していない場合も含まれている。しかし、①主要溝面を有しない

素子や、②二面角誤差がスキュー角やインクリネーション角に起因していな

い場合に関しては、本件明細書には記載も示唆もされていない。そうすると、

本件各発明が包含する上記①又は②の場合において、「１－２二面角誤差及び20 

１－３二面角誤差」が「１分～６０分」の間で、「大きさ及び／又は符号にお

いて変化」しているキューブコーナー素子を作製するには、当業者において

過度の試行錯誤を要するといえ、本件明細書の発明の詳細な説明は、本件各

発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものではない

から、実施可能要件に違反するものである。 25 

(4) 「物品」という発明特定事項について 
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本件各発明の「物品」という発明特定事項については、文言上、層状体を

用いず、キューブコーナー素子を有する平面状基材やその複製物を用いた場

合も含まれている。しかし、本件明細書の【０００７】には、平面状基材に

ついて、直接機械加工法で作製されるが、設計の柔軟性が低減されてしまう

ことが記載されている。そうすると、当業者は、平面状基材を用いた場合に、5 

どのように、二面角誤差を変化させる上で有意な柔軟性を提供するのか理解

できない。また、層状体であれば、対向層状体の素子の非二面縁を互いに接

触させることで（【０１３３】参照）、「実質的に平行」といえる可能性がある

ものの、平面状基材の場合には、対向する素子の非二面縁を互いに接触させ

ることはできない。そのため、「隣接しているキューブコーナー素子の隣接し10 

ている非二面縁に実質的に平行である、少なくとも１つの非二面縁」の構成

を有する物を生産することができない。 

したがって、当業者は、上記記載に基づき、平面状基材を用いた「物品」

を生産するに当たり、過度の試行錯誤を要することとなるから、本件明細書

の発明の詳細な説明の記載は、実施可能要件に違反するものである。 15 

(5) 「キューブコーナー素子」という発明特定事項について 

本件各発明の「キューブコーナー素子」については、形状が限定されてい

ない。すなわち、平面視で四角形の完全キューブコーナー素子も含まれれば、

六角形型完全キューブコーナー素子も含まれる。しかし、本件明細書におい

ては、特定形状の四角形の完全キューブコーナー素子しか開示されておらず、20 

他の形状の四角形の完全キューブコーナー素子や六角形型完全キューブコー

ナー素子が開示されていない。そのため、当業者は、例えば六角形型完全キ

ューブコーナー素子の場合に、どのように「１－２二面角」及び「１－３二

面角」を特定し、どのように「二面角誤差」の大きさ及び／又は符号におい

て変化させれば良いのかを理解できず、過度の試行錯誤を要するから、本件25 

明細書の発明の詳細な説明の記載は、本件各発明を実施するための明確で、
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かつ、十分な事項を開示していないといえ、実施可能要件に違反する。 

(6) 「二面角誤差」の測定方法が不明であること 

本件明細書には二面角誤差の測定方法が記載されていないし、微小のキュ

ーブコーナー素子の二面角誤差の測定についての技術常識も存在しない。そ

のため、本件明細書の発明の詳細な説明の記載は、本件各発明を実施するた5 

めの明確で、かつ、十分な事項を開示していないといえるから、実施可能要

件に違反する。 

（原告らの主張） 

(1) 「少なくとも１つのキューブ」という発明特定事項について 

前記１９（原告らの主張）(1)における主張と同様である。 10 

(2)「二面角誤差の大きさが１分～６０分である」という発明特定事項について 

前記１９（原告らの主張）(2)における主張と同様である。 

(3) 「二面角誤差」という発明特定事項について 

前記１９（原告らの主張）(3)における主張と同様である。 

(4) 「物品」という発明特定事項について 15 

前記１９（原告らの主張）(4)における主張と同様である。 

(5) 「キューブコーナー素子」という発明特定事項について 

前記１９（原告らの主張）(5)における主張と同様である。 

(6) 本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識に基づけば二面角誤差を測

定する方法は当業者にとって明確であること 20 

前記１８（原告らの主張）(1)において主張したように、本件明細書の記載

及び本件優先日当時の技術常識を踏まえれば、二面角誤差の測定方法の具体

的内容は明らかであるから、本件明細書の発明の詳細な説明の記載は実施可

能要件を充足している。 

２１  争点２－４（乙３４文献を主引用例とする新規性及び進歩性欠如）につい25 

て 
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（被告の主張） 

(1) 乙３４文献に記載された発明 

    乙３４文献には、以下の各発明（以下、順に「乙３４発明１」及び「乙３

４発明４」という。）が記載されている。 

ア 乙３４発明１ 5 

１－ａ  六角形のコーナキューブの形状をしたプリズムを有する反射器 

１－ｂ  いくつかのプリズムにおいて、 

１－ｂ１ 基準平面に対して非平行な関係にある外縁を有し、かつ 

１－ｂ２ 隣接しているプリズムと外縁を共有しており、当該共有部分に

おいてその外縁は隣接するプリズムの外縁と互いに平行な関係に10 

ある 

１－ｂ３ ここで、基準平面とは、プリズムが配設されている平面を意味

する 

１－ｃ  少なくとも１つのプリズムにおいて 

１－ｃ１ １－２二面角及び１－３二面角において、９０度からの偏差が15 

存在し、 

１－ｃ２ この「９０度からの偏差」とは、プリズム内の二面角における

９０度からの偏差を意味する値であり、 

１－ｃ３ ２つの二面角のそれぞれの９０度からの偏差の値は、相互に絶

対値及び／又は符号において異なっており、 20 

１－ｃ４ その９０度からの偏差の値の絶対値は１分～６０分の範囲であ

る、 

１－ｄ  反射器 

イ 乙３４発明４ 

１－ａ  六角形のコーナキューブの形状をしたプリズムを有する反射器 25 

１－ｂ  いくつかのプリズムにおいて、 
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１－ｂ１ 基準平面に対して非平行な関係にある外縁を有し、かつ 

１－ｂ２ 隣接しているプリズムと外縁を共有しており、当該共有部分に

おいてその外縁は隣接するプリズムの外縁と互いに平行な関係に

ある 

１－ｂ３ ここで、基準平面とは、プリズムが配設されている平面を意味5 

する 

１－ｅ  少なくとも１つのプリズムにおいて 

１－ｅ１ ３つの二面角には９０度からの偏差が存在し、その絶対値の範

囲は１分～６０分である 

１－ｅ２ この「９０度からの偏差」とは、被告プリズム内の二面角にお10 

ける９０度からの偏差を意味する値である 

１－ｅ３ ３つの二面角のそれぞれの９０度からの偏差の値は、相互に絶

対値及び／又は符号において異なっている 

１－ｄ  反射器 

ウ 原告らの主張に対する反論 15 

(ｱ) 構成要件１－Ｂ３及び４－Ｂ３に対応する構成について 

乙３４文献の図１は「反射器の構造の一例」にすぎない。 

むしろ、乙３４文献の図９に示されている反射器において、プリズム

が配設されているのは平面である。すなわち、乙３４文献の図１には、

「取付け面」が開示されているところ、当該取付け面はドーナッツ状の20 

平面で、プリズムは当該取付け面に配設されている。 

また、本件各発明の「基準平面」には、「仮想的な平面」も含むという

原告らの主張を前提とすると、乙３４文献にも仮想的な「基準平面」が

存在する。 

(ｲ) 構成要件１－Ｃないし１－Ｃ４及び１－Ｄに対応する構成について 25 

乙３４文献に記載された「直交していないプリズム反射面」及び「二



 

61 

 

面角が９０度より離れ、ある角を有する」は、「二面角誤差」を有するキ

ューブコーナー素子そのものであり、また、「実際の反射光は…ある程度

広がり、標識としてつごうがよい」ということは、まさに「発散プロフ

ァイルを改善」していることであるから、二面角誤差を変えるという技

術的思想を開示している。 5 

      また、当業者は、乙３４文献では反射器のプリズム反射面側（凹凸側）

から法線角偏差と方向角偏差を測定していると理解するから、乙３４文

献の測定において、反射器の表面の曲率の影響を受けることはない。し

たがって、当業者は、乙３４文献の図４で示されている法線角偏差δ及

び方向角偏差εの測定値を正確なものと認識する。 10 

(ｳ) 構成要件４－Ｃないし４－Ｃ３及び４－Ｄに対応する構成について 

前記(ｲ)において主張したところと同様である。 

(2) 一致点及び相違点 

ア 本件発明１と乙３４発明１との対比 

     乙３４発明１は本件発明１の構成を全て有するから、本件発明１は乙３15 

４発明１と同一の発明である。 

     したがって、本件発明１は新規性を欠く。 

イ 本件発明４と乙３４発明４との対比 

     乙３４発明４は本件発明４の構成を全て有するから、本件発明４は乙３

４発明４と同一の発明である。 20 

     したがって、本件発明４は新規性を欠く。 

(3) 容易想到性 

    仮に、本件発明１と乙３４発明１との間及び本件発明４と乙３４発明４と

の間にそれぞれ何らかの相違点があるとしても、当業者は、当該相違点に係

る本件各発明の構成をいずれも容易に想到することができた。 25 

    したがって、本件各発明はいずれも進歩性を欠く。 
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（原告らの主張） 

(1) 乙３４文献に記載された発明 

ア 構成要件１－Ｂ３及び４－Ｂ３に対応する構成について 

乙３４文献に記載の反射器において、プリズムが配設されているのは

「平面」ではなく、大きな曲率を有する「曲面」である。したがって、乙5 

３４発明１及び４は、被告の主張する１－ｂ３の構成を有しない。 

イ 構成要件１－Ｃないし１－Ｃ４及び１－Ｄに対応する構成について 

乙３４文献に接した当業者は、特別の思考を経ることなく、容易に、一

つのキューブコーナー素子に含まれる三つの二面角誤差のうちの二つ又は

三つを互いに異ならせ、かつ二面角誤差の大きさを１分ないし６０分とす10 

るという技術的思想を把握し得ないから、乙３４文献は、一つのキューブ

コーナー素子に含まれる三つの二面角誤差のうちの二つまたは三つを互い

に異ならせ、かつ二面角誤差の大きさを１分～６０分とするという技術的

思想を開示しているとはいえない。また、乙３４文献で測定された各面に

おける法線角偏差δ及び方向角偏差εの測定値は、反射器の表面の大きな15 

曲率による影響を受けており、当業者は、乙３４文献の図４で示されてい

る法線角偏差δ及び方向角偏差εの測定値を正確なものとは認識し得ない。 

したがって、被告が算出した二面角誤差をもって、乙３４発明１の構成

の一部とすることはできないし、かつ、被告が示した二面角誤差を当業者

は正確なものと認識し得ないから、乙３４発明１は、被告の主張する１－20 

ｃ１ないし１－ｃ４の構成を有しない。 

ウ 構成要件４－Ｃないし４－Ｃ３及び４－Ｄに対応する構成について 

前記イにおいて主張したところと同様に、乙３４発明４は、被告の主張

する１－ｅ１ないし１－ｅ３の構成を有しない。 

(2) 一致点及び相違点 25 

ア 本件発明１と乙３４発明１との対比 
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本件発明１は、構成要件１－Ｂ３及び１－Ｃ１ないし１－Ｃ４を有する

のに対し、乙３４発明１は、少なくとも１－ｂ３及び１－ｃ１ないし１－

ｃ４の構成を有しない。 

したがって、本件発明１は乙３４発明１と同一の発明ではないから、新

規性を有する。 5 

イ 本件発明４と乙３４発明４との対比 

本件発明４は、構成要件４－Ｂ３及び４－Ｃ１ないし４－Ｃ３を有する

のに対し、乙３４発明４は、少なくとも被告の主張する１－ｂ３及び１－

ｅ１から１－ｅ３の構成を実際は有しない。 

したがって、本件発明４は乙３４発明４と同一の発明ではないから、新10 

規性を有する。 

(3) 相違点に係る構成を容易に想到できないこと 

乙３４文献は、前記(2)ア及びイにおいて主張した各相違点を何ら開示も示

唆もしていないから、当業者は、乙３４文献の記載に基づき、当該各相違点

に係る本件各発明の構成を容易に想到し得ない。 15 

したがって、本件各発明はいずれも進歩性を有する。 

２２  争点２－５（乙３９文献を主引用例とする新規性及び進歩性欠如）につい

て 

（被告の主張） 

(1) 乙３９文献に記載された発明 20 

    乙３９文献には、以下の各発明（以下、順に「乙３９発明１」、「乙３９発

明４」、「乙３９’発明１」及び「乙３９’発明４」という。）が記載されてい

る。 

ア 乙３９発明１ 

２－ａ  六角形のコーナキューブの形状をしたプリズムを有する逆反射25 

体 
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２－ｂ  いくつかのプリズムにおいて、 

２－ｂ１ 基準平面に対して非平行な関係にある外縁を有し、かつ 

２－ｂ２ 隣接しているプリズムと外縁を共有しており、当該共有部分に

おいてその外縁は隣接するプリズムの外縁と互いに平行な関係に

ある 5 

２－ｂ３ ここで、基準平面とは、プリズムが配設されている平面を意味

する 

２－ｃ  少なくとも１つのプリズムにおいて 

２－ｃ１ １－２二面角及び１－３二面角において、９０度からの偏差が

存在し、 10 

２－ｃ２ この「９０度からの偏差」とは、プリズム内の二面角における

９０度からの偏差を意味する値であり、 

２－ｃ３ ２つの二面角のそれぞれの９０度からの偏差の値は、相互に符

号において異なっており、 

２－ｃ４ その９０度からの偏差の値の大きさは＋２．８′と－２．８′15 

である、 

２－ｄ  逆反射体 

イ 乙３９発明４ 

２－ａ  六角形のコーナキューブの形状をしたプリズムを有する逆反射

体 20 

２－ｂ  いくつかのプリズムにおいて、 

２－ｂ１ 基準平面に対して非平行な関係にある外縁を有し、かつ 

２－ｂ２ 隣接しているプリズムと外縁を共有しており、当該共有部分に

おいてその外縁は隣接するプリズムの外縁と互いに平行な関係に

ある 25 

２－ｂ３ ここで、基準平面とは、プリズムが配設されている平面を意味
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する 

２－ｅ  少なくとも１つのプリズムにおいて 

２－ｅ１ ３つの二面角には９０度からの偏差が存在し、±２．８′の範

囲内である 

２－ｅ２ この「９０度からの偏差」とは、プリズム内の二面角における5 

９０度からの偏差を意味する値である 

２－ｅ３ ３つの二面角のそれぞれの９０度からの偏差の値は、相互に絶

対値及び／又は符号において異なっている 

２－ｄ  逆反射体 

ウ 乙３９’発明１ 10 

２－ａ  六角形のコーナキューブの形状をしたプリズムを有する逆反射

体 

２－ｂ  いくつかのプリズムにおいて、 

２－ｂ１ 基準平面に対して非平行な関係にある外縁を有し、かつ 

２－ｂ２ 隣接しているプリズムと外縁を共有しており、当該共有部分に15 

おいてその外縁は隣接するプリズムの外縁と互いに平行な関係に

ある 

２－ｂ３ ここで、基準平面とは、プリズムが配設されている平面を意味

する 

２－ｃ  少なくとも１つのプリズムにおいて 20 

２－ｃ１ １－２二面角及び１－３二面角において、９０度からの偏差が

存在し、 

２－ｃ２ この「９０度からの偏差」とは、プリズム内の二面角における

９０度からの偏差を意味する値であり、 

２－ｃ３ ２つの二面角のそれぞれの９０度からの偏差の値は、相互に符25 

号において異なっており、 
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２－ｃ４’その９０度からの偏差の値の大きさは＋２°以内と－２°以内

である、 

２－ｄ  逆反射体 

エ 乙３９’発明４ 

２－ａ  六角形のコーナキューブの形状をしたプリズムを有する逆反射5 

体 

２－ｂ  いくつかのプリズムにおいて、 

２－ｂ１ 基準平面に対して非平行な関係にある外縁を有し、かつ 

２－ｂ２ 隣接しているプリズムと外縁を共有しており、当該共有部分に

おいてその外縁は隣接するプリズムの外縁と互いに平行な関係に10 

ある 

２－ｂ３ ここで、基準平面とは、プリズムが配設されている平面を意味

する 

２－ｅ  少なくとも１つのプリズムにおいて 

２－ｅ１’３つの二面角には９０度からの偏差が存在し、その値の大きさ15 

は±２°の範囲内である 

２－ｅ２ この「９０度からの偏差」とは、プリズム内の二面角における

９０度からの偏差を意味する値である 

２－ｅ３ ３つの二面角のそれぞれの９０度からの偏差の値は、相互に絶

対値及び／又は符号において異なっている 20 

２－ｄ  逆反射体 

オ 原告らの主張に対する反論 

(ｱ) 構成要件１－Ａ及び１－Ｂないし１－Ｂ３、４－Ａ及び４－Ｂないし

４－Ｂ３に対応する構成について 

      乙３９文献の「第４図は本発明の種々の型の反射体の図である」とい25 

う記載、「プリズムにして六角の窓を持つもの」という記載及び第４Ａ図
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に照らせば、乙３９文献には、「六角形のコーナーキューブの形状をした

プリズム」の反射体が開示されている。 

(ｲ) 構成要件１－Ｃないし１－Ｃ４及び１－Ｄに対応する構成 

乙３９文献の「上に挙げた各種の誤差は９０°の面間角に正確に同一

の数値誤差を生ずることはない」（１０頁右下欄４～５行）という記載に5 

つき、「９０°の面間角」が「二面角」を意味しており、かつ、「９０°

の面間角…の数値誤差」が「二面角誤差」である。そうすると、９０度

の面間角の数値誤差（二面角誤差）が正確に同一のものではない以上、

二面角誤差は大きさが異なっていることを意味する。また、乙３９文献

には、プリズム（キューブコーナー、立方体）の２面角が９０度からず10 

れることが明確に多数記載されている。 

(ｳ) 構成要件４－Ｃないし４－Ｃ３及び４－Ｄに対応する構成について 

乙３９文献には、「六角形のコーナーキューブの形状をしたプリズム」

の反射体が開示されている。 

(2) 一致点及び相違点 15 

ア 本件発明１と乙３９発明１との対比 

乙３９発明１は本件発明１の構成を全て有するから、本件発明１は乙３

９発明１と同一の発明である。 

イ 本件発明４と乙３９発明４との対比 

     乙３９発明４は本件発明４の構成を全て有するから、本件発明４は乙３20 

９発明４と同一の発明である。 

ウ 本件発明１と乙３９’発明１との対比 

(ｱ) 一致点 

本件発明１と乙３９’発明１は、構成要件１－Ａと構成２－ａ、構成

要件１－Ｂないし１－Ｂ３と構成２－ｂないし２－ｂ３、構成要件１－25 

Ｃないし１－Ｃ３と構成２－ｃないし２－ｃ３、及び構成要件１－Ｄと



 

68 

 

構成２－ｄにおいてそれぞれ一致する。 

(ｲ) 相違する可能性がある点 

 乙３９’発明１の構成２－ｃ４’（その９０度からの偏差の値の大きさ

は＋２°以内と－２°以内である）については、構成要件１－Ｃ４（該

二面角誤差の大きさが１分～６０分である）とは形式的には一致せず、5 

偏差の値の大きさについて、構成要件１－Ｃ４の数値範囲を、構成２－

ｃ４’（０度＝０分＜偏差＜２度＝１２０分）が包含する関係にある点で、

相違する可能性がある（以下「相違する可能性がある点１」という。）。 

しかし、相違する可能性がある点１は、実質的な相違点とはなり得な

い。すなわち、本件明細書には、二面角誤差の大きさを１分ないし６０10 

分とすることの技術的意義が記載されていないし、実施例や【図２７】

ないし【図３１】に示されている二面角誤差の最大の絶対値は１９．８

分である。しかも、実施例においては、構成要件１－Ｃ４の数値範囲

（１分～６０分）ではないものも多数記載されている。 

そうすると、相違する可能性がある点１は実質的には同一である。 15 

(ｳ) 小括 

したがって、本件発明１は乙３９’発明１と同一の発明である。 

エ 本件発明４と乙３９’発明４との対比 

(ｱ) 一致点 

本件発明４と乙３９’発明４は、構成要件４－Ｃ１を除き、明らかに20 

一致する。 

(ｲ) 相違する可能性がある点 

乙３９’発明４の構成２－ｅ１’（３つの二面角には９０度からの偏差

が存在し、その値の大きさは±２°の範囲内である）が、本件発明４の

構成要件４－Ｃ１（１分～６０分の範囲の３つの二面角誤差を有し）と25 

相違する可能性がある（以下「相違する可能性がある点２」という。）が、
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実質的な相違点ではない。そうすると、上記の相違する可能性がある点

２は実質的には同一である。 

(ｳ) 小括 

したがって、本件発明４は乙３９’発明４と同一の発明である。 

(3) 容易想到性 5 

    仮に、本件発明１と乙３９発明１又は乙３９’発明１との間及び本件発明

４と乙３４発明４又は乙３４’発明４との間にそれぞれ何らかの相違点があ

るとしても、当業者は、当該相違点に係る本件各発明の構成をいずれも容易

に想到することができた。 

    したがって、本件各発明はいずれも進歩性を欠く。 10 

（原告らの主張） 

(1) 乙３９文献に記載された発明 

ア 構成要件１－Ａないし１－Ｂ３及び４－Ａないし４－Ｂ３に対応する構

成について 

乙３９文献には、被告が主張するような「六角形のキューブコーナーの15 

形状をしたプリズム」は開示されておらず、開示されているのは本件各発

明に含まれない切頭型のキューブコーナー素子である。したがって、乙３

９発明１は、被告の主張する２－ａの構成を有しない。 

また、乙３９文献にはいわゆるフルキューブ型のキューブコーナー素子

は開示されておらず、開示されている切頭型のキューブコーナー素子では、20 

外縁が基準平面に対して平行になるから、乙３９発明１、４及び乙３９’

発明１、４は、被告の主張する２－ｂないし２－ｂ３の構成を有しない。 

イ 構成要件１－Ｃないし１－Ｃ４及び１－Ｄに対応する構成について 

乙３９文献は、士２．８分以内の二面角誤差が互いに異なることを開示

しておらず、ましてや、該二面角誤差の大きさが＋２．８分と－２．８分25 

であることを開示していないから、乙３９発明１は、被告の主張する２－
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ｃ３及び２－ｃ４の構成を有しない。 

また、構成要件１－Ｃ４が、「該二面角誤差の大きさが１分～６０分であ

る」のに対し、乙３９’発明１の構成要件２－ｃ４’が「その９０度から

の偏差の値の大きさは＋２°以内と－２°以内である」点で、両者は相違

するから、乙３９’発明１は、構成要件１－Ｃ４に対応する構成を有しな5 

い。 

ウ 構成要件４－Ｃないし４－Ｃ３及び４－Ｄに対応する構成について 

前記イのとおり、乙３９文献は、二面角誤差が士２．８分の範囲で互い

に異なることを開示も示唆もしておらず、乙３９発明４は、被告の主張す

る２－ｅ１及び２－ｅ３の構成を有しない。 10 

また、構成要件４－Ｃ１が、「１分～６０分の範囲の３つの二面角誤差を

有し」ているのに対し、乙３９’発明４の構成要件２－ｅ１’が「３つの

二面角には９０度からの偏差が存在し、その値の大きさは士２°の範囲内

である」点で、両者は相違するから、乙３９’発明４は、構成要件４－Ｃ

１に対応する構成を有しない。 15 

(2) 一致点及び相違点 

ア 本件発明１と乙３９発明１との対比 

本件発明１は、構成要件１－Ｂないし１－Ｂ３、１－Ｃ３及び１－Ｃ４

を有するのに対し、乙３９発明１は、少なくとも２－ｂないし２－ｂ３、

２－ｃ３及び２－ｃ４の構成を有しない。 20 

したがって、本件発明１は乙３９発明１と同一の発明ではないから、新

規性を有する。 

イ 本件発明４と乙３９発明４との対比 

本件発明４は、構成要件４－Ｂないし４－Ｂ３、４－Ｃｌ及び４－Ｃ３

を有するのに対し、乙３９発明４は、少なくとも２－ｂないし２－ｂ３、25 

２－ｅｌ及び２－ｅ３の構成を有しない。 
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したがって、本件発明４は乙３９発明４と同一の発明ではないから、新

規性を有する。 

ウ 本件発明１と乙３９’発明１との対比 

本件発明１は、構成要件１－Ｂないし１－Ｂ３、１－Ｃ３及び１－Ｃ４

を有するのに対し、乙３９’発明１は、少なくとも２－ｂないし２－ｂ３5 

の構成を有しない。また、乙３９’発明１は、構成要件１－Ｃ４に対応す

る構成を有しない。 

したがって、本件発明１は乙３９’発明１と同一の発明ではないから、

新規性を有する。 

エ 本件発明４と乙３９’発明４との対比 10 

本件発明４は、構成要件４－Ｂないし４－Ｂ３、４－Ｃｌ及び４－Ｃ３

を有するのに対し、乙３９’発明４は、少なくとも２－ｂないし２－ｂ３

の構成を有しない。また、乙３９’発明４は、構成要件４－Ｃ１に対応す

る構成を有しない。 

したがって、本件発明４は乙３９’発明４と同一の発明ではないから、15 

新規性を有する。 

(3) 相違点に係る構成に容易に想到できないこと 

乙３９文献は、前記(2)アないしエにおいて主張した各相違点を何ら開示も

示唆もしていないから、当業者は、乙３９文献の記載に基づき、当該各相違

点に係る本件各発明の構成を容易に想到し得ない。 20 

したがって、本件各発明はいずれも進歩性を有する。 

２３  争点２－６（乙４０文献を主引用例とする新規性及び進歩性欠如）につい

て 

（被告の主張） 

(1) 乙４０文献に記載された発明 25 

乙４０文献には、以下の各発明（以下、順に「乙４０発明Ａ１」、「乙４０
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発明Ａ４」、「乙４０発明Ｂ１」及び「乙４０発明Ｂ４」という。）が記載され

ている。 

ア 乙４０発明Ａ１ 

３－ａ  正方形の逆反射素子を有する逆反射体 

３－ｂ  いくつかの逆反射素子４０において、 5 

３－ｂ１ 基準平面に対して非平行な関係にある第２の辺５１及び第４の

辺５３を有し、かつ 

３－ｂ２ 隣接している逆反射素子４０と辺を共有しており、当該共有部

分においてその辺は隣接する逆反射素子４０の辺と互いに平行な

関係にある 10 

３－ｂ３ ここで、基準平面とは、逆反射素子４０が配設されている本体

２１の前面２２を意味する 

３－ｃ  少なくとも１つの逆反射素子４０において 

３－ｃ１ 面４１と４２の二面角及び面４１と４３の二面角において、９

０度からの偏差が存在し、 15 

３－ｃ２ この「９０度からの偏差」とは、逆反射素子４０内の二面角に

おける９０度からの偏差を意味する値であり、 

３－ｃ４ その９０度からの偏差の角度は、６′又は７′程度である、 

３－ｄ  逆反射体 

イ 乙４０発明Ａ４ 20 

３－ａ  正方形の逆反射素子を有する逆反射体 

３－ｂ  いくつかの逆反射素子４０において、 

３－ｂ１ 基準平面に対して非平行な関係にある第２の辺５１及び第４の

辺５３を有し、かつ 

３－ｂ２ 隣接している逆反射素子４０と辺を共有しており、当該共有部25 

分においてその辺は隣接する逆反射素子４０の辺と互いに平行な
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関係にある 

３－ｂ３ ここで、基準平面とは、逆反射素子４０が配設されている本体

２１の前面２２を意味する 

３－ｅ  少なくとも１つの逆反射素子４０において 

３－ｅ１ ３つの二面角には９０度からの偏差が存在し、６～７′及び３5 

０′である 

３－ｅ２ この「９０度からの偏差」とは、逆反射素子４０内の二面角に

おける９０度からの偏差を意味する値である 

３－ｅ３ 面４２と４３との間に、面４１と４２との間の角度及び面４１

と４３との間の角度よりも実質的に大きい角度を有する 10 

３－ｄ  逆反射体 

ウ 乙４０発明Ｂ１ 

３－ａ’  六角形の逆反射素子を有する逆反射体 

３－ｂ’  いくつかの逆反射素子４０において、 

３－ｂ１’ 基準平面に対して非平行な関係にある外縁を有し、かつ 15 

３－ｂ２’ 隣接している逆反射素子４０と外縁を共有しており、当該共

有部分においてその辺は隣接する逆反射素子４０の外縁と互い

に平行な関係にある 

３－ｂ３’ ここで、基準平面とは、逆反射素子４０が配設されている本

体２１の前面２２を意味する 20 

３－ｃ’ 少なくとも１つの逆反射素子４０において 

３－ｃ１’ 面４１と４２の二面角及び面４２と４３の二面角において、

９０度からの偏差が存在し、 

３－ｃ２’ この「９０度からの偏差」とは、逆反射素子４０内の二面角

における９０度からの偏差を意味する値であり、 25 

３－ｃ３’ 面４２と４３との間の角度が、面４１と４２との間の角度よ
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りも実質的に大きい角度を有し、 

３－ｃ４’ その９０度からの偏差の角度は、６′又は７′程度及び３

０′である、 

３－ｄ’  逆反射体 

エ 乙４０発明Ｂ４ 5 

３－ａ’  六角形の逆反射素子を有する逆反射体 

３－ｂ’  いくつかの逆反射素子４０において、 

３－ｂ１’ 基準平面に対して非平行な関係にある外縁を有し、かつ 

３－ｂ２’ 隣接している逆反射素子４０と外縁を共有しており、当該共

有部分においてその辺は隣接する逆反射素子４０の外縁と互い10 

に平行な関係にある 

３－ｂ３’ ここで、基準平面とは、逆反射素子４０が配設されている本

体２１の前面２２を意味する 

３－ｅ’  少なくとも１つの逆反射素子４０において 

３－ｅ１’ ３つの二面角には９０度からの偏差が存在し、６～７′及び15 

３０′である 

３－ｅ２’ この「９０度からの偏差」とは、逆反射素子４０内の二面角

における９０度からの偏差を意味する値である 

３－ｅ３’ 面４２と４３との間に、面４１と４２との間の角度及び面４

１と４３との間の角度よりも実質的に大きい角度を有する。 20 

３－ｄ’  逆反射体 

オ 原告らの主張に対する反論 

原告らは、構成要件１－Ｃ４に対応する構成について、乙４０文献には、

面４１と４２の二面角の９０度から偏差の値と、面４１と４３との間の二

面角の９０度から偏差の値が、符号において互いに異なっている旨の記載25 

は一切ないと主張する。 
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しかし、被告が、乙４０発明Ａとして認定した構成要件１－Ｃ４に対応

する構成３－ｃ４は、「その９０度からの偏差の角度は、６′又は７′程度

である」という点であるから、原告らの主張は、被告の認定した構成３－

ｃ４に対する反論となっていない。 

(2) 一致点及び相違点 5 

ア 本件発明１と乙４０発明Ａ１との対比 

     乙４０発明Ａ１は本件発明１の構成を全て有するから、本件発明１は乙

４０発明Ａ１と同一の発明である。 

     したがって、本件発明１は新規性を欠く。 

イ 本件発明１と乙４０発明Ｂ１との対比 10 

     乙４０発明Ｂ１は本件発明１の構成を全て有するから、本件発明１は乙

４０発明Ｂ１と同一の発明である。 

     したがって、本件発明１は新規性を欠く。 

ウ 本件発明４と乙４０発明Ａ４との対比 

     乙４０発明Ａ４は本件発明４の構成を全て有するから、本件発明４は乙15 

４０発明Ａ４と同一の発明である。 

     したがって、本件発明４は新規性を欠く。 

エ 本件発明４と乙４０発明Ｂ４との対比 

     乙４０発明Ｂ４は本件発明４の構成を全て有するから、本件発明４は乙

４０発明Ｂ４と同一の発明である。 20 

     したがって、本件発明４は新規性を欠く。 

オ 原告らの主張に対する反論 

(ｱ) 本件発明１と乙４０発明Ａ１との対比 

乙４０文献に接した当業者は、「面４１と４２との間の角度」と「面４

１と４３との間の角度」が異なることになると理解するのであるから、25 

本件発明１は乙４０発明Ａ１と同一の発明である。 
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(ｲ) 本件発明１と乙４０発明Ｂ１との対比 

構成要件１－Ｂ２に対応する構成について、仮に、原告らの主張を前

提とすれば、乙４０発明Ｂ１においても、隣接する六角形の素子と六角

形の素子とは辺（外縁）を共有しており、「互いに平行な関係にある」こ

とになる。また、六角形のキューブコーナー素子を有する逆反射体は周5 

知慣用技術であった。そのため、当業者であれば、反射素子が六角形で

ある場合に隣接する反射素子とどのような関係で配置されるかや、隣接

する六角形の反射素子同士が辺（外縁）を共有していることも当然に理

解できる。 

構成要件１－Ｃないし１－Ｃ４及び１－Ｄに対応する構成について、10 

プリズムをなす三つの溝面のいずれかを主要溝面とみなし得るという原

告らの主張を前提とすると、乙４０発明Ｂ１においても、六角形の逆反

射素子４０をなす三つの溝面のいずれかの面を主要溝面とみなすことが

できるため、例えば、面４２を主要溝面とみることにより、面４１と４

２との間の角度が１－２二面角、面４２と４３との間の角度が１－３二15 

面角となる。 

したがって、本件発明１は乙４０発明Ａ１と同一の発明である。 

(ｳ) 本件発明４と乙４０発明Ａ４との対比 

乙４０文献に接した当業者は、「面４１と４２との間の角度」と「面４

１と４３との間の角度」が異なることになると理解するのであるから、20 

面４２と４３との間の角度の二面角誤差は、例えば３０分であることか

らすれば、本件発明４は乙４０発明Ａ４と同一の発明である。 

(ｴ) 本件発明４と乙４０発明Ｂ４との対比 

構成要件４－Ｂ２に対応する構成について、仮に、原告らの主張を前

提とすれば、乙４０発明Ｂ４においても、隣接する六角形の素子と六角25 

形の素子とは辺（外縁）を共有しており、「互いに平行な関係にある」こ
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とになる。また、六角形のキューブコーナー素子を有する逆反射体は周

知慣用技術であった。そのため、当業者であれば、反射素子が六角形で

ある場合に隣接する反射素子とどのような関係で配置されるか、隣接す

る六角形の反射素子同士が辺（外縁）を共有していることも当然に理解

できる。 5 

また、乙４０文献には、面４１と４２との間の角度における誤差と、

面４１と４３との間の角度における誤差とが同じであることは一切記載

されていない。 

(3) 容易想到性 

    仮に、本件発明１と乙４０発明Ａ１又は乙４０発明Ｂ１との間及び本件発10 

明４と乙４０発明Ａ４又は乙４０発明Ｂ４との間にそれぞれ何らかの相違点

があるとしても、当業者は、当該相違点に係る本件各発明の構成をいずれも

容易に想到することができた。 

    したがって、本件各発明はいずれも進歩性を欠く。 

（原告らの主張） 15 

(1) 乙４０文献に記載された発明 

ア 構成要件１－Ｃないし１－Ｃ４及び１－Ｄに対応する構成について 

乙４０文献には、面４１と４２の二面角の９０度から偏差の値と、面４

１と４３との間の二面角の９０度から偏差の値が、符号において互いに異

なっている旨の記載は一切ない。したがって、乙４０発明Ａ１及びＢ１は、20 

構成要件１－Ｃ３に対応する構成を有しない。 

また、乙４０文献は、面４１と４２との間の角度が１－２二面角であり、

面４２と４３との間の角度が１－３二面角であることも開示も示唆もして

おらず、乙４０発明Ｂ１の構成３－ｃｌ’（面４１と４２の二面角及び面４

２と４３の二面角において、９０度からの偏差が存在し）は、構成要件１25 

－Ｃｌ（１－２二面角誤差および１－３二面角誤差を有し）に相当しない。
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さらに、乙４０発明Ｂ１の構成３－ｃｌ’が構成要件１－Ｃ１に相当しな

い以上、乙４０発明Ｂ１の構成３－ｃ２’ないし３－ｃ４’も構成要件１

－Ｃ２ないしｌ－Ｃ４に相当しない。 

イ 構成要件１－Ｂないし１－Ｂ３及び４－Ｂないし４－Ｂ３に対応する構

成について 5 

乙４０文献には、反射素子が六角形である場合の詳細な説明はないし図

面もない。したがって、乙４０文献は、反射素子が六角形である場合に隣

接する反射素子とどのような関係で配置されるかを開示も示唆もしておら

ず、隣接する六角形の反射素子同士が辺（外縁）を共有していることも開

示も示唆もしていない。 10 

したがって、乙４０発明Ｂ１及びＢ４は、被告が構成要件１－Ｂ２に相

当すると主張する構成３－ｂ２’を有しない。 

ウ 構成要件４－Ｃないし４－Ｃ３及び４－Ｄに対応する構成について 

乙４０文献に記載された反射素子において、面４１と４２との間の角度

における誤差と、面４１と４３との間の角度における誤差とは同じである15 

から、二つの二面角誤差が同じであり、三つの互いに異なる二面角誤差を

有しない。 

したがって、乙４０発明Ａ４及びＢ４は、構成要件４－Ｃ３に対応する

構成を有しない。 

(2) 一致点及び相違点 20 

ア 本件発明１と乙４０発明Ａ１との対比 

本件発明１は、構成要件１－Ｃ３を有するのに対し、乙４０発明Ａ１は、

少なくとも構成要件１－Ｃ３に対応する構成を有しない。 

したがって、本件発明１は乙４０発明Ａ１と同一の発明ではないから、

新規性を有する。 25 

イ 本件発明４と乙４０発明Ａ４との対比 



 

79 

 

本件発明４は、構成要件４－Ｃ３を有するのに対し、乙４０発明Ａ４は、

少なくとも構成要件４－Ｃ３に対応する構成を有しない。 

したがって、本件発明４は乙４０発明Ａ４と同一の発明ではないから、

新規性を有する。 

ウ 本件発明１と乙４０発明Ｂ１との対比 5 

本件発明１は、構成要件１－Ｂ２及び１－Ｃｌないし１－Ｃ４を有する

のに対し、乙４０発明Ｂ１は、少なくとも構成要件１－Ｂ２及び１－Ｃｌ

ないし１－Ｃ４に対応する構成を有しない。 

したがって、本件発明１は乙４０発明Ｂ１と同一の発明ではないから、

新規性を有する。 10 

エ 本件発明４と乙４０発明Ｂ４との対比 

本件発明４は、構成要件４－Ｂ２及び４－Ｃ３を有するのに対し、乙４

０発明Ｂ４は、少なくとも構成要件４－Ｂ２及び４－Ｃ３に対応する構成

を有しない。 

したがって、本件発明４は乙４０発明Ｂ４と同一の発明ではないから、15 

新規性を有する。 

(3) 相違点に係る構成に容易に想到できないこと 

乙４０文献は、前記(2)アないしエにおいて主張した各相違点を何ら開示も

示唆もしていないから、当業者は、乙４０文献の記載に基づき、当該各相違

点に係る本件各発明の構成を容易に想到し得ない。 20 

したがって、本件各発明は進歩性を有する。 

２４  争点２－７（乙１２文献を主引用例とする新規性及び進歩性欠如）につい

て 

（被告の主張） 

(1) 乙１２文献に記載された発明 25 

乙１２文献には、以下の各発明（以下、順に「乙１２発明１」及び「乙１
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２発明４」という。）が記載されている。 

ア 乙１２発明１ 

４－ａ  四角形のＰＧキューブコーナ錐体を有するキューブコーナ物品 

４－ｂ  いくつかのＰＧキューブコーナ錐体において、 

４－ｂ１ 基準平面に対して非平行な関係にある非二面角縁部を有し、か5 

つ 

４－ｂ２ 隣接しているＰＧキューブコーナ錐体と非二面角縁部を共有し

ており、当該共有部分においてその非二面角縁部は隣接するＰＧ

キューブコーナ錐体の非二面角縁部と互いに平行な関係にある 

４－ｂ３ ここで、基準平面とは、ＰＧキューブコーナ錐体が配設されて10 

いる構造化表面を意味する 

４－ｃ 少なくとも１つのＰＧキューブコーナ錐体において 

４－ｃ１ 表面ｉと複合面ｂ’ｅの二面角、表面ｉと複合面ｄ’ｇの二面

角は、９０度からの偏差が存在し、 

４－ｃ２ この「９０度からの偏差」とは、ＰＧキューブコーナ錐体内の15 

二面角における９０度からの偏差を意味する値であり、 

４－ｃ４ その９０度からの偏差の角度は、数分程度である、 

４－ｄ  キューブコーナ物品 

イ 乙１２発明４ 

４－ａ  四角形のＰＧキューブコーナ錐体を有するキューブコーナ物品 20 

４－ｂ  いくつかのＰＧキューブコーナ錐体において、 

４－ｂ１ 基準平面に対して非平行な関係にある非二面角縁部を有し、か

つ 

４－ｂ２ 隣接しているＰＧキューブコーナ錐体と非二面角縁部を共有し

ており、当該共有部分においてその非二面角縁部は隣接するＰＧ25 

キューブコーナ錐体の非二面角縁部と互いに平行な関係にある 
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４－ｂ３ ここで、基準平面とは、ＰＧキューブコーナ錐体が配設されて

いる構造化表面を意味する 

４－ｅ  少なくとも１つのＰＧキューブコーナ錐体において 

４－ｅ１ 表面ｉと複合面ｂ’ｅの二面角、表面ｉと複合面ｄ’ｇの二面

角には９０度からの偏差が存在し、数分程度である 5 

４－ｅ２ この「９０度からの偏差」とは、ＰＧキューブコーナ錐体内の

二面角における９０度からの偏差を意味する値である 

４－ｄ  キューブコーナ物品 

ウ 原告らの主張に対する反論 

(ｱ) 構成要件１－Ｃ３に対応する構成について 10 

      「該二面角誤差が大きさ及び／又は符号において変化しており」とい

う発明特定事項は、乙１２文献に実質的に記載されているに等しい事項

である。 

(ｲ) 構成要件４－Ｃ１及び４－Ｃ３に対応する構成について 

      「１分～６０分の範囲の３つの二面角誤差を有し」という発明特定事15 

項及び「該二面角誤差が互いに異なっている」という発明特定事項は、

乙１２文献に実質的に記載されているに等しい事項である。 

(2) 一致点及び相違点 

ア 本件発明１と乙１２発明１との対比 

     乙１２発明１は本件発明１の構成を全て有するから、本件発明１は乙１20 

２発明１と同一の発明である。 

     したがって、本件発明１は新規性を欠く。 

イ 本件発明４と乙１２発明４との対比 

     乙１２発明４は本件発明４の構成を全て有するから、本件発明４は乙１

２発明４と同一の発明である。 25 

したがって、本件発明４は新規性を欠く。 
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ウ 原告らの主張に対する反論 

乙１２文献には、【００５１】に記載されているとおり、光を所望のパタ

ーンや発散プロファイルに分布するようにするために、個別に、キューブ

コーナー素子の二面角が９０度であるのを（他方の面との相互直交性）数

分異ならせることで、調整することが開示されている。そうすると、「個別5 

に調整」するためには、一つのキューブコーナー素子における三つの二面

角の偏差を同一にするということは到底考えられず、当業者であれば、一

つのキューブコーナー素子における三つの二面角を全て異ならせることで、

「個別に調整」して、光のパターンや発散プロファイルを所望のものにす

ることは明らかである。したがって、当業者であれば、「該二面角誤差が大10 

きさ及び／又は符号において変化しており」という発明特定事項は、乙１

２文献に記載されていると認識する。 

(3) 容易想到性 

    仮に、本件発明１と乙１２発明１及び乙１２発明４との間にそれぞれ何ら

かの相違点があるとしても、当業者は、当該相違点に係る本件各発明の構成15 

をいずれも容易に想到することができた。すなわち、一つのキューブコーナ

ー素子における三つの二面角誤差が異なることは、乙３４文献及び乙３９文

献などにも記載されているとおり、周知慣用技術であった。また、乙１２文

献の【００５１】には、光を所望のパターンや発散プロファイルに分布する

ようにするために、個別に、キューブコーナー素子の二面角が９０度である20 

のを（他方の面との相互直交性）数分異ならせることで、調整することが示

唆されている。そうすると、「個別に調整」するためには、一つのキューブコ

ーナー素子における三つの二面角の偏差を同一にするということは到底考え

られず、当業者であれば、乙１２発明に、周知慣用技術である「１つのキュ

ーブコーナー素子における３つの二面角を全て異ならせる」という技術的事25 

項を適用することで、「個別に調整」して、光のパターンや発散プロファイル
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を所望のものにすることは明らかである。 

また、乙１２文献の図２８において、軸１９４及び１９６に沿って形成さ

れる溝側面ｅ、ｆ、ｇ及びｈ（以下「本件溝側面」という。）は、一連の連続

した平行溝側面である。また、乙１２文献の【００５１】の記載からすれば、

本件溝側面についても、「「溝の半角誤差」として知られる値だけ、相互直交5 

面を生成する角度と異なる角度で、機械加工することによって」、「キューブ

コーナ要素の他方の面との相互直交性を生成する配向から、円弧の数分のよ

うな小さな値だけ異なる配向の繰り返しパターンで配設することができる」

ため、「再帰反射される光を所望のパターンまたは発散プロフィルに分布する

ように個別に調整することができる」といえる。 10 

そうすると、当業者であれば、構成要件１－Ｃ３に係る「該二面角誤差が

大きさ及び／又は符号において変化しており」という発明特定事項、構成要

件４－Ｃ１に係る「１分～６０分の範囲の３つの二面角誤差を有し」という

発明特定事項及び構成要件４－Ｃ３に係る「該二面角誤差が互いに異なって

いる」という発明特定事項については、乙１２発明及び周知慣用技術から容15 

易に推考できる。すなわち、当業者であれば、乙１２発明から本件各発明を

いずれも容易に発明できる。 

    したがって、本件各発明はいずれも進歩性を欠く。 

（原告らの主張） 

(1) 乙１２文献に記載された発明 20 

ア 構成要件１－Ｃないし１－Ｃ４及び１－Ｄに対応する構成について 

当業者は、乙１２文献の【００５１】の「例えば、」で始まる記載は、

【００５１】全体の記載に基づいて、図２９の軸２０２に沿った対向溝側

面ｉとｊを具備する複数の平行溝において、誤差の繰り返しパターンを有

することができることを説明していると理解する。 25 

乙１２文献の図２９の表面ｉは、複合面ｂ’ｅとｄ’ｇに対して実質的
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に垂直であるように構成され、仮に誤差を有したとしても、同じ溝におい

ては、表面ｉと複合面ｂ’ｅの角度と、表面ｉとｄ’ｇの角度とは同じに

なる。ある溝における表面ｉと複合面ｂ’ｅの角度と、並行する隣の溝に

おける表面ｉと複合面ｂ’ｅの角度が異なったとしても、一つのキューブ

コーナー素子における二つの二面角誤差が大きさ及び／又は符号において5 

変化することにはならない。 

また、溝の半角誤差は二面角誤差とは異なるものであり、当業者が乙１

２文献の【００５１】の「溝の半角誤差の繰り返しパターンを有すること

ができ」との記載や「個別に調整する」との記載に接しても、一つのキュ

ーブコーナー素子内における少なくとも二つの１分ないし６０分の範囲の10 

二面角誤差を互いに異ならせることを想起し得ない。 

したがって、乙１２発明１は、構成要件１－Ｃ３に対応する構成を有し

ない。 

イ 構成要件４－Ｃないし４－Ｃ４及び４－Ｄに対応する構成について 

乙１２発明１が構成要件１－Ｃ３に対応する構成を有しない理由と同様15 

の理由から、乙１２発明４は、構成要件４－Ｃ１及び４－Ｃ３に対応する

構成を有しない。 

(2) 一致点及び相違点 

ア 本件発明１と乙１２発明１との対比 

本件発明１は、構成要件１－Ｃ３を有するのに対し、乙１２発明１は、20 

少なくとも構成要件１－Ｃ３に対応する構成を有しない。 

したがって、本件発明１は乙１２発明１と同一の発明ではないから、新

規性を有する。 

イ 本件発明４と乙１２発明４との対比 

本件発明４は、構成要件４－Ｃ１及び４－Ｃ３を有するのに対し、乙１25 

２発明４は、少なくとも構成要件４－Ｃ１及び４－Ｃ３に対応する構成を
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有しない。 

したがって、本件発明４は乙１２発明４と同一の発明ではないから、新

規性を有する。 

(3) 相違点に係る構成に容易に想到できないこと 

乙１２文献は、前記(2)ア及びイにおいて主張した各相違点を何ら開示も示5 

唆もしておらず、当業者は、乙１２文献の記載に基づき、当該各相違点に係

る本件各発明の構成を容易に想到し得ない。 

したがって、本件各発明は進歩性を有する。 

(4) 被告の主張は時機に遅れた攻撃防御方法であること 

被告は、乙１２文献に基づく新規性又は進歩性欠如を理由とする無効の抗10 

弁を主張してから１年８か月も遅れて、新たに、乙１２文献の図２８の記載

を根拠とした新規性又は進歩性欠如の無効主張を追加している。しかし、こ

の追加主張は故意又は重大な過失に基づくものであり、訴訟の完結を遅延さ

せることは明らかであるから、時機に遅れた攻撃防御方法に該当し、当該無

効の抗弁に係る主張の追加は却下されるべきである。 15 

２５  争点３－１（原告に生じた損害の有無及びその額）について 

（原告の主張） 

(1) 損害の発生及びその額 

被告は、被告製品を遅くとも平成２４（２０１２）年６月から販売を開始

しており、本件特許権の登録日である平成２５（２０１３）年６月２８日以20 

降から、脱退原告が原告から独占的通常実施権の許諾を受けた令和２（２０

２０）年７月１日までの間に、被告が販売した被告製品の売上総額は、４億

円を下らない。そして、本件各発明を実施した被告製品について被告の得る

利益率は、少なくとも売上金額の６０パーセントを下らない。したがって、

被告が平成２５（２０１３）年６月２８日から令和２（２０２０）年７月１25 

日までの間において被告製品の販売により得た利益は２億４０００万円を下



 

86 

 

らず、同額が原告の受けた損害の額と推定される（特許法１０２条２項）。 

また、被告による本件各発明の実施につき支払われるべき本件特許権にか

かる実施料は、被告製品の売上金額の１０パーセントを下らない。したがっ

て、原告が本件各発明の実施に対して被告から受けるべき金銭の額に相当す

る額は、４０００万円を下らない（特許法１０２条３項）。 5 

したがって、原告は、被告に対し、少なくとも２億４０００万円の損害賠

償請求権を有する。 

(2) 弁護士費用等 

弁護士費用及び弁理士費用相当額は、前記(1)の金額の１割に相当する金額

であるから、原告については２４００万円を下らない。 10 

(3) まとめ 

以上より、被告の侵害行為によって原告が受けた損害の額は少なくとも２

億６４００万円を下らないので、原告は、被告に対し、その一部である９８

００万円の支払を求める。 

（被告の主張） 15 

  争う。 

２６  争点３－２（参加人に生じた損害の有無及びその額）について 

（参加人の主張） 

(1) 損害の発生及びその額 

脱退原告が原告から独占的通常実施権の許諾を受けた令和２（２０２０）20 

年７月１日から現在に至るまでに被告が販売した被告製品の売上総額は１０

００万円を下らない。そして、本件各発明を実施した被告製品について被告

の得る利益率は、少なくとも売上金額の６０パーセントを下らない。したが

って、被告が令和２（２０２０）年７月１日から現在に至るまでの間に被告

製品の販売により得た利益は６００万円を下らず、同額が参加人の受けた損25 

害の額と推定される（特許法１０２条２項）。 
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また、被告による本件各発明の実施につき支払われるべき本件特許権にか

かる実施料は、被告製品の売上金額の１０パーセントを下らない。したがっ

て、参加人が本件各発明の実施に対して被告から受けるべき金銭の額に相当

する額は、１００万円を下らない（特許法１０２条３項）。 

したがって、参加人は、被告に対して、少なくとも６００万円の損害賠償5 

請求権を有する。 

(2) 弁護士費用 

弁護士費用及び弁理士費用相当額は、前記(1)の金額の１割に相当する金額

であるから、参加人については６０万円を下らない。 

(3) まとめ 10 

以上より、被告の侵害行為によって参加人が受けた損害の額は少なくとも

６６０万円を下らないので、参加人は、被告に対し、その一部である２００

万円の支払を求める。 

（被告の主張） 

  争う。 15 

第４ 当裁判所の判断 

１ 本件明細書の記載事項 

本件明細書（甲４）の「発明の詳細な説明」には、以下の記載がある（下記

記載中に引用する図面及び表（ただし、図１３ないし２０及び２３ないし３１

並びに表１及び２、９ないし１１、１３及び１４は省略した。）については、別20 

紙本件明細書図表目録参照）。 

(1) 【技術分野】 

【０００１】 

本発明は、キューブコーナー素子を有する層状体、層状体のアセンブリ

ーを有するツール、およびその複製物（とくに再帰反射シート）に関する。 25 

【背景技術】 
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【０００２】 

再帰反射材料は、材料に入射した光を再方向付けして元の光源の方向に

戻す能力により特性付けられる。この特性のおかげで、さまざまな交通安

全用途および人的安全用途で再帰反射シートが広く使用されるようになっ

た。再帰反射シートは、乗物や衣類のための再帰反射テープだけでなく、5 

道路標識、防柵、ライセンスプレート、路面標示、標示テープなどのさま

ざまな物品で一般に利用される。 

【０００３】 

２つの公知のタイプの再帰反射シートは、微細スフェア型シートおよび

キューブコーナー型シートである。…微細スフェア型シートは、シートを10 

表面に配置するときの方位に対して比較的低い感受性を有する。しかしな

がら、一般的には、そのようなシートは、キューブコーナー型シートより

も低い再帰反射効率を有する。 

【０００４】 

キューブコーナー型再帰反射シートは、典型的には、実質的に平面状の15 

フロント表面と、複数の幾何学的構造体を有するリヤー構造化表面（その

一部分または全部は、キューブコーナー素子として構成された３つの反射

面を有する）と、を有する薄肉透明層を有する。 

【０００５】 

キューブコーナー型再帰反射シートは、最初に、構造化表面を有するマ20 

スター成形型を作製することにより一般に製造される。そのような構造化

表面は、完成シートがキューブコーナー角錐もしくはキューブコーナーキ

ャビティー（またはその両方）を有するかに応じて、完成シートにおける

所望のキューブコーナー素子形状またはそのネガティブ（反転）コピーの

いずれかに対応する。次に、エンボス加工、押出、またはキャスト・キュ25 

アリングのような方法によりキューブコーナー型再帰反射シートを形成す
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るためのツールを作製すべく、従来のニッケル電鋳のような任意の好適な

技術を用いて成形型を複製する。米国特許第５，１５６，８６３号明細書

…には、キューブコーナー型再帰反射シートの製造に使用されるツールを

形成するためのプロセスの例示的全体図が提供されている。マスター成形

型を作製するための公知の方法としては、ピンバンドリング法、直接機械5 

加工法、および層状体を利用する方法が挙げられる。 

【０００６】 

ピンバンドリング法では、複数のピン（それぞれ一端にキューブコーナ

ー素子のような幾何学的形状を有する）を集成一体化してマスター成形型

を形成する。…ピンバンドリングでは、各ピンが個別に機械加工されるの10 

で、単一の成形型で多種多様なキューブコーナー形状を形成する能力が提

供される。しかしながら、そのような方法は、小さいキューブコーナー素

子（たとえば、約１ミリメートル未満のキューブ高さを有するもの）を作

製するには非現実的である。なぜなら、精密機械加工を行ってからバンド

ル状態に配置することにより成形型を形成するには、多数のピンおよびそ15 

のサイズ減少が必要になるからである。 

【０００７】 

直接機械加工法では、平面状基材（たとえば金属プレート）の表面に一

連の溝を形成することにより切頭キューブコーナー素子を有するマスター

成形型を形成する。周知の一方法では、３組の平行溝を６０度の夾角で互20 

いに交差させてキューブコーナー素子（それぞれ等辺底面三角形を有する）

のアレイを形成する…。他の方法では、２組の溝を６０度超の角度で互い

に交差させかつ第３の組の溝を他の２つの組のそれぞれと６０度未満の角

度で交差させることによりキャンテッドキューブコーナー素子対応対のア

レイを形成する…。直接機械加工では、典型的には、カッティングツール25 

の連続運動により形成される同一の溝に沿って多数の個別の面が形成され
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る。したがって、そのような個別の面は、成形型製造手順全体にわたりそ

れらのアライメントを保持する。このため、直接機械加工法は、非常に小

さいキューブコーナー素子を精密機械加工する能力を提供する。しかしな

がら、直接機械加工法の欠点として、製造しうるキューブコーナージオメ

トリータイプの設計柔軟性が低減されるので、結果として、全光反射が影5 

響を受ける。 

【０００８】 

層状体を利用する方法では、１つの長手縁上に形成された幾何学的形状

を有する層状体と呼ばれる複数の薄いシート（すなわちプレート）を集成

してマスター成形型を形成する。層状体を利用する方法は、より少数の部10 

品を別々に機械加工するので、ピンバンドリング法よりも一般に労力がか

からない。…しかしながら、ピンバンドリングにより達成しうる設計柔軟

性と比較して、層状体を利用する方法は設計柔軟性が低い。… 

【０００９】 

切頭キューブコーナーアレイの隣接しているキューブコーナー素子の底15 

面縁は、典型的には共面上にある。「完全キューブ」または「好適形状（Ｐ

Ｇ）キューブコーナー素子」として記述される他のキューブコーナー素子

構造体は、典型的には、共面上にない少なくとも２つの非二面縁を有する。

そのような構造体は、典型的には、切頭キューブコーナー素子と比較して

より高い全光反射を呈する。特定のＰＧキューブコーナー素子は、国際公20 

開第００／６０３８５号パンフレットに記載されているように、一連の基

材の直接機械加工により作製しうる。しかしながら、この多段階製造プロ

セスを用いて幾何学的確度を保持するのは困難である。また、得られるＰ

Ｇキューブコーナー素子および／または素子の構成に関して設計上の制約

が顕在化する可能性もある。これとは対照的に、ピンバンドリング法およ25 

び層状体を利用する方法では、さまざまな形状および構成のＰＧキューブ
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コーナー素子の形成が可能である。しかしながら、ピンバンドリング法と

は異なり、層状体を利用する方法は、比較的小さいＰＧキューブコーナー

素子を形成する能力をも有利に提供する。 

【００１０】 

キューブコーナーの対称軸は、３つのキューブ面すべてに対して等角度5 

をなして構造体を三等分するベクトルである。…「前方キャンティング」

または「正のキャンティング」という用語は、１つの底面三角形夾角だけ

を６０°よりも増大させるようにキャンティングされた切頭キューブコー

ナー素子を記述すべく、キューブコーナー技術分野で使用されてきた。逆

に、「後方キャンティング」または「負のキャンティング」という用語は、10 

底面三角形の夾角の２つを６０°よりも増大させるようにキャンティング

されたキューブコーナー素子を記述すべく、キューブコーナー技術分野で

使用されてきた。… 

【００１２】 

方位に対する全光反射（ＴＬＲ）の均一性を改善するための一般的な方15 

法は、たとえば、米国特許第４，２４３，６１８号明細書（ヴァン・アー

ナム（Ｖａｎ Ａｒｎａｍ））、米国特許第４，２０２，６００号明細書、

および米国特許第５，９３６，７７０号明細書（ネステガード（Ｎｅｓｔ

ｅｇａｒｄ）ら）に記載されているように、最終製造時に複数の小さいツ

ール領域を２つ以上の方位でタイリング（すなわち配置）する方法である。20 

タイリングは、目視上好ましくないこともある。さらに、タイリングは、

シートの製造に利用されるツールを作製する際の製造工程数を増大させる。 

【００１３】 

…再帰反射シートの性能はまた、シートの観測角特性または発散プロフ

ァイルに関連する。これは、光源（すなわち、典型的には乗物のヘッドラ25 

イト）に対する再帰反射光の広がりに関係する。キューブコーナーからの



 

92 

 

再帰反射光の広がりは、回折、偏光、非直交性などの効果により支配され

る。この目的のために、米国特許第５，１３８，４８８号明細書…に記載

されているような角度誤差を導入することが一般的である。 

【００１４】 

同様に、欧州特許出願公開第０８４４０５６Ａ１号明細書…の実施例１5 

には、フライカッティング法が記載されている。…それにより、８９．

９°、９０．０°、および９１．０°の３つの異なる頂角を反復パターン

で有する一連の逐次的屋根形突起がシートの一方の縁上に形成された。 

【発明が解決しようとする課題】 

【００１５】 10 

…新しいキューブコーナー光学設計を有する再帰反射シート、ならびに

とくに、改善された性能および／または改善された製造効率に寄与する特

徴を有する再帰反射シートの製造方法が有利であろう。 

【００２４】 

他の態様において、本発明は、好適形状キューブコーナー素子の隣接し15 

ている列の対を有する再帰反射シートを開示する。ここで、列内の隣接し

ている素子は、名目上平行～１°未満非平行の範囲内である少なくとも１

つの二面縁を有し、かつ列の対は、少なくとも２つのタイプの対応対を有

する。 

(2) 【発明を実施するための形態】 20 

【００２９】 

本発明は、キューブコーナー素子を有する１つまたは複数の層状体、層

状体の集成体を有するツール、およびレプリカに関する。本発明はさらに、

再帰反射シートに関する。 

【００３０】 25 

再帰反射シートは、好ましくは、層状体を利用する方法で作製されたマ
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スター成形型から作製される。したがって、層状体（単数または複数）お

よび再帰反射シートのキューブコーナー素子は、少なくとも一部分、好ま

しくは実質的にすべてが、切頭型でない完全キューブである。一態様にお

いて、平面図中の完全キューブ素子の底面は、三角形でない。他の態様に

おいて、完全キューブ素子の非二面縁は、特徴として、すべてが同一平面5 

内にあるわけではない（すなわち、共面上にあるわけではない）。そのよう

なキューブコーナー素子は、好ましくは、「好適形状（ＰＧ）キューブコー

ナー素子」である。 

【００３１】 

ＰＧキューブコーナー素子は、基準平面に沿って延在するキューブコー10 

ナー素子の構造化表面に関連付けて定義しうる。本出願の目的では、ＰＧ

キューブコーナー素子とは、（１）基準平面に対して非平行であり；かつ

（２）隣接しているキューブコーナー素子の隣接している非二面縁に実質

的に平行である；少なくとも１つの非二面縁を有するキューブコーナー素

子を意味する。３つの反射面が長方形（正方形を有する）、台形、または五15 

角形を有するキューブコーナー素子は、ＰＧキューブコーナー素子の例で

ある。ＰＧキューブコーナー素子の定義に関連する「基準平面」とは、一

群の隣接しているキューブコーナー素子または他の幾何学的構造体の近傍

の平面（この平面に沿ってキューブコーナー素子または幾何学的構造体が

配設される）を近似した平面または他の表面を意味する。単一層状体の場20 

合、一群の隣接しているキューブコーナー素子は、単一の列または列の対

よりなる。集成層状体の場合、一群の隣接しているキューブコーナー素子

は、単一層状体および隣接している接触層状体のキューブコーナー素子を

有する。シートの場合、一群の隣接しているキューブコーナー素子は、一

般的には、人間の眼で識別可能な面積（たとえば、好ましくは少なくとも25 

１ｍｍ2）、好ましくはシートの全寸法を覆う。 
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【００３２】 

「照射角」とは、基準軸（すなわち、再帰反射サンプルへの法線ベクト

ル）と入射光軸との間の角度を意味する。 

【００３４】 

層状体（単数または複数）とは、少なくとも２つの層状体を意味する。5 

「層状体」とは、厚さの少なくとも約１０倍（好ましくは、厚さの少なく

とも１００、２００、３００、４００、５００倍）の長さおよび高さを有

する薄肉プレートを意味する。本発明は、なんら特定の寸法の層状体（単

数または複数）に限定されるものではない。再帰反射シートの製造に使用

することが意図される層状体の場合、最適の寸法は、最終設計の光学的要10 

件（たとえば、キューブコーナーの構造）により拘束されうる。一般的に

は、層状体は、０．２５インチ（６．３５ｍｍ）未満、好ましくは０．１

２５インチ（３．１７５ｍｍ）未満の厚さを有する。層状体の厚さは、好

ましくは約０．０２０インチ（０．５０８ｍｍ）未満、より好ましくは約

０．０１０インチ（０．２５４ｍｍ）未満である。典型的には、層状体の15 

厚さは、少なくとも約０．００１インチ（０．０２５４ｍｍ）、より好まし

くは少なくとも約０．００３インチ（０．０７６２ｍｍ）である。層状体

の長さは、約１インチ（２５．４ｍｍ）～約２０インチ（５０．８ｃｍ）

の範囲内であり、典型的には６インチ（１５．２４ｃｍ）未満である。層

状体の高さは、典型的には約０．５インチ（１２．７ｍｍ）～約３インチ20 

（７．６２ｃｍ）の範囲内であり、より典型的には約２インチ（５．０８

ｃｍ）未満である。 

【００３５】 

図１～８に関して、層状体１０は、第１の主面１２および対向する第２

の主面１４を有する。層状体１０はさらに、第１の主面１２と第２の主面25 

１４と間に延在する作用表面１６および対向下端表面１８を有する。層状
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体１０はさらに、第１の端表面２０および対向する第２の端表面２２を有

する。好ましい実施形態では、層状体１０は直方性多面体であり、対向表

面は実質的に平行である。しかしながら、層状体１０の対向表面は平行で

ある必要がないことは理解されよう。 

【００３６】 5 

層状体１０は、その構造体上にデカルト座標系を重ねることにより三次

元空間内で特性付けることができる。第１の基準平面２４は、主面１２と

１４との間の中央に配置される。ｘｚ平面と呼ばれる第１の基準平面２４

は、その法線ベクトルとしてｙ軸を有する。ｘｙ平面と呼ばれる第２の基

準平面２６は、層状体１０の作用表面１６と実質的に共面上に延在し、そ10 

の法線ベクトルとしてｚ軸を有する。ｙｚ平面と呼ばれる第３の基準平面

２８は、第１の端表面２０と第２の端表面２２との間の中央に配置され、

その法線ベクトルとしてｘ軸を有する。明確にするために、本発明に係る

種々の幾何学的属性については、本明細書に明示されるデカルト基準平面

を基準にして記述する。… 15 

【００３７】 

本発明に係る層状体（単数または複数）は、好ましくは、第１の一連の

溝、オプションの第２の一連の溝、および好ましくは第３の主要溝によっ

て形成された面（たとえば主要溝面）を有する（つまり含む）キューブコ

ーナー素子を有する。 20 

【００３８】 

図２～９は、層状体１０の作用表面１６内に複数のキューブコーナー素

子を有する構造化表面を示している。一般的には、少なくとも２つ、好ま

しくは複数の溝３０ａ、３０ｂ、３０ｃなど（一括して３０として参照さ

れる）を含む第１の一連の溝は、層状体１０の作用表面１６内に形成され25 

る。溝３０は、層状体１０の第１の主面１２および作用表面１６と交差す
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る軸に沿ってそれぞれの溝角頂３３およびそれぞれの第１の基準縁３６が

延在するように形成される。層状体１０の作用表面１６は不変（すなわち

非構造化）状態に保持された部分を含んでいてもよいが、作用表面１６は

非構造化表面部分を実質的に含まないことが好ましい。 

【００４０】 5 

本明細書中で使用する場合、「一連の溝」という用語は、一連の溝中の隣

接している溝に対して名目上平行～１°以内の角度で非平行の範囲内であ

る層状体１０の作用表面１６内に形成された溝を意味する。本明細書中で

使用する場合、「隣接している溝」とは、名目上平行または１°以内の角度

で非平行である最近接溝を意味する。その代わりにまたはそれに加えて、10 

一連の溝の溝は、後述されるように特定の基準平面に対して名目上平行～

１°以内の角度で非平行の範囲内でありうる。したがって、個別の溝およ

び／または一連の溝の溝に関連する各特徴（たとえば、垂直、角度など）

は、上述した潜在的偏差度を有することは理解されよう。名目上平行溝と

は、意図的変化が溝形成機の精度の範囲内で導入されない溝である。一連15 

の溝の溝は、さらに詳細に後述されるように、夾角誤差および／またはス

キュー角および／またはインクリネーション角のような複数の非直交性

（ＭＮＯ）を導入する目的で小さい意図的変化をも有しうる。 

【００４１】 

図３～９について説明する。第１の一連の溝は、溝角頂３３ｂ、３３ｃ、20 

３３ｄなど（一括して３３として参照される）で交差する第１の溝表面３

２ａ、３２ｂ、３２ｃなど（一括して３２として参照される）と第２の溝

表面３４ｂ、３４ｃ、３４ｄなど（一括して３４として参照される）とを

画定している溝３０ａ、３０ｂ、３０ｃなど（参照番号３０により一括し

て参照される）を含む。層状体の縁において、溝形成操作により単一溝表25 

面３２ａを形成しうる。 
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【００４３】 

また、これらの第１および第２の一連の溝はいずれも、本明細書中で

「側方溝」として参照されることもある。…側方溝とは、溝（単数または

複数）が、それらのそれぞれの方向ベクトルについて、一連の側方溝の隣

接している側方溝に対して名目上平行～１°以内の角度で非平行の範囲内5 

である一連の溝を意味する。その代わりにまたはそれに加えて、側方溝と

は、基準平面２８に対して名目上平行～基準平面２８に対して１°以内の

角度で非平行の範囲内である溝を意味する。側方溝は、典型的には、平面

図中において基準平面２４に垂直～上述した偏差度である。側方溝が名目

上平行であるかまたは１°以内の角度で非平行であるかに依存して、複製10 

される集成マスター中の個別素子は、顕微鏡を用いてまたは干渉計で側方

溝の二面角もしくは平行度を測定することにより調べた場合、平面図中に

おいて典型的には台形、長方形、平行四辺形、および五角形、さらには六

角形の形状を有する。好適な干渉計については後述する。 

【００４４】 15 

素子の第３の面は欧州特許出願公開第０８４４０５６Ａ１号明細書…に

記載されているように作用表面１２または１４を有しうるが、層状体は、

好ましくは、実質的に層状体の全長に延在する主要溝面５０を有する。第

３の面が層状体の作用表面（すなわち１２もしくは１４）であるかまたは

主要溝面であるかに関係なく、列内の各素子の第３の面は、好ましくは、20 

共通平面を共有する。図５～６および８～９について説明する。主要溝面

５０は、面３２、３４、４０、および４２に名目上垂直～１°以内非垂直

の範囲内である。主要溝面５０の形成の結果として、層状体上に３つの垂

直またはほぼ垂直な光学面を有する複数のキューブコーナー素子を有する

構造化表面が得られる。単一層状体は、単一主要溝面、両サイドの１対の25 

溝面、および／または１対の主要溝面を同時に提供する作用表面１６と基



 

98 

 

準平面２４との交線に沿った主要溝を有しうる（たとえば図４）。主要溝は、

好ましくは、基準平面２６に１°以内で平行である。 

【００４６】 

一連の溝の形成後、作用表面１６は微細構造化される。…キューブコー

ナー素子の横方向寸法は、好ましくは０．０２０インチ（０．５０８ｍｍ）5 

未満、より好ましくは、０．００７インチ（０．１７７８ｍｍ）未満であ

る。…微細構造体は、約０．００１インチ（０．０２５４ｍｍ）～０．０

１０インチ（０．２５４ｍｍ）の範囲内の平均高さを有するが、０．００

４インチ（０．１０１６ｍｍ）未満の高さが最も典型的である。さらに、

キューブコーナー微細構造体の横方向寸法は、典型的には、少なくとも０．10 

０００５インチ（０．０１２７ｍｍ）である。… 

【００５２】 

キャントの方向を特性付けるために、ｘｙ平面内への対称軸の投影を他

の選択肢として使用することが可能である。対称軸は、３つのキューブコ

ーナー面を三等分してこれらの３つの面のそれぞれと等角度をなすベクト15 

ルとして定義される。図１０ａ～１０ｃは、それぞれ、後方にだけキャン

ティングされた、側方にだけキャンティングされた、および前方にだけキ

ャンティングされた３つの異なるキューブコーナー形状を平面図で示して

いる。これらの図では、キューブの峰はページ面から飛び出しており、ｘ

ｙ平面内への対称軸の投影（キューブの峰からページ面に及ぶ）は、矢印20 

により示されている。アライメント角は、平面図中のキューブの面にほぼ

直角な二面縁１１（たとえば二面角２－３）からこの図中で反時計回りに

測定される。側方キャンティングの不在下で後方キャンティングする場合、

アライメント角は０度であり、一方、側方キャンティングの不在下で前方

キャンティングする場合、アライメント角は１８０度である。前方キャン25 

ティングも後方キャンティングも不在の状態で側方キャンティングされた
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キューブでは、アライメント角は９０°（図１０ｂに示されるとおり）ま

たは２７０°のいずれかである。アライメント角は、対称軸の投影が右方

向を指す場合（図１０ｂ）には９０°であり、対称軸の投影が左方向を指

す場合には２７０°である。 

【００５５】 5 

図１１は、キューブが前方キャンティングされた層状体を示しており、

一方、図１２は、キューブが後方キャンティングされた層状体を示してい

る。このようにキャンティングされるキューブ設計の結果として、単一タ

イプの対応対向キューブ対が得られる。面６４ａおよび６２ｂを有する図

１１のキューブ５４ａは、面６４ｂおよび６２ｃを有するキューブ５４ｂ10 

と同一であり、これは、面６４ｃおよび６２ｄを有するキューブ５４ｃと

同一であり、以下同様である。したがって、同一の列内のキューブはすべ

て同一であり、列は基準平面２４に平行である。キューブ５４ａは、面６

６ｅおよび６８ｄを有するキューブ５６ａとの対応対向対である。さらに、

キューブ５４ｂは、キューブ５６ｂとの対応対向対である。同様に、キュ15 

ーブ５４ｃは、５６ｃキューブとの対応対向対である。同様に、図１２の

キューブ５７は、キューブ５８との対応対向対である。対応対は、構造化

表面の平面に垂直な軸を中心に第１のキューブを１８０°回転させること

により第２のキューブに重ね合わせることのできるキューブを生じる場合

に得られる。対応対は、必ずしも一群のキューブコーナー素子内で直接隣20 

接している必要もなければ接触している必要もない。対応対は、典型的に

は、反対向きで照射角の正または負の変化に対して対称な再帰反射性能を

提供する。    

【００７３】 

他の選択肢としてまたは先に記載した特徴に加えて、他の実施形態では、25 

本発明は、側方溝（側方溝は「スキュー角」および／または「インクリネ
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ーション角」を有する）を含んでなる、個別層状体と、集成層状体を有す

るマスターツールと、再帰反射レプリカなどのそのレプリカと、に関する。

スキュー角および／またはインクリネーション角は、さまざまな制御され

た二面角誤差または複数の非直交性（ＭＮＯ）を有するキューブを提供す

るので、完成品の発散プロファイルを改善する。本明細書中で使用する場5 

合、「スキュー角」とは、基準平面２８に対する平行からの偏差を意味する。 

【００７４】 

図２１は、スキュー角を有する溝を有する１列のキューブコーナー素子

を有する単一層状体の誇張された例を平面図で示している。側方溝８０ａ

および８０ｂは正のスキュー角で、８０ｃおよび８０ｅはスキュー角なし10 

で、そして溝８０ｄは負のスキュー角でカットされている。…キューブコ

ーナーは、一般に、３つのキューブ面の交線に帰属される３つの二面角を

有する。９０°からのこれらの角度の偏差は、一般に二面角誤差と呼ばれ、

二面角１－２、二面角１－３、および二面角２－３により示されうる。１

つの命名規約では、図２２に示されるように、キューブ二面角１－３は、15 

溝表面８２と主要溝面５０との交差により形成され、キューブ二面角１－

２は、溝表面８４と主要溝面５０との交差により形成され、そしてキュー

ブ二面角２－３は、溝表面８４と溝表面８２との交差により形成される。

他の選択肢として、第３の面が主要溝面ではなく作用表面１２または１４

である場合、同一の命名規約を利用しうる。所与の溝に対して、正のスキ20 

ュー角（８０ａ、８０ｂ）では、二面角１－３が減少し、二面角１－２が

増加し、一方、負のスキュー角では、二面角１－３が増加し、二面角１－

２が減少する。 

【００７６】 

他の選択肢としてまたは先に記載した特徴に加えて、側方溝は、正のま25 

たは負のインクリネーション角を有しうる。「インクリネーション角」とは、
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名目上直交傾き（すなわち、主要溝表面に垂直なベクトルの傾き）からの

特定の側方溝の基準平面２８内の傾きの偏差を意味する。側方溝の方向は、

前記溝の角頂にアライメントされたベクトルにより画定される。直交傾き

は、ゼロに等しいスキュー角で溝の角頂９０が溝面５０の法線ベクトル

（溝面５０に垂直）に平行であるときの傾きとして定義される。１つの利5 

用可能な命名規約によれば、正のインクリネーション角９２では、所与の

側方溝について、二面角１－３および二面角１－２が両方ともを減少し、

一方、負のインクリネーション角９４では、二面角１－３および二面角１

－２が両方とも増大する。 

【００７７】 10 

機械加工時にスキュー角および／またはインクリネーション角を組み合

わせると、所与の層状体上のキューブコーナー素子の二面角誤差を変化さ

せるうえで有意な柔軟性が提供される。…側方溝をカットするために使用

されるツール（たとえばダイヤモンド）を変更することなく個別層状体の

機械加工時にスキュー角および／またはインクリネーション角を導入する15 

ことができるので、スキュー角および／またはインクリネーション角を使

用すれば顕著な利点が得られる。ツール変更後に正確に角度を設定するに

は典型的には数時間を要する可能性があるので、これにより機械加工時間

を著しく削減することができる。さらに、スキュー角および／またはイン

クリネーション角を用いて、二面角１－２および二面角１－３を反対に変20 

化させることが可能である。「反対に変化させる」とは、本明細書中で使用

する場合、層状体上の所与のキューブコーナー内に大きさおよび／または

符号の異なる二面角１－２および１－３誤差（９０°との差）を意図的に

提供することとして定義される。大きさの差は、典型的には少なくとも１

／４分、より好ましくは少なくとも１／２分、最も好ましくは少なくとも25 

１分の角度である。したがって、溝は、名目上平行超の量だけ非平行であ
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る。さらに、スキュー角および／またはインクリネーション角は、大きさ

が約１°（すなわち６０分の角度）以下になるようにする。さらに、（たと

えばサイド）溝は、単一層状体に沿ってスキュー角および／またはインク

リネーション角を有する多種多様な成分を有しうる。 

【００８１】 5 

５つの逐次的溝の主要溝半角誤差が＋２、＋４、＋６、＋８、および＋

１０分の角度である７．４７度後方キャンティングされた５つの異なるキ

ューブ（たとえば図１２）の反射スポット図を図２４に示す。この例では、

側方溝の半角誤差はゼロ（二面角２－３＝０）であり、スキュー角および

インクリネーション角についても同様である。側方溝夾角はすべて９０°10 

である。図２４中の鉛直軸および水平軸は、それぞれ、基準平面２８およ

び２４に対応する。主要溝面の傾きの変化は主に鉛直軸および水平軸に沿

って位置する反射スポットを生じることに留意されたい。 

【００８２】 

図２４の作成に使用したのと同一の誤差で、主要溝半角誤差の関数とし15 

ての二面角誤差を表３に示す。二面角１－２および二面角１－３は、同一

の大きさおよび符号を有するので、反対に変化しないことに留意されたい。 

【００８３】 

【表３】 

【００８４】 20 

－２０、－１５、－１０、－５、および０分の角度の二面角２－３誤差

を有する同一タイプの後方キャンテッドキューブの反射スポット図を図２

５に示す。この例では、主要溝の半角誤差はゼロ（二面角１－３＝二面角

１－２＝０）であり、スキュー角およびインクリネーション角についても

同様である。先に述べたように、側方溝の半角変化を用いて、二面角２－25 

３誤差を生成することが可能である。二面角２－３誤差により、主に水平
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軸に沿って位置する反射スポットが得られる。 

【００８５】 

図２６は、図２４～２５に対して記載したのと同一タイプの後方キャン

テッドキューブで主要溝半角誤差を側方溝の半角変化と組み合わせること

により得られた反射スポット図を示している。この例では、主要溝半角誤5 

差は１０分の角度であり、一方、二面角２－３誤差は、層状体上の４つの

異なる隣接しているキューブに対して、それぞれ、０、２、４、および６

分の角度である。＋３分の角度の一定夾角誤差を用いて、表４に示される

ような対向半角誤差を有するこれらの側方溝を作製することが可能である。

反射スポットは、この場合にも、主に鉛直軸および水平軸に沿って位置し、10 

二面角２－３に対する値がゼロでないことに基づいて水平平面内にいくら

かの広がりを有する。全体的に、反射スポット図は局所化されて不均一で

ある。 

【００８６】 

図２６の作成に使用した誤差で、主要溝半角誤差の関数としての二面角15 

誤差を表４に示す。二面角１－２および二面角１－３は、同一の大きさお

よび符号を有するので、反対に変化しない（すなわち、実質的に反対に変

化していることはない）ことに留意されたい。所与のキューブコーナーが

２つの隣接している側方溝および好ましくは主要溝表面により形成される

ことに留意されたい。図２２中の上側側方溝は二面角１－３を形成し、一20 

方、下側側方溝は二面角１－２を形成する。上側および下側側方溝の交差

は二面角２－３を形成する。側方溝夾角は、隣接しているキューブを形成

する溝の上側および下側半角誤差の合計である（たとえば、表４に関して、

全夾角は＋３分の角度であり、第１のキューブの上側半角に隣接している

キューブの下側半角を加えることにより得られる）。 25 

【００８７】 
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【表４】 

【００８８】 

以上の例（すなわち、図２４～２６）は、さまざまな半角誤差を有する

後方キャンテッドキューブに対するものであった。同様にして、前方キャ

ンテッドキューブが定性的に類似の反射スポット図（すなわち、とくに水5 

平軸および鉛直軸に沿って局所化されたスポットを有する実質的に不均一

な反射スポット図）を有することを示すことができる。前方キャンテッド

キューブの二面角１－２および二面角１－３もまた、同一の大きさおよび

符号を有するので、実質的に反対に変化しない。キューブコーナー型再帰

反射シートの使用を考慮すると、局在化された不均一なスポット図（たと10 

えば、図２４～２６）は一般的には望ましくないことは明らかである。シ

ートは、背景色としてもさらにはいくつかの場合には切抜き文字としても、

多種多様な方位で標識上に配置することが可能である。さらに、標識は、

典型的には、道路の右側、左側、または上に位置決めすることが可能であ

る。人目を引くために再帰反射シートで標示された乗物の場合、目視者に15 

対する乗物の位置は絶えず変化している。乗物の左右両方のヘッドライト

により再帰反射標的が照明され、運転者の位置は、これらのヘッドライト

とはかなり異なる（さまざまな観測角および提示角）。運転者がヘッドライ

トの真上にくるオートバイのような乗物が一般に使用される。最後に、目

視形状を画定している関連角度はすべて、運転者／観測者と再帰反射シー20 

トまたは標的との距離と共に変化する。これらの因子をすべて考慮すれば、

反射スポットの比較的均一な広がりが再帰反射シートにきわめて望ましい

ことは明らかである。反対に変化している二面角１－２および二面角１－

３を含めて広範囲の二面角誤差を容易に導入できる柔軟性のおかげで、ス

キュー角および／またはインクリネーション角を利用して比較的均一なス25 

ポット反射図を提供することが可能である。 
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【００８９】 

図２７は、図２４～２６で使用したのと同一の後方キャンテッドキュー

ブを有する単一層状体でインクリネーション角だけ変化させて得られる反

射スポット図を示している。側方溝の半角誤差は、各サイドで＋１．５分

の角度であり（二面角２－３および側方溝の角度誤差は＋３分の角度であ5 

る）、主要溝誤差は、ゼロである。スキュー角は、この例では＋７分の角度

で一定である。インクリネーション角は、４つの溝ごとに反復パターンで

変化している（すなわち、２つの溝で＋５分の角度、次に、２つの溝で－

１分の角度）。スポットパターンは、図２４～２６と比較して半径方向（観

測方向）にも円周方向（表示方向）にもかなり均一に分布している。 10 

【００９０】 

さまざまなインクリネーション角を有するこの例の二面角誤差を表５に

示す。インクリネーション角（分の角度）の機械加工の順序は、反復パタ

ーンで、－１、＋５、＋５、－１である。たとえば、キューブｎｏ．１に

関して、第１の側方溝は、－１のインクリネーション角を有し、第２の側15 

方溝は、＋５のインクリネーション角を有する。二面角１－２および二面

角１－３は、異なる大きさ（二面角誤差の絶対値は等しくない）および符

号で反対に変化していることに留意されたい。 

【００９１】 

【表５】 20 

【００９２】 

図２８は、スキュー角がすべての側方溝に対して＋７分の角度の代わり

に－７分の角度である以外は図２７のときと同一の形状から得られる反射

スポット図を示している。スポット図は、この場合にも、図２４～２６と

比較して均一に分布し、さらに図２７に示されるスポット図と相補的であ25 

る。さまざまなインクリネーション角を有するこの例の二面角誤差を表６
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に示す。この場合にも、二面角１－２および二面角１－３が反対に変化し、

大きさおよび／または符号の両方が異なることに留意されたい。スキュー

角の符号の変化により、表５と比較して、二面角１－２および１－３の大

きさおよび符号が切り換った。 

【００９３】 5 

【表６】 

【００９４】 

２つの以上の例の正のスキュー角および負のスキュー角を組み合わせる

ことが可能であり、これにより図２９のスポット図が得られる。この組合

せは、＋７分の角度のスキュー角を持たせて層状体の半分を機械加工し、10 

－７分の角度のスキュー角を持たせて残りの半分を機械加工することによ

り、達成しうる。他の選択肢として、正のスキュー角および負のスキュー

角を各層状体内で組み合わせれば、所与の層状体内でスキュー角とインク

リネーション角の両方を同時に変化させることが可能になる。後者の場合、

正のスキュー角領域と負のスキュー角領域との境界に位置決めされたキュ15 

ーブから少数の他の反射スポットが得られるであろう。スポット図は、図

２７および２８のスポット図の組合せから得られるので、図２４～２６と

比較してとくに均一に分布する。表５および６に示される二面角誤差の組

合せは、このスポット図に関連付けられ、二面角１－２および二面角１－

３は、対立して大きさおよび符号が変化している。 20 

【００９５】 

図３０は、７．４７°前方キャンティングされたキューブであること以

外は図２９のときと同一の半角誤差、スキュー角、およびインクリネーシ

ョン角を示す。スポット図は、同様に均一に分布するが、図２９の後方キ

ャンテッドスポット図とわずかに異なる。このスポット図に関連付けられ25 

る二面角誤差を表７にまとめる。この場合にも、二面角１－２および二面
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角１－３は、反対に変化し、二面角１－２および二面角１－３の大きさお

よび／または符号が異なる少なくとも１つのキューブが含まれる。 

【００９６】 

【表７】 

【００９７】 5 

均一に分布したスポット図を提供すべく、同一のスキュー角およびイン

クリネーション角の組合せを側方キャンテッドキューブコーナーと組み合

わせて有利に利用することも可能である。側方キャンテッドキューブは、

先に論述したように、同一の列内に２つの異なるキューブ方位を有する。

好ましくは、種々の照射角と方位角との組合せで均一な性能を得るために、10 

所与の列内の両方のタイプのキューブ（たとえば、アルファ（α）および

ベータ（β））に等しくスキュー角および／またはインクリネーション角の

組合せを適用するように注意すべきである。スキュー角およびインクリネ

ーション角を利用する６．０３°側方キャンティングされたキューブの反

射スポット図（図６、アライメント角９０°または２７０°）を図３１に15 

示す。＋７および－７分の角度のスキュー角と－１および５分の角度のイ

ンクリネーション角との同一の組合せを、アルファ（α）およびベータ

（β）キューブの両方に等しく適用した。側方溝の半角誤差は、各サイド

で＋１．５分の角度であり（二面角２－３および側方溝の角度誤差は＋３

分の角度である）、主要溝誤差は、ゼロである。スポット図は、観測角およ20 

び提示角に関して非常に均一に分布する。このスポット図に関連付けられ

る二面角誤差を表８にまとめる。この場合にも、二面角１－２および二面

角１－３は、反対に変化し、二面角１－２および二面角１－３の大きさお

よび／または符号が異なる少なくとも１つのキューブが含まれる。 

【００９８】 25 

【表８】 
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【００９９】 

表５～８の例示的なキューブコーナー素子の特徴は、３つの二面角誤差

（二面角誤差は互いに異なる）を有する少なくとも１つ、典型的には複数

のＰＧキューブコーナー素子が列内に形成されることである。他の特徴は、

二面角誤差（したがって、スキュー角および／またはインクリネーション5 

角）が層状体または隣接しているキューブコーナー素子の列全体にわたり

反復パターンで配置されることである。さらに、隣接している層状体また

は列は、好ましくは、ｚ軸を中心に１８０°回転させて層状体の対または

列の対を形成すること以外は、光学的に同等である。 

【０１０４】 10 

Ｖ字形溝は、各溝を高精度で形成することのできるダイヤモンドツール

機械を用いて形成される。…そのような機械は、典型的にはレーザー干渉

計位置決めデバイスを含む。…好適な顕微干渉計は、ザイゴ・コーポレー

ション（Ｚｙｇｏ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）…から商業的に入手可能で

ある。… 15 

【０１１６】 

再帰反射シートの作製方法に関係なく、しかもマスターツールが層状体

法または他の方法から誘導されたかに関係なく、本発明に係るシートは、

先に記載したように顕微鏡または干渉計を用いてシートを調べることによ

り検出することのできる特定のユニークな光学的特徴を有する。さらに、20 

再帰反射シートは、層状体（単数または複数）に対して先に記載した特徴

のいずれか１つまたは組合せを含む。 

【０１１８】 

他の選択肢としてまたはそれと組み合わせて、再帰反射シートは、列内

またはアレイ内の素子の少なくとも一部分が優位に側方キャンティングさ25 

れかつ素子が平面図中で素子の列に実質的に垂直な二面縁に対して４５°
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～１３５°のアライメント角および／または２２５°～３１５°のアライ

メント角を有する、キューブコーナー素子（たとえばＰＧキューブコーナ

ー素子）の列またはアレイを有する。好ましい実施形態では、再帰反射シ

ートは、これらの各アライメント角を有してキューブコーナー素子の列ま

たはキューブコーナー素子を有するアレイを有する。そのようなアレイは、5 

優位に前方キャンティングされたキューブコーナー素子も優位に後方キャ

ンティングされたキューブコーナー素子も実質的に含まない。優位に側方

キャンティングされたキューブコーナー素子を有する再帰反射シートは、

層状体に関して先に記載した特性のいずれかをさらに有しうる。 

【０１２４】 10 

実施例１Ａおよび１Ｂ 

先に引用した２００３年３月６日出願の米国特許出願第１０／３８３０

３９号明細書に記載されているように、個別層状体中に溝を形成し、個別

層状体を集成し、そして微細構造化表面を複製した。米国特許出願第１０

／３８３０３９号は、本出願が優先権を請求する仮特許出願特許出願第６15 

０／４５２４６４号と同時に出願された。機械加工された層状体はすべて、

図６および７に示された形状を有し、側方溝の半角誤差、スキュー角、お

よびインクリネーション角の変化に基づくわずかな変化を有していた。層

状体厚さは０．００７５インチ（０．１９０５ｍｍ）であり、側方溝間隔

は、直前に記載のわずかな変化を除いて０．００５６２５インチ（０．１20 

４２８ｍｍ）であった。８つのキューブの反復パターンを各層状体上に逐

次的に形成した。以下に記載の表１０～１４に示されるように、側方溝の

半角誤差、スキュー角、およびインクリネーション角を変化させることに

より、このキューブ反復パターンを形成した。表中の各列は、個別側方溝

の機械加工時に使用したパラメーターを規定している。図２２に規定され25 

ているキューブコーナー二面角誤差は、各キューブを形成する主要溝表面
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と交差する２つの隣接している側方溝により形成される。したがって、二

面角誤差を画定している列は、それらの隣接している側方溝を明確にすべ

く、表中で位置をずらして配置されている。 

【０１４４】 

【表１２】 5 

２ 争点１－１（構成要件１－Ａの充足性）及び１－９（構成要件１－Ｄの充足

性）について 

(1) 構成要件１－Ａ及び１－Ｄの「物品」の意義について 

ア 被告は、構成要件１－Ａ及び１－Ｄの「物品」は、「キューブコーナー素

子を有する層状体、層状体のアセンブリーを有するツール、およびその複10 

製物（とくに再帰反射シート）」の物品に限定されると主張する。 

イ そこで検討すると、本件発明１は、物の発明であるところ、本件発明１

に係る特許請求の範囲には、この「物品」が特定の製造方法によるものに

限定される旨の記載はない。 

そして、本件明細書の【０００５】ないし【０００８】には、キューブ15 

コーナー型再帰反射シートの製造に用いられるマスター成形型を作製する

方法として、層状体を利用する方法以外に、ピンバンドリング法、直接機

械加工法が存在することが記載されているから、層状体を用いて二面角誤

差を有するキューブコーナー型再帰反射シートを製造することは、その方

法の一例として挙げられているにすぎないと理解することができる。 20 

ウ したがって、構成要件１－Ａ及び１－Ｄの「物品」が、「キューブコーナ

ー素子を有する層状体、層状体のアセンブリーを有するツール、およびそ

の複製物（とくに再帰反射シート）」に限定されると解することはできない。 

(2) あてはめ 

被告製品が少なくとも「六角形型のフルキューブコーナーの形状をしたプ25 

リズムを有する」「再帰反射シート」であることは当事者間に争いがないとこ
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ろ、これは構成要件１－Ａ及び１－Ｄの「物品」に当たるといえる。 

したがって、被告製品は、構成要件１－Ａ及び１－Ｄをいずれも充足する

と認められる。 

３ 争点１－２（構成要件１－Ｂ１の充足性）ないし１－４（構成要件１－Ｂ３

の充足性）について 5 

(1) 「基準平面」の意義について 

本件発明１に係る特許請求の範囲において、「基準平面とはキューブコーナ

ー素子が配設されている平面を意味」するものであると定義されている（構

成要件１－Ｂ３）。 

また、本件明細書の【００３１】には、「ＰＧキューブコーナー素子とは、10 

（１）基準平面に対して非平行であり；かつ（２）隣接しているキューブコ

ーナー素子の隣接している非二面縁に実質的に平行である；少なくとも１つ

の非二面縁を有するキューブコーナー素子を意味する。」と記載されていると

ころ、このキューブコーナー素子が備える特徴は、構成要件１－Ｂ１及び１

－Ｂ２と同一であるから、本件発明１に係るキューブコーナー素子は、当該15 

段落記載の「ＰＧキューブコーナー素子」に該当するものといえる。そうす

ると、当該段落の「「基準平面」とは、一群の隣接しているキューブコーナー

素子または他の幾何学的構造体の近傍の平面（この平面に沿ってキューブコ

ーナー素子または幾何学的構造体が配設される）を近似した平面または他の

表面を意味する」ものであるとの記載も、本件発明１に係るキューブコーナ20 

ー素子について説明したものであると認められる。 

本件発明１の特許請求の範囲に加え、本件明細書のこれらの記載に照らせ

ば、キューブコーナー素子が平面状に設けられているような場合には、基準

平面とは、当該キューブコーナー素子が並べられている平面を意味すると解

するのが相当である。 25 

(2) 「非二面縁」の意義について 
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本件明細書の【００５２】における「アライメント角は、平面図中のキュ

ーブの面にほぼ直角な二面縁１１（たとえば二面角２－３）からこの図中で

反時計回りに測定される。」との記載及び【図１０ａ】ないし【図１０ｃ】に

照らせば、「二面縁」とは、キューブコーナー素子の反射面である三つのキュ

ーブの面がそれぞれ交わる線を意味すると理解できる。 5 

そして、キューブコーナー素子の構造上、反射面の縁には反射面同士が接

する縁とそれ以外の縁の２種類があることは明らかであるから、「非二面縁」

とは後者、すなわち、反射面の縁のうち、反射面同士が接する縁以外の縁を

意味するものと解するのが相当である。 

(3) 「実質的に平行」の意義について 10 

「平行」の一般的な字義は、「一平面上の二直線、または直線と平面、ある

いは平面と平面とが、どこまで延長しても交わらないこと。」であると認めら

れる（乙１３）。 

この点に関し、被告は、隣接している部材が一つの線（縁）を共有してい

ることを「平行」と解釈する余地はないと主張する。しかし、一つの線に共15 

有されている二つの縁は、どこまで延長しても交わらないから、実質的に互

いに平行な関係にあるといえる。 

したがって、「実質的に平行」には、隣接している部材が一つの線（縁）を

共有している場合も含まれると解するのが相当である。 

(4) あてはめ 20 

ア 前提事実(6)アのとおり、被告製品は、プリズム層の下層に、支柱部及び

空気層を介して合成樹脂層を備えることが認められる。 

このように、被告製品においては、プリズム層と合成樹脂層が全面にわ

たって直接接触しているとはいえないものの、プリズム層が合成樹脂層の

上部に位置するという関係にあると認められるから、平面である合成樹脂25 

層の上にキューブコーナー素子が並べられているということができる。 
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この点に関し、被告は、被告製品がロール状で出荷されている旨を指摘

するが、被告製品のカタログにおいて、被告製品を平面状にした拡大図や、

平面で構成された標識への使用例が掲載されていることが認められるから

（甲８）、通常の使用態様としてシート状にすることが予定されているとい

える。 5 

したがって、「基準平面」である合成樹脂層の上にキューブコーナー素子

が配設されているといえる。 

イ また、前提事実(6)ア及びイのとおり、被告プリズムは、完全キューブコ

ーナー素子であって、電子顕微鏡で撮影された構造からしても、隣接して

いる被告プリズム同士が共有している非二面縁は、基準平面である合成樹10 

脂層に対して非平行であり、かつ、当該非二面縁に実質的に平行であると

いえる。 

ウ したがって、被告製品は、構成要件１－Ｂ１ないし１－Ｂ３をいずれも

充足すると認められる。 

４ 争点１－５（構成要件１－Ｃ１の充足性）ないし１－８（構成要件１－Ｃ４15 

の充足性）について 

(1) 「１－２二面角誤差」及び「１－３二面角誤差」の意義について 

ア 本件発明１の特許請求の範囲において、「二面角誤差」は「キューブコー

ナー素子の二面角の９０度から偏差」と定義されている（構成要件１－Ｃ

２）。 20 

そして、本件明細書の【００７４】の「キューブコーナーは、一般に、

３つのキューブ面の交線に帰属される３つの二面角を有する。９０°から

のこれらの角度の偏差は、一般に二面角誤差と呼ばれ」と記載されている。 

これらの記載に照らせば、「二面角誤差」とは、キューブコーナー素子を

構成する三つの反射面のうち、選択された二つの反射面が成す角における25 

９０度からの偏差を意味するものと理解できる。 
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イ 前記アのとおり、本件明細書の【００７４】には、三つの反射面を有す

るキューブコーナー素子を前提とした上で、「９０°からのこれらの角度の

偏差は、一般に二面角誤差と呼ばれ、二面角１－２、二面角１－３、およ

び二面角２－３により示されうる。」との記載があり、この記載に照らせば、

「１－２二面角」及び「１－３二面角」とは、キューブコーナー素子を構5 

成する三つの反射面を、「１」、「２」及び「３」とそれぞれ特定した場合に、

「１」と「２」の反射面が成す角及び「１」と「３」の反射面が成す角を、

それぞれ意味するものと理解できる。 

また、本件明細書の【００７４】には、「１つの命名規約では、図２２に

示されるように、キューブ二面角１－３は、溝表面８２と主要溝面５０と10 

の交差により形成され、キューブ二面角１－２は、溝表面８４と主要溝面

５０との交差により形成され、そしてキューブ二面角２－３は、溝表面８

４と溝表面８２との交差により形成される。」と記載されているところ、本

件明細書において、他の「命名規約」は何ら示されていないことからする

と、本件発明１の「１－２二面角」は、「溝表面８４と主要溝面５０との交15 

差により形成され」るものであり、「１－３二面角」は、「溝表面８２と主

要溝面５０との交差により形成され」るものと理解できる。 

そして、本件明細書の【００７４】が引用する【図２２】を参酌すると、

溝表面８４は、主要溝面５０から時計回りの方向の位置でこれと接する反

射面、溝表面８２は、主要溝面５０から反時計回りの方向の位置でこれと20 

接する反射面をそれぞれ意味するものと解するのが相当である。 

ウ 被告は、本件発明１の「二面角誤差」は、本件明細書の【００７３】、

【００７４】、【００７７】、【００８１】ないし【００９９】の記載等に照

らせば、「スキュー角又はインクリネーション角に起因する二面角誤差」に

限定されると主張する。 25 

しかし、本件発明１に係る特許請求の範囲には、「二面角誤差」が「スキ
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ュー角又はインクリネーション角に起因する」ものに限定される旨の記載

はなく、「スキュー角又はインクリネーション角」を有する構成は、本件発

明１の実施形態の一例にすぎないと解するのが相当である。 

したがって、被告の上記主張を採用することはできない。 

エ 以上によれば、「１－２二面角誤差」は、主要溝面と主要溝面から時計回5 

りの方向の位置でこれと接する反射面との交差により形成される「１－２

二面角」における９０度からの偏差を意味し、「１－３二面角誤差」は主要

溝面と主要溝面から反時計回りの方向の位置でこれと接する反射面との交

差により形成される「１－３二面角」における９０度からの偏差を意味す

るものと解される。 10 

(2) 被告プリズムにおける「１－２二面角」及び「１－３二面角」について 

原告らは、本件データにおける「２－３／５－６二面角」（面ａと面ｃで形

成する二面角）、「１－２／４－５二面角」（面ａと面ｂで形成する二面角）、

及び「３－４／６－１二面角」（面ｂと面ｃで形成する二面角）が、本件明細

書記載の「１－２二面角」、「１－３二面角」及び「２－３二面角」にそれぞ15 

れ対応すると主張する。 

そこで検討すると、前記(1)のとおり、被告プリズムにおける「１－２二面

角」及び「１－３二面角」を特定するためには、被告プリズムを構成する三

つの反射面のうち、どの反射面が主要溝面に当たるのかを特定する必要があ

る。しかし、本件分析報告書においても、「反射面ａが本特許の図２２に示さ20 

れる構成における主要溝面５０であると想定した場合」（甲１５。日本語訳１

１頁）と記載されているにとどまり、反射面ａを主要溝面と特定した根拠は

何ら記載されておらず、本件全証拠によっても、被告プリズムにおけるどの

反射面が主要溝面に当たるのかを認定することはできない。 

したがって、本件データにおける「２－３／５－６二面角」、「１－２／４25 

－５二面角」及び「３－４／６－１二面角」のいずれが「１－２二面角」及
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び「１－３二面角」に対応するのかについての立証はされていないというべ

きである。 

(3) 被告プリズムにおける二面角誤差の存否及びその具体的な値について 

ア 本件分析報告書記載の分析結果に基づく主張について 

原告らは、本件分析報告書記載の分析結果に基づき、被告製品を構成す5 

る複数の被告プリズムについて、構成要件１－Ｃ１ないし１－Ｃ４が規定

する二面角誤差を有すると主張するので、以下、当該分析結果の信用性に

ついて検討する。 

(ｱ) 本件分析報告書における二面角誤差の測定方法について 

ａ 基礎となる原理（甲２８、３２） 10 

キューブコーナー素子における再帰反射の原理から、キューブコー

ナー素子を正面視して、各反射面を２分割し、反射面全体を６つのセ

クタ（領域）に分けたとき、あるセクタに最初に入射して反射された

光は、当該セクタに二面縁により隣接する他の面で二度目の反射をし、

次に、最初に入射したセクタに対面するセクタで三度目の反射をして15 

出射されるとの規則性を有する。例えば、別紙キューブコーナー素子

図面目録記載の図において、セクタ２に入射した光は、セクタ２で反

射した後、セクタ３で二度目の反射をし、セクタ５で三度目の反射を

して出射される。 

また、同一の光源から光を射出し、参照平面に到達して反射する光20 

とキューブコーナー素子の各セクタに到達して反射する光とを重ね合

わせ、これらの二つの反射光の位相のずれにより、重ね合わせた光の

振幅が変化し、光の強弱が生じることで形成される縞状の干渉像を利

用して、反射面間の二面角誤差（面１と面２、面１と面３及び面２と

面３の各二面角誤差）を算出する近似式が知られている。 25 

ｂ 測定装置（甲１５、１９、２１、３２） 
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本件干渉計は、フィゾー型レーザー干渉計であり、ＨｅＮｅレーザ

ー（波長６３３ｎｍ）が使用されている。フィゾー型干渉計は、レー

ザーを光源として、①参照平面に到達して反射する光と、②参照平面

を透過後、測定物に到達して反射する光との間で生じる干渉を利用し

て測定物の表面の形状等を測定する機器である。参照平面と測定物と5 

の距離により、①と②の各反射光の光路差が変化し、各反射光の位相

に違いが生じるため、①と②の各反射光を重ね合わせると、重ね合わ

せられた光の振幅は、①と②の各反射光の位相の違いに応じて変化す

る。測定物表面の２次元的な高さの分布に応じて、光路差の２次元的

な分布が生じ、これが干渉像として現れる。 10 

本件干渉計には本件対物レンズが取り付けられており、本件対物レ

ンズの基部にはＰＭＲが配置された上、本件対物レンズの先端部分に

は参照平面が配置されている。 

位相シフト法を用いることにより、高い精度で測定物の表面の形状

を測定することができるとされている。参照平面と測定物との間の距15 

離（光路長）を変化させ、参照平面からの反射光と測定物からの反射

光の位相をずらした状態を複数作出する。このようにして撮影された

複数の干渉像に基づいて、各座標における位相を算出する。位相は測

定物の高さに対応し、また、当該位相と測定物の大きさから、測定物

からの反射光の波面の傾きを特定することができる。 20 

ｃ 測定方法（甲１５、１９、３２） 

(a) まず、被告製品の一部を切り取り、二面角誤差を測定するキュー

ブコーナー素子を特定して、ラベルを付した。 

(b) 次に、２０倍の対物レンズを装着した測定顕微鏡を使用して、被

告プリズムの頂点間の水平方向距離を測定したところ、水平方向の25 

キューブの頂点間の間隔は１４５．６μｍと特定された。 
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(c) 本件ソフトウェアに入力すべきパラメーターのうち、キューブコ

ーナー素子の横幅として１４５．６μｍが、使用される材料の屈折

率としてポリカーボネート樹脂の屈折率に対応する１．５８６が、

それぞれ採用された。その余のパラメーターは、標準手順に従って

設定された。 5 

(d) 被告プリズムの二面角誤差は、次の手順で算定された。 

① キューブコーナー素子を本件対物レンズの前方に配置し、キュ

ーブコーナー素子の反射面からの干渉後の反射光の強度を、本件

干渉計において、ＣＣＤカメラの画素ごとに、位相シフト法によ

り測定する。 10 

② 測定された各セクタ内の各画素における干渉後の反射光の強度

から、各画素における位相を算出し、位相データとキューブコー

ナー素子の大きさから、各セクタからの出射光の波面の傾きを算

出する。 

③ 各セクタからの出射光の波面の傾きから、出射光の波面ベクト15 

ルを算出する。 

④ 同一面に属する二つのセクタ（例えば、別紙キューブコーナー

素子図面目録記載の図の面１に属するセクタ３及び４）の出射光

の波面ベクトルから、他の二面（上記の例の場合は、同図の面２

及び３）の成す二面角の二面角誤差を算出する。 20 

(ｲ) 本件分析報告書で採用された二面角誤差の測定方法の精度について 

本件分析報告書記載の分析結果に基づいて、被告プリズムに二面角誤

差が存在し、かつ、その大きさが１分ないし６０分の範囲にあるという

ためには、その前提として、本件分析報告書で採用された二面角誤差の

測定方法の正確性が担保されていなければならない。 25 

しかし、本件分析報告書で採用された二面角誤差の測定方法の精度に
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関し、次の指摘をすることができる。 

ａ 標準試料等による精度の確認がされていると認められないこと 

本件分析報告書で採用された二面角誤差の測定方法の正確性を担保

するためには、客観的中立的に二面角誤差の有無及びその角度が確認

されている標準試料等を、本件分析報告書で採用された二面角誤差の5 

測定方法により測定し、その測定結果を標準試料等が有する二面角誤

差と比較対照するなどして、上記測定方法がどの程度の精度で二面角

誤差を算出できるのかの確認が必要であると思料されるところ、その

ような確認がされていることを認めるに足りる証拠はない。 

ｂ 本件参照平面試料分析報告書の結果から、本件分析報告書における10 

被告プリズムの二面角誤差の測定についての測定誤差が０．１分であ

るとはいえないこと 

原告らは、本件干渉計について、第三者機関によって表面の高度の

平面性が確認されている参照平面試料を測定することにより、本件干

渉計の測定精度の確認を行ったところ、本件参照平面試料分析報告書15 

のとおり、本件分析報告書で使用されている測定方法における二面角

誤差の測定誤差が全て本件干渉計の精度に由来しているとしても、そ

の測定誤差は最大０．１分であると主張する。 

しかし、本件参照平面試料分析報告書は、フィゾー型干渉計そのも

のの機能で参照試料の表面形状の平面度を測定した結果を記載したも20 

のと考えられ（乙２６）、本件ソフトウェアは使用されていないと解さ

れる。すなわち、本件参照平面試料分析報告書における測定と、本件

分析報告書で採用された被告プリズムの二面角誤差の測定とは、いず

れも本件干渉計によって測定される干渉像、すなわち干渉後の反射光

の強度を利用している点において共通しているものの、本件参照平面25 

試料分析報告書による測定結果は、干渉計の参照平面と被検面である
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参照試料との間の距離（光路差）に起因して干渉像が生じることを利

用して、参照試料の表面形状を測定し、平面度を算定したものである

のに対し、本件分析報告書で採用された被告プリズムの二面角誤差の

測定は、本件ソフトウェアを併用した上で、被告プリズムの各セクタ

内のＣＣＤカメラの画素ごとにおける干渉後の反射光の強度から、各5 

画素における位相、各セクタからの出射光の波面の傾きを順次算出し、

同一面に属する二つのセクタの出射光の波面ベクトルから他の二面の

成す二面角の二面角誤差を算出するというものである（前記(ｱ)）。そ

うすると、両者は、具体的な測定方法のみならず、測定原理において

も異なっているし、測定する量も、本件参照平面試料分析報告書にお10 

ける測定では表面形状の平面度であるのに対し、本件分析報告書にお

ける測定では二面角誤差と、異なっている。 

したがって、本件参照平面試料分析報告書による測定結果から、本

件分析報告書における被告プリズムの二面角誤差の測定についての測

定誤差が０．１分であると直ちに認めることはできない。 15 

ｃ 被告プリズムの大きさに係る測定値の精度が不明であること 

前記(ｱ)ｃのとおり、本件分析報告書においては、被告プリズムの頂

点間の水平方向距離を測定して、被告プリズムの横幅を１４５．６μ

ｍと特定したことが認められる。しかし、この値は、２０個を超える

数の被告プリズムの平均値であるとされているものの、本件分析報告20 

書には、その測定誤差について何ら記載がなく、有効数字が４桁、す

なわちμｍの単位で小数第１位の数字までの精度があることの根拠も

記載されていない。 

したがって、被告プリズムの大きさに係る測定値の精度は不明とい

わざるを得ないから、被告プリズムの横幅が１４５．６μｍであるこ25 

とを前提として算定された本件分析報告書の結果についても正確性が
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担保されているとはいえない。 

ｄ 被告プリズムの取り付け精度等が不明であること 

前記(ｱ)ｃのとおり、本件分析報告書においては、被告プリズムを本

件対物レンズの前方に配置して二面角誤差を測定したことが認められ

るところ、この測定方法によれば、仮に、被告プリズムが傾いたり、5 

シートが撓んだ状態で測定すると、被告プリズムの見かけの大きさが

変わり、出射光の波面の傾きを算出する際に誤差が生じるおそれがあ

ると考えられる。しかし、被告プリズムの取り付け精度を認めるに足

りる証拠はなく、上記の測定方法による場合、算出される二面角誤差

の値にどの程度の誤差が生じ得るのかを認めるに足りる証拠もない。 10 

ｅ ＣＣＤカメラの画素の大きさが不明であること 

前記(ｱ)ｃによれば、本件分析報告書においては、ＣＣＤカメラに用

いられているイメージセンサーに投影された干渉像を撮像していると

推認されるから、上記カメラのＣＣＤの１画素の幅が実際の干渉像の

位置の精度の限界となり、誤差の原因になると考えられる。しかし、15 

本件分析報告書において用いられたカメラのＣＣＤの１画素の幅につ

いて、それが実際にどの程度の長さに相当するのかを認めるに足りる

証拠はない。 

ｆ トップフィルム層による影響が不明であること 

前提事実(6)及び前記(ｱ)ｃのとおり、被告製品には、プリズム層の20 

上にトップフィルム層が設けられており、本件分析報告書における測

定の際にも、出射光はトップフィルム層を介して射出されていたこと

が認められる。 

そして、光の屈折の法則から、プリズム層の上に異素材が設けられ

ている場合であっても、当該異素材の面が平行であれば、出射光の方25 

向に影響を与えないことが知られている（甲３２）。 
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しかし、被告製品のトップフィルム層は完全に平行となっていない

ことが認められるところ（乙１１７）、本件分析報告書において測定し

た被告プリズムにつき、プリズム層の上に設けられているトップフィ

ルム層の平行度を具体的に示す記載はなく、その平行度が出射光の方

向に影響を与えない程度のものであることを認めるに足りる証拠もな5 

い。 

ｇ 本件ソフトウェアのアルゴリズムが不明であること 

本件ソフトウェアを用いた二面角誤差の算定に当たって採用された

アルゴリズムがどのようなものであるのかを認めるに足りる証拠はな

い。 10 

したがって、本件ソフトウェアが採用している二面角誤差を算定す

るアルゴリズム及びこれに基づく計算式において、何かしらの近似が

用いられているのか否か、その近似が被告プリズムの測定に当たって

妥当するか否かなども含め、本件ソフトウェアによる二面角誤差算定

の精度が明らかであるとはいえない。 15 

ｈ 本件ソフトウェアの丸め誤差の有無及びその程度が不明であること 

コンピューターで数値計算をする場合には、そのコンピューターの

有効桁（表現できる数値の範囲）を超える数値を取り扱うことができ

ないことに起因して、丸め誤差（コンピューターの有効桁を超えた場

合に、四捨五入、切捨て又は切上げなどの処理が行われることによる、20 

実際に計算式で得られる数値との間の差異）が生ずるのが通常である。 

しかし、前記ｇのとおり、本件ソフトウェアにおいて、二面角誤差

を算定するに当たり、どのようなアルゴリズムや計算式が採用されて

いるのかを認めるに足りる証拠はなく、どのような演算処理が行われ

ているのかが明らかでない以上、これに伴ってどの程度の丸め誤差が25 

生じ得るのかは不明といわざるを得ない。 
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(ｳ) 本件分析報告書記載の二面角誤差の分析結果についての検討 

測定装置やソフトウェアを用いて、ある対象の特性を測定する場合に

は、その測定方法によって得られる測定値の確からしさや、その装置、

測定方法等に内在する誤差を予め評価する必要があると考えられる。 

その手法としては、他の方法で当該特性値が測定されている試料を用5 

いて、実際に用いる測定方法により当該特性値を測定し、当該測定方法

によって当該特性値が正確に得られているかどうかを確認することが考

えられるところ、実際に、本件参照平面試料分析報告書や甲第２８号証

においては、同様の手法を採用して、本件干渉計の測定精度や、二面角

誤差の理論値の算定方法の妥当性が検討されていることが認められる。 10 

しかし、前記(ｲ)ａにおいて説示したとおり、本件証拠上、他の方法で

二面角誤差が測定されている標準試料等を用いて、本件分析報告書で採

用された測定方法によりどの程度の精度で二面角誤差が算出できるのか

の確認がされていると認めることはできない。 

また、本件干渉計を含む全ての測定装置、本件ソフトウェアなどに内15 

在する誤差を積算して、本件分析報告書で採用された測定方法に係る測

定誤差を見積もる必要があると考えられるが、前記(ｲ)ｃないしｈにおい

て検討したとおり、被告プリズムの大きさに係る測定値の精度、被告プ

リズムの取り付け精度、トップフィルム層による影響、ＣＣＤカメラの

画素の大きさ、本件ソフトウェアのアルゴリズム、本件ソフトウェアの20 

丸め誤差のいずれもが何ら明らかでなく、本件全証拠によっても、本件

分析報告書で採用された測定方法における測定誤差を定量的に見積もる

ことはできない。 

したがって、本件分析報告書で採用された二面角誤差の測定方法の正

確性が担保されていると認めることはできないから、本件分析報告書記25 

載の分析結果に基づいて、被告プリズムの二面角誤差の具体的な値を認
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めることはできない。 

イ 被告製品の性質に基づく主張について 

●（省略）●、被告プリズムの二面角誤差の具体的な値を認めることが

できないことに変わりはない。 

●（省略）●、被告プリズムの二面角誤差が存在すること及びその具体5 

的な値を認めるに足りる証拠はないといわざるを得ない。 

ウ まとめ 

以上によれば、被告プリズムにおいて二面角誤差が存在すること及びそ

の具体的な値についての立証がされているとはいえない。 

(4) 小括 10 

前記(2)のとおり、本件データにおける「２－３／５－６二面角」、「１－２

／４－５二面角」及び「３－４／６－１二面角」のいずれが「１－２二面角」

及び「１－３二面角」にそれぞれ対応するのかについての立証がされている

とはいえない。 

また、前記(3)のとおり、被告プリズムにおいて二面角誤差が存在すること15 

及びその具体的な値についても立証がされているとはいえない。 

したがって、被告製品が構成要件１－Ｃ１ないし１－Ｃ４を充足すると認

めることはできない。 

５ 争点１－１０（構成要件４－Ａの充足性）及び１－１７（構成要件４－Ｄの

充足性）について 20 

前記２において説示したところと同様に、被告製品は、構成要件４－Ａ及び

４－Ｄをいずれも充足すると認められる。 

６ 争点１－１１（構成要件４－Ｂ１の充足性）ないし１－１３（構成要件４－

Ｂ３の充足性）について 

前記３において説示したところと同様に、被告製品は、構成要件４－Ｂ１な25 

いし４－Ｂ３をいずれも充足すると認められる。 
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７ 争点１－１４（構成要件４－Ｃ１の充足性）ないし１－１６（構成要件４－

Ｃ３の充足性）について 

前記４(3)において説示したとおり、被告プリズムにおいて二面角誤差が存在

すること及びその具体的な値についての立証がされているとはいえないから、

被告製品が構成要件４－Ｃ１ないし４－Ｃ３を充足すると認めることはできな5 

い。 

８ 小括 

以上によれば、被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するとは認められな

いというべきである。 

第５ 結論 10 

以上の次第で、その余の点について判断するまでもなく、原告らの請求は、

いずれも理由がないから、これらを棄却することとして、主文のとおり判決す

る。 

東京地方裁判所民事第２９部 

 15 

 

    裁判長裁判官 

                               

              國   分   隆   文 

 20 

 

       裁判官 

                               

              間   明   宏   充 

 25 
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       裁判官 

                               

              木   村   洋   一 

 

  5 
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別紙 

被告製品目録 

 

「ニッカライト クリスタルグレード９９０００シリーズ（ＣＲＧ－ＣＦ）」とい

うシリーズ名で特定される再帰反射シート製品 

以上 
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別紙 

被告製品図面目録 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

以上 

  

支柱部

支柱部 

支柱部

支柱部 
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別紙 

被告主張図面目録 

１ 

 

 

２ 

 

 

３ 
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４ 

 

以上 

 

  



 

131 

 

別紙 

本件明細書図表目録 
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図７ 
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図１０ｂ 
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図２１ 
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表４ 

 

表５ 
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表７ 

表８ 
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表１２ 

 

以上 
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別紙 

キューブコーナー素子図面目録 

 

 

 

以上 


